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優秀修士論文推薦のことば

 日本の安全保障政策 を考 える時、まず 日米同盟関係が重要であることは言 うまで もない。

しかしグローバル化 した現在の国際社会、アジア太平洋地域 における中国の存在を考 える

時、日豪関係の重要性が クローズ アップされ る。 これ まで両国関係 を安全保障に焦点 を当

て、一次資料、関係者へ のインタ ビュー を駆使 した論文はなか った。修士論文 として も、

日本の外交の研究論文 として も秀逸 である。

慶應義塾大学

総合政策学部教授

     草野厚
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修士論文2008年 度(平 成20年 度)

              日 豪 防 衛 協 力 の 変 遷:1983-

         -豪 州の安全保障戦略 と対 日認識の変容を中心 として-

 論文要旨

 本論文は、日豪の安全保障協力体制がどのように構築されたのかを、日豪二国間の防衛協力の変遷

から明らかにするとともに、構築された理由を、豪州の安全保障戦略の視点から考察することを目的

としている。具体的には、1983年3月 に発足した、ボブ ・ホーク(Bob Hawke)豪 州連邦労働党政権

から、2007年3月 に採択された 『安全保障協力に関する日豪共同宣言』(以下 「安保共同宣言」)まで

の対話や実務といった日豪二国間の防衛協力について考察する。

 戦後の日豪関係史の中で、日豪二国間の関係が防衛の観点から語られ始めたのは、1990年 代になっ

てからのことであった。その理由は、二次大戦で日本による軍事攻撃を受けた豪州国内には、防衛分

野での協力を望むことのできない状態が続いていたからである。そのため、日豪二国間は、二次大戦

後、経済関係を軸に展開されてきたのであった。このような歴史的背景をもつ両国が、2007年3月 、

安保共同宣言を採択、過去に積み重ねてきた実務協力を高く評価し、協力内容は、従来の対話に加え

て、平和維持活動や災害支援等といった実際的な行動を伴う具体的協力が明示された。すなわち、日

豪の防衛協力は、静から動への転換期を迎えたのであった。

 そもそも両国が防衛分野での協力を行う場合、次の課題があった。第1は 、米国との各同盟(日 米

安保、ANZUS条 約)論 理や国内制度等の相違から、連携が困難であること、第2は 、豪州にとって、

中国との経済的紐帯が深化 している状況で、日本との防衛協力を明らかにすることは、対中関係悪化

を招くことが予測されるためである。これらの課題が考えられる中、安保共同宣言は採択されたので

あった。つまり、その意義や実務協力が関係構築に与えた要因は、従来の研究において明らかにされ

ていない。とりわけ、中国経済の重要性が高まる中、豪州が 日本をどのように位置付け、協力枠組み

を採択したのかを明らかにすることは、今後の日豪防衛協力の行方に視座を与えることができる。

 考察にあたっては、実務協力を通じた両国政府関係者の認識と、日本との防衛協力推進における豪

州の対中認識に焦点を当てた。その結果、安全保障協力体制の構築には、地域安全保障協力への期待

と、日豪関係の 「堅侍」を図りたいとする豪州の対日認識が反映されていること、関係構築の基盤は、

防衛当局者間を中心とした実務協力によって提供されていた。

 キー ワー ド

 1 日豪安保共同宣言 2北 東アジア経済 3防 衛協力  4実 務協力  5対 日関係の堅持

                       慶應 義塾大学大学院政策 ・メディア研 究科

                                    土 屋  剛



   Abstract of Master's Thesis Academic Year 2008 

 The Transition of Defence Cooperation Between Japan and  Australia:1983-
- With a Central Focus on Australian Security Strategy and the Change of Perception of Japan -

  Summary 

 The theme of this research is building the system of secuirty cooperation between Japan and Australia. 

In concrete terms, the purpose of this paper is to examine defence cooperation between Japan and 

Australia from 1983 to 2007, from the perspective of Australian security strategy. 

 It was 1990th that the defence cooperation between Japan and Australia started post world war II .The 

reason simply comes from the fact that anti-Japan sentiment by WW and could not drive the engine of 

cooperation in the field of defence. But concrete cooperation, for example, peace keeping operation, 

disaster re leaf and so on, was expressed in Japan-Australia Joint Declaration on Security Cooperation 

(Joint Declaration). That is to say, reach threshold form modest cooperation to aggressive cooperation. 

 To begin with, in the event of both countries cooperating in the field of defence, there were two 

challenges.The first is that it is difficult to cooperate by deference of each alliance logic(Japan-U.S. Security 

Treaty, ANZUS Treaty) and domestic instituion.The second is that cooperation stir up souring the relation 

between Australia and China. The economic relationship with China has grown notabley importance for 

Australian economic recently. 

This research paid attention to the change of perceptions among administration officials and Australian 

administration official's perceptions to China on cooperating in the field of defence with Japan. Especially, 

in increasing importance of China's economic, it is important to bring out how Australia positions Japan. 

Two main points have been clarified as a result of the analysis.The first was that duilding the system of 

security cooperation between Japan and Australia is reflected in Australia's expectation of regional 

security cooperation for Japan and "firmly maintaining" the relationship of Japan. The second was that the 

foudation based on piled-up practical coopertion.

Keyword 

1 Japan-Australia Joint Declaration on Security Cooperation 2 North East Aisa economic 

3 defence cooperation 4 practical cooperation 5 maintaining to relation with Japan 

                        Keio University Graduate School of Media and Governance 

                                              Tsuyoshi TSUCHIYA
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序 章

研 究 の 目的

本研究の目的は、日豪の安全保障協力体制がどのように構築されたのかを、防衛協力の変遷から明

らかにするとともに、構築の理由を、豪州の安全保障戦略の視点から考察することである。

 研 究 の背 景

 2007年3月13日 、東京で開催された日豪首脳会談において、『安全保障協力に関する日豪共同宣言』

(以下 「安保共同宣言」)が採択された1。戦後60年 の歴史の中で、日本が安全保障分野における協力

を明文化したのは、米国を除き、初めてのことであり、米国の同盟国が、相互に、包括的な安全保障

協力体制を確立 した初めての例となった。

 安保共同宣言では、平和維持活動や災害支援、テロ対策等、自衛隊 ・軍及び安全保障当局者間の実

際的な協力が具体的に示されるとともに、外務 ・防衛レベルによる定期的な戦略対話を創設すること

が合意された2。さらに同年6月 には、第1回 目の日豪外務 ・防衛定期閣僚協議(以 下 「日豪2プ ラス

2」)が開催され、米豪共同軍事演習への自衛隊のオブザーバー参加など、二国間の防衛当局者間の交

流を一層強化 していくことが明らかとなり、9月 には、安保共同宣言を具体化するための 『安全保障

協力に関する日豪共同宣言を実施するための行動計画の主要な要素』3(以 下 「行動計画」)が合意さ

れた4。安全保障面での協力枠組みは、安倍晋三、ジョン ・ハワー ド(John Howard)両 首脳の下、急

速に整備されていったのである。

 このことは、安全保障分野における日豪関係が、両国の活動の歴史と成果を評価しつつ、関係の強

化を謳う関係から具体的な行動を伴なった関係へ、すなわち、地域の安全と繁栄を維持するため、共

に汗を流す関係へと質的変貌を遂げたことを物語っている。 日豪の防衛協力は、静から動への転換期

を迎えたと言えよう5。

1「 安 全保障 協 力 に関す る 日豪共 同宣言(仮 訳)」 外 務省

 <http:〃wwwmo血.gojp1㎎i0nlasia-paci/australia/jointO703.htm1>2007年4月12日 アクセ ス。

 安 保 共 同宣言 には 、英 文表 記 と 日本 語表記(仮 訳)が あ る。 いず れ を解釈 正本 とす るか につ いて ば 取 り決

 めは な い ことか ら、本研 究 で は 日本 語表 記 によ る安 保共 同宣 言(仮 訳)に 依 拠す る。当該 見解 について は、

 第166回 国会参 議 院外 交防衛 委員 会(2007年3月15日)、 佐 渡島志 郎外 務 大 臣官 房審 議 官発 言 に基 づ く。
2安 保共 同宣 言(全 力 について は

、巻 末(参 考-1)を 参照 され た い。
3「 安全 保障 協 力 に関す る 日豪共 同宣 言 を実 施す るた めの行 動 計画 の主 要な要 素(仮 訳)」 外務 省

<http:〃www. mofa.go.jp ,!mofaj小area/australia/0709 kk.html>2007年11月28日 ア クセ ス。 行動 計画 に ついて

 は、巻 末(参 考 一2)を 参 照 され た い。
4『 読売 新聞 』2007年9月10日

0
5『 読売 新聞 』20〔n年3月18日

。安 保共 同宣 言採 択後 の記者 会見 にお いて 、ハ ワー ド首 相 は 「過 去 はよ忘れ な
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 しかし、日豪関係史の中で、両国の関係が防衛の観点から語られ始めたのは、っい最近のことであ

り、戦後から今日に至るまで、相互補完的な経済構造に基づく貿易を中心に、投資や観光といった経

済的観点から語られるのが一般的であった。なぜなら、第二次世界大戦(以 下 「二次大戦」)で、日本

軍による本土への軍事攻撃を経験した豪州国内には、その遺恨に起因した反日感情が国民の間に広く

共有されており、戦後の日豪関係は、政治的な協力を望むすべがない状態からのスター トとなったか

らである6。政治的な協力を期待することが困難な両国にとって、関係の修復を図る役割を果たしたの

が、経済における相互補完的関係であった。すなわち、土地や資源に恵まれないが高い工業生産力を

誇る日本と、広大な国土と豊かな資源を持つ豪州は、標準的な貿易理論における比較優位を体現した

ものであり、この関係がもたらす経済発展と人的交流は、両国の関係を進展させる要因であった7。

 また、関係を進展させたもう一つの要因は、米国との関係であった。日本は、戦後、日米安全保障

条約(以 下 「日米安保」)に基づき、防衛力の整備と米国への財政支援により、アジア太平洋地域にお

ける米国の軍事的プレゼンスの維持に貢献してきた。一方、豪州は、戦後の北東アジアへの脅威認識、

反共産防衛の観点から自国の安全を担保するために、米国、ニュージーランドとの同盟(Security TYeaty

between Australia, New Zealand and The United States of America)(以 下 「ANZUS」)を 選択し8、二次

大戦から現在に至るまで、朝鮮戦争、ベ トナム戦争など米軍が関与する、すべての戦場に派兵すると

ともに、冷戦期には、米国の対ソ戦略を情報面で支えるといった純軍事的な貢献を通じて役割を果た

してきた9。戦後、米国と締結した日米安保とANZUSに よって、日豪両国が自由主義陣営に明確に組

み込まれたことは、戦後の根強い遺恨を乗り越え、相互補完的な経済関係を構築する要因であった。

っまり、両国の関係は、米国を連結点として築かれてきた。

 このような歴史的背景の下、経済交流が継続していた中で、経済的な相互補完的関係から政治的な

協力へと徐々に関係を密にする気運が現れ始めたのは、1970年 代のことであった。1967年以降、事務

レベルでの定期協議会が設置、地域的、国際問題が協議され始め、1976年9月 、政治協力の帰結とし

て、日豪友好基本条約(以 下 「友好基本条約」)が締結された。

 いが将来 を見 る必 要 もある」 と述べ 、 日豪 関係 は前進 す る必要 性が あ る ことを強調 。

Commonwealth ofAustralia, Department of Defence, Australia's National Security A Defence Update 2007

 (Canberra:2007), p.19.安 保 共 同宣言 につ いて 「日豪二 国 間の安全 保 障 関係 にお いて重要 な画 期的 出来事

 (an important milestone)」 と記 述。
6英 国極 東基 地 シ ンガポー ル

、豪州 本土 は、シ ドニー 湾及 び北 部の ダー ウィ ンが 日本軍 によ る攻 撃 を受 けた0
7外 務 省編P外 交 青書 』第1分 冊

、 平成8年 度 版(大 蔵省 印刷 局、1997年)234-235頁 。
eCommonwealth Government

, Department of External Affairs, Securitry Treaty between Australia, New

 Zealand and The United States of America(Canberra:1952).
9渡 辺 昭夫 『ア ジア ・太 平洋 の 国際 関係 と 日本 』(東 京大 学 出版会

、1992年)129頁 。 日米 安保 とANZUSと

 は、 少な くとも起源 的 には一 面相 互 に補完 し合 い、 一面相 互 に拮抗 す る とい う関係 であ り、 アジ ア ・太平

 洋の 安全保 障 問題 に関 して は、 日本 と豪州 は米 国 を間 に した 「間接 的 な 同盟 」 であ った と記述 。
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このように、戦後、経済から政治分野へと関係を進展させてきた日豪両国が、「日豪関係最後の協力

分野」と言われる安全保障において10、公式に関係を強化し始めたのは1990年 代になってからのこと

であった11。両国にとって安全保障は、戦前から戦後にかけて 「北からの脅威」として日本への警戒

感を募らせてきた豪州に対して12、日本の豪州への安全保障にかかわるものは皆無に近く、「オースト

ラリアの外交政策史における日本の中心性と、日本の外交政策史においてオース トラリアが占める周

辺性とが著しい対照」をなした最も顕著な分野であった13。その安全保障分野での協力の第一歩は、

1970年 代半ばから始まった情報当局間による交流であり14、情報分野での協力から包括的な協力へと

変化の気運が見 え始めたのは、1990年 代にな ってからのことであった15。

 問題 の所 在

 安保共同宣言では、過去に積み重ねてきた協力、とりわけ防衛当局者間の実務協力が高く評価され、

二国間の安全保障協力を包括的な枠組みの下で一層強化したいとの希望を反映し、採択に至ったD6。

っまり、実務協力の成果を十分に踏まえた上で、以後、円滑に協力していくための枠組みと言える17。

 そのような認識の下で採択された安保共同宣言に対 して、アジアのメディアは、その目的や意義を

報ずるとともに、豪州の有力紙は、採択の是非をめぐって連日取り上げた。日本よりはむしろ、豪州

にとって関心の高さを示すものであった。その論調は、両国が積み重ねてきた実務協力を評価 しつつ、

新しい安全保障メカニズムとして地域への取 り組みを期待する見解8や 、二次大戦中の日本に対する

遺恨に基づき、採択を批判する論調も一部に掲載された。さらに、「(日豪)両 国間の強化された協力

10福嶋輝彦 「南半球から見た日本 一日豪関係の60年 」『外交フォーラム』(2006年6月)12頁 。
11渡辺 『アジア ・太平洋の国際関係と日本』131頁

。経済面での 「自然な相互補完関係」が謳われていた時

 代においても、安全保障、ひいては広く政治外交の面で、日豪はよく言っても互いに不即不離の間柄であ

 ったと記述。
12長坂寿久 「日豪友好基本条約が問うもの」『世界経済評論』Vo1.20 No.7(1976年7月)68頁0オ ースト

 ラリアの歴史を見ると、独特な 「北」感覚がオーストラリア形成の重要な基軸となっており、この基軸を

 中心に展開してきたと記述。
13渡 辺昭夫 「日豪関係史の諸問題」『国際政治』68号(1981年8月)2頁

。日本人から豪州を見るとき、豪

 州の存在が思考の中心を占めたものは多分かつて全くなかったと言っても間違いではなく、公刊された『日

 本外交文書』に豪州が登場するのは、移民問題との関連に限定されていると指摘。
14日 豪の情報当局間の協力については、第2章 で詳述。
15同 上

。
16第166回 参議院外交防衛委員会(2007年3月20日) 、麻生太郎外相の発言より引用。
17第166回 参議院外交防衛委員会(2007年3月15日)

、麻生太郎外相の発言より引用。麻生外相は安保共同

 宣言の目的について 「共同宣言というのは、こうした協力関係というものをもっとスムーズにさっといけ

 るようにいようじゃないか」と発言。

 第166回 防衛委員会(2007年3月20日)、 麻生外相発言より引用。麻生外相は 「これは軍事同盟を意味す

 るものでは当然ない」と発言。

 第166回 参議院外交防衛委員会(2007年5月31日)、 久間章生防衛大臣発言より引用。久間防衛相は 「日

米以外にそこまで、同じ画面で一つの情報を共有しながら共同作戦を立てていくような、そういうふうな

 関係を今考えているようなわけじゃない」と発言。
18The Australian

, March 13,2007.7漉 オ嬬 伽 〃, March 16,2007. AAPNewsfeed, March 22,2007.『 毎日新聞』

 2007年3月14日 。
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が、(日米豪)三 箇国間の協力の強化に資する」(傍点筆者)と 謳われ19、米国を含めた協力の 「強化」

を明示した点から、その目的を 「中国包囲網の形成」と捉える見解があった20。しかし、程度の差こ

そあれ、いずれの記事も実務協力への評価と対中関係について多く触れており、後者に関する両国政

府関係者の発言は、極めて慎重なものであった。安保共同宣言の採択後に開かれた共同記者会見にお

いて、安倍首相は、「基本的な価値を共有してお り、この安全保障分野で取 り組んでいくことは、両国

のみならず、地域の平和と安定に資する」と述べ、その意義を説明するとともに、両国首脳は、中国

を意図したものではない点を繰り返 し強調した21。

 そもそも、日豪両国は価値観や政治体制から、安全保障分野での協力を推進するための条件が整っ

た当然の結びっきであったと言われてきた22。しかし、メディアの報道や、政府関係者の発言に表れ

ているように、同分野で協力を推進するためには、以下の課題がある。

 第」一は、日米、米豪を結びつけている同盟論理や国内制度の相違から、両国が連携する場合、日本

側の制約が相対的にクローズアップされる点であるお。ヒュー ・ホワイ ト(Hugh White)元 国防副次

官は、「11/年 代、豪州の政策担当者たちは、日本との防衛レベルでの制約について、『もどかしさ』

を抱いており、米国の政策担当者たちも、日豪間の協力に価値を見出していなかった」と述懐してい

る24。つまり、日本が抱える制約は、豪州に協力推進を思いとどまらせてきた理由の一つと考えるこ

とができよう。

 第二は、中国との経済的紐帯が急速に進展 している現在、日本との協力を明確にすることによって

生ずる影響、つまり、「中国包囲網の形成」として中国側へ受け取 られることは、豪州にとっては避け

なければならない事実と言えようxs。豪日の外交史に関する一研究によれば、日豪防衛協力の進展を

19巻 末(参 考-1)を 参 照 され たい。

zo『東 亜 日報 』2007年3月16日
、The South Morning Post, March l 4,2007. BBC Monitoring Asia Pacificc, March

 30,2007.

 第166回 防衛 委 員会(2007年5月31日)。 久 間 防衛 相 は 「安保 共 同宣 言の 内容 が 日米 豪 の三 国同盟 のイ メ

 ージ を もた らす 」 との質 問 を否定 。
21『 日 ・豪 共 同記 者会 見J首 相 官邸 くhttp:〃wwwkanteigojp/jp�abes

peECh/2007/03小13kyoudou.html>2008年2

 月4日 ア クセス 。
zz William T

. Tow, Mark J. Thomson, and Yoshinobu Yamamotq et aL, Asia-Pacifrc Security US, Aus7ralia and

 Japan and theハ伽5㎞ 敏Triangle(2007), pp.11-22.23

同盟論 理 につ いて 、例 え ば、ANZUS条 約 で は集 団的 自衛権 が 認 め られ て いる。

 佐 島直子 「戦 略 的関係 の構 築 は可能 か」 『外交 フォー ラム 』(2006年6月)24頁 を参照 され たい。

 西原 正 「安全 保障 面 にお ける 日豪協 力の可 能 性」220頁 。豪 州が 自国の安 全保 障 に関す る姿 勢 を比較 的 自

 由に取 れ るのに対 し(例 え ば、自国兵 の海 外派 遣 、武 器輸 出、東 南ア ジ ア諸国へ の 防衛協 力な ど)、 日本は

 多 くの 国内外 か らの制 約 を抱 えて 自国の姿 勢 を表 明せ ざ るを得 な い こと、及 び 日豪 は経 済的 規模 が湘 当異

 な る こ と、 の相違 点 は十分 に留 意 して お くべ き と記 述 。
24Tow

, Th・ms・n, and Yamam・tq賃 飢,お 伽.Pacific SecuｺTt, p.104.
25森 健 「オー ス トラ リア経済:資 源 と中国 ブーム 」「世界 経 済評論,Vo1

.51 No.3(2007年3月)20-28頁 。2000

 年か ら2005年 までの期 間 、豪州 の 対 日輸 出 は年 平均4.4%の 成長 に対 して、中国へ の輸 出は22.5%の 成長 。

 豪州 の 輸入相 手国 と して 中国はす で に 日本 を抜 いて 第2位 。

 Robert Ayson, Bilaterals,Tirilateral and Quadrilaterals:Japan-Australia Security Cooperation and Asia's

 Future Order, An.4rlicle」隊甲砺㎝りわ〃蛋励 α伽 〃鋸 跳!抽o鋤 πσ 」吻 π(N0vember 2007),p.2.
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妨げてきた理由を、「米中とのジレンマ」と論じている26。日本との紐帯を明らかにするためには、克

服すべき課題 と言えよう。

 いずれせよ、日本との防衛協力は、豪州にとって明確な価値を見出しにくい。ことに、同宣言に示

された平和維持活動や災害支援等といった分野での協力であれば、従来どおり、協力枠組みを明示せ

ずとも連携できる。しかし、日豪交流の歴史には、「豪州の主動と日本の受動との傾向が存在する」と

言われるように27、安保共同宣言の採択も豪州の 「主動」によるところが大きいZa。日本との協力を明

らかにすることによって生ずるリスクが十分に考えられる中、同宣言は採択されたのであった。

 先 行 研 究 と研 究 の 位 置 付 け

 過去の研究は、 日豪二国間の防衛協力の変遷 と意義について考察がなされている。本研究では、 こ

れ らを以下三つに大別することとしたい。

 第一の視角は、実務協力を通 じて築かれた信頼関係の蓄積が、安全保障協力体 制の構築へ と繋が っ

た、 と主張す る研究であ り、カンボジアやイ ラク等での連携 を高 く評価 している。寺田の研究 『アジ

ア太平洋における足跡-東 アジア共同体形成における日豪パー トナー シップ』では、地域経済協力で

の日豪の連携を論ず る中で、実務協力について言及 し、両国が、いかに互 いを関与させ、信頼醸成を

図ってきたかを論 じている29。ディビッ ド・ウォル トン(D)avid Walton)の 研究 『日本 と東テ ィモール:

豪 日関係へのイ ンプ リケーション』(J叩an and East Timor:㎞phcati0ns fbr the Austraha.Japan

Relationship)で は、東テ ィモール における日豪の連携 を詳細に考察 し、以後の関係緊密化 に大きな影

響を与えた と結論付 けている30。また、ナオコ ・サジマ(Naoko Sajima)の 研究、『豪州の対 日安全保

障に対す る見方』(Japanese secuirty perceptions ofAustralia)で は、 日豪両国の協力には、9.11テ ロ以

降、「米国の同盟国」と 「地域のアクター(Regional Actor)」 としての二つの協力が、今まで以上 に緊密

になった、と主張 している31。しか し、 これ らは一様に史実の整理にとどまり、実務協力が、以後 、

急速に進展 していく防衛協力 と協力体制構築 に、いかなる影響を与えたのかについては説明されてい

ない。

 第二の視角は、安全保障協力体制が構築された理 由を、冷戦後の戦略環境の変化 によって、米国の

26Derer McDougall
, Australian Foreign Relations(1998), PP.177」178.「 豪 中 間 の 提 携 は 、 両 国 に と っ て 第3国

 との 間 で 問 題 を 生 じ さ せ る 。 そ れ は 、 両 国 の 提 携 に つ い て 米 国 は 、 同 地 域 で の 両 国 の 利 益 が 一 致 した 、 と

 肯 定 的 に 受 け 止 め る の に 対 し て 、 中 国 は敵 対 的 な 意 識 を 募 らせ る と い っ た ジ レ ンマ を 生 じ さ せ る た め 」 と

 論 じ て い る 。
27福 嶋 「南 半 球 か ら見 た 日本 」15頁

。
Z8第166回 防 衛 委 員 会

、 久 間 防 衛 相 発 言 。
29寺 田 貴 「ア ジ ア 太 平 洋 に お け る 足 跡 一束 ア ジ ア 共 同体 形 成 に お け る 日豪 パ ー トナ ー シ ッ プ 」 『外 交 フ ォ ー

 ラ ム 』(2006年6月)16-23頁 。
30David Walton

,"」・pan and East Tim・r:lmpli・ations f・rth・A・ 血 曲 」a脚 舳 髄・n・hi凸"JapaneseSYdies, Vd.

 24,No.2(September 2004), pp.233-246.31

Na・k・S・jimろ"」 ・panes・security P・祀・pti・m・fA・ 面 晦'・Japan,Aust・alia andAsia-Pa・ 血・Security,

 (London=R.outledge 2006), PP・47-69.
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ジュニアパー トナー(日 豪)間 の共有部分が拡大 した ことにある、 と主張す る研究である。安全保障

協力体制の構築を米国を含めた 日豪米三箇国の視点、つまり、米国の戦略を独立変数、 日豪両国 を従

属変数 として捉えている。具体的には、そのきっかけを2001年9月11日 に発生 した、米国 同時多発

テロ(以 下 「9.11テロ」)や 、2002年10月12日 のバ リ島爆弾テロ事件(以 下 「10-12バリ島テロ」)

と位置付けている。/!1年 代以降の防衛協力に焦点をあてた、マー ク・J・トムソン(Mark J. Thomson)

の研究 『三つの大国』(The Power of Three)32で は、協力関係を深化させた理由として、共通の安全保

障上の課題が出現 した こと及び経済、安全保障協力によって築かれた信頼関係 を挙げている。 また、

アンナ ・サー レ(Anna Searle)、カマェ ・イ ッペイ(Kamae Ippei)ら の研究 も、既存の 日米安保 、 ANZUS

といった伝統的な同盟政治の影響を受けてきた 日豪両国の利益が、急激な戦略環境の変化 によって浸

食 されてきた、と述べている33。これ らの研究は、いずれ も対米同盟への対応す る過程 において実現

した実務協力が、 日豪二国間の関係構築に対 して高 く評価 されている。 しか し、戦略環境の変化、っ

まり、米国への対応 を起点 として協力体制が構築 された と捉えている点に違いがある。

 第三の視角は、安保共同宣言 と協力の意義について論 じているものである。マルコム ・クック

(Malcom Cook)の 研究 『利益 の制度化:21世 紀 における日豪関係』(lnstitutionalizing Interests:

Japan-Australia Relations in the 21S`century)34では、安保共同宣言1よ 日豪両国 に安全保障分野での結

びっきを認識 させるために有益であると認めなが らも、具体的 中身の 「曖昧さ」 を指摘 し、豪 中関係

への影響 を指摘 している。 ロバー ト・ェイ ソン(Robert Ayson)35や 秋元 らの研究 も36、意義が不明確

である点 を指摘し、豪中関係への影響 について触れている。一方、 ヨシノブ ・ヤマモ ト(Yoshinobu

Yamamoto)37や 藤重博美は38、日豪協力の意義そのものについて言及 し、アジア太平洋地域において米

国を補完す る役割を挙げている。

 以上のように、従来の研究は、実務協力に対する評価 と、防衛協力推進 と豪 中の関係 について考察

している。 とりわけ、後者を論ず る前提は、豪州にとって中国経済の比重が高 まった現状を背景 とし

ている。繰 り返 しになるが、半世紀近 くもの間、防衛分野での協力は、一部 の情報当局間を除き、固

く閉ざされて いた。しかし、1990年 以降、対話や実務協力を積み重ね、協力の範囲は、アジア太平洋

32Tow et al
., Asia-Pacific Security US, Australia and Japan and the New Strategic Triangle, p.104.

33Anna Searle and Kamae Ippei
,"Anchoring trilateralism=can A耐rahaJapIm-US security relations work?,"

 Australian Journal oflnternationalAfj`ai,」rs, Vo1.58, No.4(December 2004),pp46447&34

Malcom Cook,"In血t而ona血ing hterests:Japan-Austr-alla】Rda"ons in the 21飢 ㏄ntury,"Lowy Insitute

 Perspective are occasionalpapers and speeches on international events andpolicy(November 200.
35Ays叫B血terals

,Ti伽eral and伽 踊 漉 鳩P1-13.
36秋 元 一 峰

、大 塚 勉 、今 泉 武 久 、上 野 英 詞 他 「安 全 保 障 協 力 に 関 す る 日豪 共 同 宣 言 ～ 域 内 の 反 応 とそ の 意 義 」

 『海 洋 安 全 保 障 情 報 月 間 報 』(2007年3月)11-15頁 。
37Yoshinobu Yamam・tq SYrengtheningSecu・ 吻Gα 脚 ・`伽π瞬 胡 齪 伽 凶 ハyewSaecurilyMeansfor

伽 π(AJISS-Commentary,2007}<http:/ノ … 」甑 岬e卿 ㎜ent岬 幽 川S&Co㎜en⑳13. p齢

 accessed on October 92007,
38藤 重 博 美 「日豪 の安 全 保 障 パ ー トナ ー シ ッ プ:そ の 意 義 と 今 後 の 課 題 」 日本 国 際 問 題 研 究 所

 <http:〃wwwI2」 血a.or.jp/column/200707小06-fujislrige hiromi.htmt>2007年7月21日 ア ク セ ス 。
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及び同地域を越える安全保障上の問題に対 して、具体的に行動する協力へと変貌を遂げた。 このこと

は、日豪関係史上、極めて重要な変化と言える39。これほどの重要な変化が、どのように、そ してな

ぜ構築されたのかについては、詳細な考察が行われるべきである。とりわけ、約12年 の長期にわたり

日本を、「地域の最も重要なパートナー」と呼び、安全保障分野での関係強化を提唱してきたハワード

首相の退陣後、防衛協力の幕引きの感がある日豪関係にとって、協力体制の構築に主動的役割を果た

してきた豪州の視点から考察することは、今後の展望に視座を与えよう40。

 そこで、本研究では、日豪安全保障協力体制がどのように構築されてきたのかを、ボブ・ホーク(Bob

Hawke)連 邦労働党政権以降(1983年3月-)の 日豪二国間の防衛協力の変遷から明らかにするとと

もに、構築の理由を、豪州の安全保障戦略の視点から考察したい。すなわち、防衛交流が皆無であっ

た状態から、対話、そして実際的な協力へと協力範囲が拡大 し、安全保障協力体制が構築されるに至

った理由を、豪州の視点から考察する。そして、その中でも防衛協力の変遷については、実務協力と

豪州の対中認識に焦点を当てたい。なぜなら、安保共同宣言の採択には、過去、積み重ねてきた実務

協力が高 く評価されていること、そして日豪防衛協力を推進し、協力枠組みを明確にするには、対中

関係は気がかりな課題であったからである。

 従来の研究は、III年 代前半の経済協力から防衛協力の過渡期に注目するものや、実務協力を評価

しつつも史実の整理にとどまっている。本研究は、従来の研究では注目されてこなかった、1980年 代

後半から安保共同宣言に至るまでの豪州国内の議論や防衛協力の変遷に焦点を当てるとともに、協力

枠組みを明らかにする上での豪州の対中認識に注目する点に新奇性がある。豪州にとって中国経済の

重要性が高まっている中で、日本をどのように位置付け、安保共同宣言を採択するに至ったのかにつ

いて考察することは、今後の防衛協力の行方に視座を与えることができると考える。

論 文 の構 成

本研究では、まず第1章 において、日本との防衛協力について初めて検討を始めたホーク政権にお

ける安全保障政策と日本の位置付けを明らかにする。続く第2章 では、冷戦終結後、豪州が推進した

アジア優先の外交の中で、日本との防衛協力が、どのように萌芽していったのかについて考察し、第

3章 では、同盟の強化を推進するハワー ド保守連立政権において、日本との防衛協力をどのように位

置付けられていたのかを考察する。そして、第4章 、第5章 では、1999年9月 以降の東ティモール

39在 日豪州大使館での政策担当者との筆者インタビュー調査(2007年11月12日)に よれば
、「安保共同宣

 言に関して過剰である必要はないが、日本はもっと注目してよいのでは」と語った。
402007年12月 発足したケビン・ラッド(Ke血Rudd)政 権への移行は

、対中関係重視によって良好な日豪

 関係に変調をもたらすと指摘するものは多い。例えば 『読売新聞』2008年3月14日 は、ラッド首相が中

 国大使館勤務を経験した外交官であること、豊富な中国政府関係者との人脈、そして就任後初の外遊では、

 訪問先として日本が除外され、「ジャパン ・パッシング」と椰楡されたと報じている。また 『日本経済新

 聞』2008年4月2日(夕i『Dも 、ラッド政権の日本軽視を報じている。
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における騒擾と9.11テ ロ以降の連携を取り上げ、対話から実際的な協力へと協力が拡大し、相互補

完的な関係が構築されていった変遷を考察する。そして最後に、豪州にとって中国経済の重要性が高

まる中で、日本をどのように認識していたのかを明らかにするとともに、安保共同宣言採択に至る過

程を考察することで、採択の理由と、今後の展望を示す。
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第1章 自主 防衛(self-reliance)と 対 日認 識

日豪両国は、戦後まもなく、経済を基盤として関係の修復が図られていった。1957年 の日豪通商協

定締結と日本の高度経済成長は、日豪間の貿易を飛躍的に拡大させるとともに、 111年 には、豪州に

とって日本は最大の輸出国となった41。さらに、1976年 には相互補完的な経済関係に基づき、広範か

っ総括的な関係を築くための基盤を提供するものとして友好基本条約が調印され、これらの枠組みに

基づいた経済、政治協力を通じて、紐帯は次第に深化 していった42。

このように、経済、政治分野において緊密な関係が築かれていった一方、防衛分野について議論さ

れ ることはな く、ようや く議論が姐上 に上 り始めたのは1980年 代になってか らのことであった43。こ

れは、豪州の安全保障政策の見直しとアジア地域の経済、とりわけ、豪州が北東アジアの経済的影響

力を認識し始めた時期と軌を一にする。世界第2位 の経済力を誇る日本が、今後、経済力を背景にし

て、政治的にもアジア太平洋において、より大きな役割を演ずるであろうとの予想に立てば、当時の

豪州にとって、経済のみに限定されてきた対日関係の見直しは不可避であった"。

そこで、本章では、1983年 から1991年 まで続いたホーク労働党政権において再検討された安全保

障政策を、三つの報告書に基づき考察する。そ して、日本との防衛協力に関する政府内の議論を考察

し、当時の豪州にとって日本の位置付けが、どのようなものであったかを明らかにしたい。

第1節 自主防衛

1980年 代初頭から世界的に一次産品の価格が長期低迷し、豪州は、高インフレ、高失業率、そして

慢性的な経常収支の赤字に直面していた45。そのような状況の中で、1983年3月 に発足 したホーク新

4D山 澤逸 平
、渡 辺昭夫 編 『2000年 に向 けて の 日豪関係 」(日 本 経済 研究 セ ンタ ー、1990年2月)53-59頁 。

 豪州 の 輸 出入 の地 理 的構 成の 変化 を掲載(出 所:UN, InteranNonal Trade Statistic)。対 日輸 出は1965年 が

 全体 の16.9%、1975年 は29.2%へ 拡大 、以 後 、20%代 後 半の 高 い水 準 で推 移。 菊池努 「オース トラ リア ー

 『アジ ア太平 洋 国家 』へ の 道1『 外 交時 報 』No.1244(1988年1月)16頁 。菊池 は 、 日本 の経済 成長 が 豪州

 国 内 に資 源 ブーム を生み 出 した と説 明。
42ジ ョン ・マ ル コム ・フ レーザ 」 「ゆ るぎな き 日豪関 係 のため に」 『世 界経済 評論 」VoL20

, N0.8(1976年8

 月)46一53頁 。1976年6月 に友好基 本 条約 調印 のた め訪 日した フ レー ザ」首 相 の演説 を掲載。 フ レー ザ」

 首 相 は 日豪の 歴史 を振 り返 り、基本 条約 の趣 旨 を詳細 に述べ て い る。

 山澤 、渡辺 編r2000年 に向 けて の 日豪 関係 』3-11頁 。 日本 経済 の成 熟 と成長 率 の低下 は 日豪関 係 の重要 性

 が低 下 したの では な く、そ の 関係は 交流全 般 に拡大 した と説 明。 例 え ば、観 光、地 域協 力(太 平洋 経済協

 力会 議)、 外交 協調 、環 境 問題、 投資 、 人的交 流等 。
as Alan Rix

, The A ustraliaニlapan PoloticalAlignment 1952 to the Pfrsent(London:Routledge,1999), p.166.
嗣 菊 池 「ア ジア太 平洋 国家 への道 」16頁

。
45岩 本祐二 郎rオ-ス トラリアの 内政 と外交 ・防衛 政策 』

、(日 本 評論 社 、1993年)16頁 。選 挙 の時期 には、

 イ ンフ レ率 が年11.5%ま で上 昇、失 業率 は10.1%と 世 界恐 慌以 来 の最 大 の 高 さにま で達 した。 そ のた め、

 当時 の フ レーザ ー政権 は 、 ビジネ ス界か らの信頼 を 失墜 して いた。 な お、70年 代 か ら90年 代 ま での豪
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政権は、経済危機の克服を最大の目標として掲げるとともに、安全保障政策の見直しに着手 した46。

当時の安全保障政策について、ピーター ・ジェニングス(Peter Jennings)元 豪州国防省安全保障政策

部長は、「ANZUS条 約が署名されて以来、変わることのなかった安全保障政策についての総意が、二

つの重要な課題に直面していた」と述べている47。

 第一の課題は、国内において拡大しつつある反核世論を背景に、米国との同盟の将来的役割をどの

ように定義付けるか、というものであり、第二の課題は、ベ トナム戦争の影響を受けた労働党の支持

者や党員に、受け入れ可能な国防政策の輪郭を明確に打ち出す、という二っの課題であった48。

 1980年 代は、ニュージーランドの非核政策がANZUSを 決裂させた時代であった。1984年7月 、ニ

ュージーランドで誕生したデヴィット・ロンギ(D)avid Lange)労 働党政権が、米核積載船寄港拒否を

謳った選挙公約どおりに非核政策を展開し、外国艦船に核兵器搭載の明確な否定を求め、それに応じ

ない米海軍艦船の寄港を拒否したのである49。この決定に影響を受けて、ホーク政権にも同様の政策

を採用するよう党内左派を中心に強い圧力がかかっていたが、ホーク政権は、ニュージーランドと同

様の結果を回避するため、米国との関係維持を試みた50。ホーク首相及び主要な閣僚たちは、ニュー

ジーランドのような非核政策を採用すれば同盟の前提を揺るがすとともに、米国の核兵器搭載可能艦

船に寄港を許すことはANZUS条 約の下での必須の義務に他ならないとして、ニュージーランドの動

きに同調しなかったのである。さらに、注目すべき点は、この時期に豪州政府が安全保障政策の再検

討に着手 していたことである51。検討の結果は、以下三つの政策資料によって説明できる。それは、

1986年3月 、当時、防衛政策顧問を務めていたポール ・ディブ(Paul Dibb)オ ース トラリア国立大

学教授によって政府に提出された報告書 『豪州の防衛能力の見直し』と52、翌年3月 に公刊された国

 州 の経 済政 策 につ いて、石垣 健一 「オース トラ リア ・ニュー ジ ー ラン ドの経済 パ フ ォー マ ンス と経済 政策 」

 『国 際問題 』No.446(1997年5月)40・57頁 に詳 しい。

 r日本経 済 新聞 』1983年11月2日 。 首相 就任 後 、初 めて の 開催 とな った 日豪経済 合 同委員 会 でホ ー ク首

 相 は 「重要 で不可 欠 な貿 易相 手国 で ある 日本 との 関係 を重視 して い く基本 政策 に変 わ りはな い」 と述 べ、

 世界 不況 下 で、鉄 鉱 石や石 炭 な ど鉄 鋼原 料 の対 日輸 出 が数量 減退 と価 格下 落か ら豪 州経 済 に深刻 な打 撃 を

 与 えて いる事 実 を重視 し、 対 日貿 易交渉 へ の政府 介 入強 化姿 勢 を示 唆 して いた 。
"Gareth Evans

, Bruce Grant, Australia's Foreign Relations(Melbour皿e=Melbourne U血ersity Press,1991),

 p.232.
47ピ ー ター ・ジ ェニ ングス 「豪 米 同盟 ア ンザス 条約 の変遷 とアジア太 平洋 」 繁本敦 子訳

、船 橋洋 一編 『同

 盟の 比較 研究 冷 戦後秩 序 を求 めて 』(日 本評 論 社、2001年)86頁 。
娼 同上

、86頁 。
49マ イケル ・シー ゲル

、 ジ ョセ ブ ・カ ミ レー リ編r多 国間 主義 と同盟 の挟間 一岐 路 に立つ 日本 とオ ース トラ

 リァ-,.(国 際 書院 、2006年)89頁 。1995年1月 、米 国 は海軍 駆逐 艦 の寄港 を要 請 したが 、ニ ュー ジー

 ラ ン ド政府 は拒 否 、それ 以来 、米 国 は、ニ ュ-ジ ー ラ ン ドとの安 全保 障 協 力を ほと ん どの分 野 で停止 。 当

 時 のニ ュー ジー ラ ン ド国 内の 状況 につ いて は、 今川 瑛 一 「ア ジア太平 洋協 力 と戦略 的諸 問題 」r国 際 問題 』

 No.301(1985年4月)31-33頁 に詳 しい。
soジ ェニ ングス 「豪 米同 盟」85 -86頁 。

51岩 本rオ ー ス トラ リア の 内政 と外 交 』237頁
。 岩 本 によれ ば、1984年10月 、上院 ・下 院 の外交 防衛 合 同

委員 会 「オー ス トラ リア の国 防軍 一そ の組 織 と装備」 に関す る報 告書 で は、ANZUS条 約 によ る義務 と自

助防 衛能 力 の両面 に対 応で き る国 防計画 を進 言 して いた 。
sz Paul Dibb

, Review ofAuslralia'sdefence capabilities(Canberra:Australia Government Publishing Service,

 198.
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防白書 『豪州の防衛』53(以下、「87年国防白書」)、そして1989年12月 に、ギャレス・エバンス(Gareth

Evans)外 交貿易相54(以 下 「外貿相」)が行った政策演説 『豪州の安全保障』と55、同演説に基づき、

連邦議会へ提出された報告書 『豪州の地域安全保障』56(以下 「エバンス報告」)で ある。

 通称、「ディブ報告書」と呼称される 『豪州の防衛能力の見直し』は、現在の豪州には確認できる直

接の軍事的脅威は存在せず、当面の間は、低レベルの紛争はあるとしても、豪州国土への侵略の可能

性は考えられない、との前提に立っている57。そして、対米同盟の結果、豪州国防軍にもたらされた

具体的な軍事利益を詳細に分析している。これらの利益としては、技術的軍事情報や物資の調達及び

支援、豪州産業への技術移転、防衛科学協力、後方支援、合同演習、人事交流が含まれている。そし

て、ディブ教授は 「それらの利益に対して豪州の負担は大きいとは言えない」とし、常備軍も母港駐

留もなく、rANZUS条 約に基づく支援要請のわずかな可能性しかない」と述べている。さらに、国防

の重点地域を、東南アジアと南西アジア、優先的戦略利害領域を東南アジアと南太平洋と定義すると

ともに、インド洋のココス諸島からニュージーランドと、インドネシア諸島から南洋までの地域を防

衛する軍事力を豪州国防軍が組織する際の唯一の基準にすべきと主張した。そして、それらの地域を

越える範囲での行動は、もし政府が望むのであれば、同盟としての活動を支持して行うことはあり得

るが、その場合の支持というのはむしろ、「支持の意思表明のことであり、結果に実質的に影響を与え

うる貢献ではない」と述べている。このように、ディブ報告書では、豪州にとって直接的な軍事的脅

威は存在 しないという前提に立ち、自立的な国防政策を唱えた。

 そして、翌年には、『豪州の外交における概念上の分水嶺』と評価されている87年 国防白書58が公

刊された59。これは、先の政策報告書(デ ィブ報告書)を 編纂したディプ教授が、国防副次官として

編纂に携わったものであり、その多くを踏襲するものとなっている。本白書では、グローバルな観点

か ら米国の核抑止戦略を容認しつつも、できるだけ米国との同盟への貢献を抑制していくことを表明

 高木 暢 之 『アジ ア ・太 平洋 地域 の新潮 流 』(時 潮社 、1994年)117頁 。 「豪州 の防衛 能 力の見 直 し」 につ い

 て、 ア カデ ミ ックな色 彩の 強 い もの だが、 次 に発表 され た 国防 白書の 原型 とな って お り、今 日の 同国 の安

 全保 障政 策 の基礎 を形 作 った研究 と して高 い評 価 を受 けて いる と説明 。
53Austra髄5m Department of De面enc馬丑 ε婦 πcθφ4融(Cs皿Berra:Australian Gorvenment Publishing

 Service,198 .
鱗 外 交貿 易省(1)epartement of Foreign Affairs and Trade)は

、1987年 、貿 易部 門が統 合 され 、1991年 には貿

 易促進 を 目的 と した組織 改編 が行 われた 。エバ ンス外 交 貿易相 は 、後 に外交 に専念 す るた め兼務 を解 かれ 、

 外 相 に任 命。
55Co㎜0nwe舳0fAustrah亀5セ 編8π 燃 磁 オ競 伽 一 刎 加 媚 θc翼吻 よ"紹 謝 冠5㎞ 召盟ε頭D㏄ember◎

 1989).
56Greg Fry

.」Australia's Regional Security(Australia:Allen and Unwire Australia Pty Ltd,1991),pp.169-183.エ ノ{

 ンス報 告 は第2章 で 詳述。
57Dibb

, Defence Capabilities, p.5.現 在 の防衛 能 力で対応 でき る偶発 的紛 争0
58Au・traGa D・partm・nt 0fD・fe皿ce

, The Defence ofAustralia(Canberra:Au・tr曲n G・v・mm・nt P・bushing

 Se】rvice,198 .sg
 Evans,Grant,Australia Foreign Relayions, pp.1〔}5-106.

 高木rア ジア ・太 平洋 地域 の新潮 流 』121-122頁 。エ バ ンス外相 は 、1988年12月 に行 った政 策演 説 の 中で、

 豪 州の外 交 政策 の 「真 の分水 嶺 はよ ごく最 近1987年 に公 刊 され た 国防 白書 であ った」 と述 べ、 同 白 書 を、

 新 しい外 交 の出発 点 と評価 した。
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し、r自主防衛(self-reliance)』という概念が明確に打ち出された60。この自主防衛とは、完全な自給

自足型の国防政策を意味しているのではなく、米国との同盟を維持しつつも、低レベルの紛争には自

国で対処していこうとする政策である。つまり、米国へ過度に依存することのない自主防衛は、保護

を求めるばかりに米国の関心を引くことを目的とした外交政策からの脱却を可能としたものであった。

これは、ベ トナム戦争の影響を受けた労働党支持者に受け入れ可能な国防政策であったと言えよう。

 第2節 北東 ア ジア地 域 と豪州

 87年 国防白書では、東南アジア、南西アジアを国防の重点地域として明確に定義した。しかし、1980

年代、豪州にとって、北東アジア地域の経済的な重要性が塙 まるにつれて、同地域諸国との関係強化

に高い優先順位が付与されるようになってきた。つまり、経済上の重点地域の拡がりに伴って、防衛

上の重点地域も拡がりを見せ始めたのである。このことは、ホーク首相の経済政策顧問を務めていた

ロス ・ガノー(R、oss Garnaut)シ ドニー大学教授によって発表され、通称 「ガノー報告書」と呼称さ

れている政策報告書 『豪州と北東アジアの優越』(以下 「ガノー報告書」)で示されている61。

 ガノー報告書の目的は、急速に発展を遂げる北東アジアの経済変化の過程と、豪州との経済関係を

評価した上で、政府に助言を行い、豪州と北東アジアの関係の重要性に関する認識を深めることであ

った。同報告書では、北東アジアを中国、日本、韓国と明確に定義した上で、「北東アジアの経済は、

世界の経済史上、最も長く、急速な成長を遂げている」と評価し、豪州にとって北東アジアと関係強

化を図ることの利点と、その重要性について論じている62。特に、日本との関係に多 くの紙面を割き、

「経済的観点から評価 した場合、日本の国際的な地位は比較にならないほど強力になっている63。<

中略〉 現在、豪州国内の対 日認識は、依然と比べて、かな り良好な状態となっている。このことは、

ここ20年 の長期的な相互補完的な貿易関係や文化交流がもたらした結果」と評価している6a。そして、

同報告書の記述で注目すべき点は、北東アジアの経済成長と戦略的課題の関連性について触れた上で、

日本の防衛力について言及している点であった。ここでは、中国軍の近代化と南シナ海、国境付近で

の軍事的影響力について懸念を示した一方で、日本の防衛力に関しては肯定的な見方を示している。

 日本の防衛費が1970年 代後半以降、年5%の 割合で増加していることに言及しながらも、「防衛費

の増額は、在日米軍の駐留費に充てられるもの。防衛戦略は、国土や周辺海域の防衛に限定されたも

のであり、国土から離れた遠方での軍事的行動を想定とはしていない」と説明し、「日本国民は、平和

主義的信条が強く、そもそも、国土や周辺海域外での行動を想定とする防衛力の保持を認めない」と

60Dibb
, Defence Capabilities, pp.44-49.

61Ross Garnaut
, Australia andthe Northeast Asian Ascendancy(Canberra:Australian Government Publishing

 Service,1989).ガ ノ ー は 、 ホ ー ク 首 相 の 経 済 政 策 顧 問 、 報 告 書 提 出 前 に は 中 国 大 使 を 務 め た 。
6z Ibid

.,p3.
ωIbid

., p.107.北 東 ア ジ ア 諸 国 と他 地 域 の 経 済 デ ー タ を 基 に 比 較 を 実 施 。 pp.36-105.
64 1bid

., pp.324-325-
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断言している65。ガノー教授の提言は、すでに当時の政策立案者には共有されていた考え方であった

が、論理的に説明したことから、以後の豪州の外交政策に影響を及ぼすものとなったと評価されてい

る66。

 経済の観点から北東アジアの重要性が示されるにつれて、政府関係者は防衛の観点か らも重要性を

認識し始めていた。エバンス外貿相は、ガノー報告書で論じられた北東アジアの重要性が、自らの著

書 『豪州の外交関係 1990年 代の世界』の根底となっていることを認めた上で、「本質的に、安全保

障の観点から捉える地域は、南太平洋と東南アジア67。しかし、同地域と他の地域の間において緊密

な繋がりが見えるようになってきており、その地域を北東アジアとインドネシア、南アジアへ拡げる

必要がある」と述べ、「北東アジアは、予見 しうる将来、世界の成長のための原動力であり、われわれ

の将来にとって重要」と主張 している6a。そ して、「経済の成功は、戦略的安定性なしには達成するこ

とはできない」との認識を示した上で、「豪州は、北東アジアの安全保障について、どのような貢献を

なすべきかについて明確な利益を持っている69。南太平洋や東南アジアと比較して、貢献の機会は決

して多いとは言えないが、われわれの影響は取るに足らないものではない。すべての国と安全保障問

題に関して率直な対話を行っていかなければならない」と主張している70。地域の重点が次第に北東

アジアへ向けられていくにつれて、日本との防衛協力が浮上 し始めるのであった71。

 第3節 防衛 協 力の模 索

 1980年 代後半以降、豪州にとって北東アジア経済の重要性と、アジア重視の外交が推進されていた

頃、豪州国内では、日本との防衛分野における協力の在り方について議論が展開され始めた。

 3I1 同盟 の下で の情報 協 力

 日豪の防衛協力に関する一研究によれば、二国間の最初の協力分野は、情報当局間による協 力であ

った、と述べ られている72。1955年 に、豪州の秘密情報機関(ASIS:The Australian Secret Intelligence

Service)の 関連施設が東京に設置 され、1970年 代初頭 には、日本の情報当局との連絡協定の実現にっ

いて話 し合われ始め73、1976年5月 には、ジ ョン ・マル コム ・フレーザー(John Malcom Frazer)豪

6s Ibid
., pp.159-163.

66Stewart Firth
, A ustralia in internatinalpolitics an introduction to Australianforeign policy(Canberra:Allen and

 Unwire 1994), p.57.67

Evans, Grant,!{」 器 加 伽 奮乃 澱晦 π 、配θ励 凧p225
681bid

h P38.69

1bid., p.225.
70 1bid

., p.227.
7「1鑽ada

,``The Australia-Japan Pa血ership,', p.193.n
Ball,"`Hard'Security Cooperation,"pp.5-6.

7菊 池 「ア ジア太 平洋 国家 への道 」18 -19頁 。 当時、 日本 との関係 が叉 これ まで の よ うな 経済 貿 易関係 にと

 どま らず 、多角 化 す る との判 断 に立 って、 政府 は対 日政策 に関す る政 府部 内 の調 整 を 目的 とす る次 官級 の

 関係 省庁会 議 を設置 す る とと もに、議 会上 院 も 日本 問題 の包 括 的検討 を行 い始 めて いた。 菊池 によれ ば、
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首相によってASISと 日本の内閣調査局間の情報交換に関する協定が認められた74。このような情報交

流を推進 しようとしていた豪州には、当時、日豪の経済的関係の進展に伴って、対日関係に防衛の要

素を組み入れることに利益を示し始める動きがあった、と言われれている75。その最初の例は、日本

との防衛 と安全保障対話を、徐々に推進していこうとする豪日関係に関する臨時作業部会であり、フ

レーザー首相によって提唱されたものであった。同部会では、「より広い戦略的な問題において、日本

の防衛当局の考えを理解する機会を得たり、防衛情報に関する定期的な情報交換を行う機会を得るこ

とが重要である」と語っている76。

 このような情報協力は、各々の防衛情報部門へと拡大されていく。1970年 代の初頭に、豪州統合情

報機関(JI0:The Australian Joint Intetigence Orga血allon)と 日本との間において運用が開始された

ものの、その後は全く進展がなかったと言われてお り、JIOと 防衛庁との間で連絡協定が結ばれ、運

用が開始されたのは1970年 後半になってからのことであった77。その最初の情報交換は、米ソ間の戦

略核バランスと戦略的な軍備管理に関する評価が含まれていたと言われている78。

 1989年 、JI0は 防衛情報機関に組織改編され、情報交流は、防衛庁間だけではなく、陸、海、空自

衛隊との間でも行われるようになり、その対象は相互の戦略的、軍事的利益のある情報に及ぶように

なった。しかしながら、問題は、情報部門、特に重要な電子情報収集については、豪州は、東インド

洋から東南アジア、南西太平洋のエリアを担当し、日米は北東アジアを担当していたものの、日豪間

での直接的な連携は実施されることはなく、そのほとんどは米国によって管理されていたことである。

っまり、日豪の協力分野で唯一、形成されていた協力は、米国との同盟関係の下に形成されていたの

である79。

 3.2 「米 国の保証」の下での防衛協力

 1980年 代後半以降、豪州では、ようやく日本との防衛協力の是非について議論され始めた。しかし、

ビル ・ヘイ ドン(Bill Haydon)外 貿相が、『地域安全保障の役割』と題した演説で、軍事における急

激な変化や軍拡の動きに対して警鐘を鳴らしていたように、豪州は、日本に対しても戦後の軍事的な

 60年 代 、70年 代 に急 速 に 発 展 した 相 互 補 完 的 な 日豪 貿 易 関 係 を 、よ り 幅 の 広 い 安 定 的 な 基 礎 の 上 に 構 築 し、

 短 期 的 な 経 済 変 動 が 両 国 関 係 に 直 接 悪 影 響 を 及 ぼ す の を で き る 限 り防 止 す る こ とを 期 待 す る と と も に 、 日

 本 の 地 域 的 役 割 の 増 大 に対 応 して 、 日豪 関 係 を多 角 的 な 関 係 と し て 発 展 させ る こ と を 目指 して い た 。
74Australian Royal Commision on Intelligence and Security

, Filth Report(Canberra:Australian Government

 Printer,1977), Appendix E, paragraph 46.
75Terada

,"The Australia-Japan Pa血eiship,"p.191.詳 し くは 、岩 本 祐 二 郎 「1970年 代 の 日豪 関 係 」 『国 際 政

 治 』68号(昭 和56年8月30日)114-127頁 を 参 照 され た い 。
76Commonwealth ofAustralia

, Report ofthe Ad Hoc Working Committee on Aus[ralia,7apan Relations(Canberra:

Australia Government Publishing Service,1978), pp.91-92.
77Joint Intelligence Organisation

, Fourth Annual Report 1974(Canberra:Joint Intelligence Organai7ation,

 Department of Defence,1974), p.24.
781bid

りp.5.
79岩 本 「1970年 代 の 日豪 関 係 」123頁

。1970年 代 の 日 豪 関 係 に つ い て 「日 豪 協 力 は 国 際 環 境 の 変 化 に 対 応 す

 る 過 程 で 形 成 され た の で あ っ て 、 国 家 間 の 信 頼 関 係 は 確 立 さ れ て い る わ け で は な い」 と論 じて い る 。
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脅威認識を反映し、日本の防衛力を注視するものであった。つまり、豪州国内と東南アジアに依然と

して残る日本への軍事的脅威認識を反映して、防衛協力の推進については慎重論が多数を占めていた

のである。ヘイ ドン外貿相の考えは、1984年2月 のホーク首相の訪日にも反映されていたao。国内経

済の回復を最優先課題として掲げていたホーク首相は、日本、中国、韓国などアジア各国への歴訪を

控えていた1984年1月 、キャンベラで記者会見を行い、日本訪問の目的について 「世界で最も高い成

長を遂げつつあるアジア太平洋地域諸国との関係の緊密化が、わが国にとってぜひ必要であり、その

道を探るため日本の政財界首脳はじめ各国首脳とじっくり話し合うこと」と語っていた81。

 首相就任後、初めてとなった1984年2月 の中曽根康弘首相との会談では、二国間の経済 ・政治問題

や国際問題について意見交換が行われていた82。会談では、豪州の対日輸出の改善など、貿易面での

話題に焦点が当てられた一方で、米国、ソ連、中国、日本などの利害が錯綜する北東アジアの重要性

について話し合われた。そして、会談後に発表された日豪のプレス・ステー トメントでは83、「アジア ・

太平洋地域が世界で最も急速、かつダイナミックな経済発展を遂げていくことは明らか」と確認され、

地域の平和、安定及び繁栄を確保するため、域内諸国との協力関係の一層の強化に努めることが謳わ

れた。しかし、ホーク首相は会談の席上、以下のとおり発言 し、日本の防衛力強化に慎重な姿勢を見

せていた餌。

 日本の安全保障に関する基本姿勢については、必要最小限の質の高い防衛力の整備をはかり、日米

安保体制を維持 し、その円滑、効果的な運用に努力する方針である旨、及びその際平和憲法の下で専

守防衛に徹し、非核三原則を堅持 しつつ、近隣諸国に脅威を与えるような軍事大国にならないもので

あることを再確認する。(傍点筆者)

               た六一ク縮 御の訪ヨ熔 乙て「の破 ヲ1レズ ・ズテーみメンみノより易朔

 また、ヘイ ドン外貿相も同様の見解を示している。1988年6月 、米国での演説において、冷戦後の

地域における日米同盟のあり方と日本の防衛力に関して、日米同盟の調和した防衛関係が地域の安定

にとって重要であると認めながらも、日本の軍国主義復活に対する地域諸国の懸念について触れ、「日

本が1000海 里の防衛区域を越えるような状況が起こることを危惧している。豪州は、米国からの対外

的圧力、日本国内の決定によって、日本の防衛構想が変化するだけでなく、大幅な防衛力増加にっい

80Rix
, TheAus[ra[ia--Japan PoiticalAlignment, p.166.

81『 日本 経済 新聞 』1984年1月27日(ダ 冊
。

82『 日本 経済 新聞 』1984年2月1日(夕 刊)
。

as「 ホー ク豪首 相 の訪 日に際 して の 日豪 プ レス ・ス テー トメン ト」 外 務省
、1984年2月1日

 <http:〃www.m0f油 名ojp!mofaj/gaiko小bluebooW1984小s59-shiryou-414.htm>2007年12月1日 ア クセ ス0
sar日 本 経済 新 聞 』1984年2月3日

。中 曽根首相 はよ 記者 団 の質 問に対 して ホー ク首相 か ら 日本 の防衛 力強

 化 に対 す る懸念 が伝 え られた と述 べて いる。
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て も懸念 している」 と述べた85。また、 日本 も、そのような豪州側の認識を配慮 したものとなってい

る。1985年1月15日 、中曽根首相は、訪豪時に行 った政策演説 『新たな展望 一アジア ・太平洋新時

代への日豪パー トナー シップ-』86に おいて、「貿易経済関係が 日豪両国間のパー トナーシップの根幹

であり、文化や人的交流を促進 して、両国のパー トナーシップを拡大 していくことが重要」 と語 って

いる。そ して、日本が、軍事大国とな らないことを前提とした上で、西側先進国 としてアジア ・太平

洋地域、世界の平和 と繁栄のために協 力して貢献 して いくことを述べた87。

 戦後の豪 日外交史について多 くの研究業績が ある、ア ラン ・リックス(Alan Rix)は 、「当時の 日本

の防衛力強化 に対するホーク政権の見解}ま、細 が、『米国との共通の条約パー トナー(acommon

treaty pa血er in the United States)』であるとの見解を基盤 としていた」と論 じている88。つ まり、豪州

は、日本の国際的役割の増大を認識 していたものの、防衛 力整備については米国の同盟国とい う 「保

証」の下で認め うるもので あり、安全保障、防衛協力を進めるにあたっては、依然として慎重で あっ

たと言えよう。 この ことは、豪州政府 内の議論からも窺 うことができる。

 1988年3月 、当時、野党党首であったハ ワー ド上院議員(1996年3月 、首相就任)が 、日本の防衛

力強化 を支持 し、豪州の政治家 として恐 らく初めて、豪米 日の三か国安全保障協力の推進 を提唱 した89。

す ると、ヘイ ドン外貿相は、その提案 を論外の主張 として退 け、 日本の地域における役割は、非軍事

的なものに限定 され るべき と強調するとともに、キム ・ビーズ リー(Kim Beazley)国 防相に至 っては、

「東南アジアや南太平洋諸国の感情を度外視 した考え」 として、その提案 を一蹴 した90。さらに、ハ

ワー ド党首の主張に対 しては、当時、党上院外交国防委員長で、後に国防相として 日豪防衛協力のた

めの基盤整備 に尽力した ロバー ト・ヒル(Robert Hill)上 院議 員で さえも、「留保されるべ き考 え」と

して碧めたほどである91。

 このように、 日本 との防衛協力に関 して、豪州政府 内では慎重論が多数 を占めていた中で、一致を

見た最終的な政府見解は、「日本は、軍事的な手段ではなく、経済的な手段 によって国際的役割 を果た

すべき」というものであった。これは1'/年9月 に、ヘイ ドンの後継 として外交貿易相に就任 し、後

に 「豪州の顔」として外交の場で活躍す る、エバ ンス上院議員 によって表明されたものであった92。

85 Theノ 霊4地7鉱g8ちJune薯 ㍉1988
-

86「 豪 州 ナ シ ョナ ル ・プ レ ス ・ク ラ ブ に お け る 中 曽根 総 理 大 臣 演 説 」 外 務 省
、1985年1月16日

 <http:〃www.mofa.go.jp!mofaj/gaiko/bluebook!1985/s60-shiryou-211.htm>2007年12月1日 ア ク セ ス 。
87訪 問 の概 要 は 、 加 茂 佳 彦 「中 曽 根 総 理 の 大 洋 州 訪 問(下)」 『外 交 時 報 」Na 1223(1985年3月4日)3-9頁

 に 詳 し い。
as Rix

, TheAustralia-Japan PoliticalAlignment 1952 to the Present p.166.89 

Australian, March 2(x27,1988.
90The Age

, March 26,1988.
9i Rix

, TheAustralia.lapan PorticalAlignment 1952 to the Pｺrsent, pp.166-167.
9i Commonwealth of Australia

, Commonwealth Parliamentmy Debates, Senate, Vo1.126,14Apri1,1988.
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エバンス上院議員は、連邦議会で次のように述べている。当時、根強く残る軍事的脅威認識から、防

衛分野において日本との協力を推進することは、時期尚早であったと判断できる93。

 日本が地域の安全保障と安定のために貢献しうる最も効果的方法は、貿易、投資、援助プログラム

を通じ、地域の成長起爆剤としての経済力であると信じている。野党党首(ハ ワード自由党党首)が

提唱した、軍事分野、防衛協力における日本の取り組みを期待するものではない。(傍点筆者)

                             エバンズ」を纐 の欝 弁より易娚

 小 結

 豪州の国内経済が停滞していた1983年3月 、首相に就任 したホークは、経済危機の克服を最優先課

題として掲げるとともに、安全保障政策では、ニュージーランドの非核政策に影響を受けた反核世論

が高まる中、同盟の将来的役割の定義付けとベ トナム戦争の影響を受けた労働党支持者に受け入れ可

能な国防政策を模索していた。これらの政策上の要求に対して、ディブ報告書をはじめとする一連の

政策報告書によって描き出された 「自主防衛」、すなわち、同盟を維持しつつも、低レベルの地域紛争

に対しては自国で対処する国防政策は、ホーク政権の政策的要求に沿うものであった。

 また、ガノー報告書によって北東アジアの重要性が強調されたように、同地域経済の重要性を強く

認識し始めていた豪州は、国防政策上の重点地域を従来の南太平洋、東南アジアから北東アジアへと

拡大し始め、同地域諸国との安全保障対話の実施を検討し始めていた。このことは、日本も例外とす

るものではなかった。戦後、専ら経済を基盤として関係を深化してきた両国であったが、防衛分野で

の協力の在り方についても、ようやく政府内で検討され始めたのであった。しかし、そこには、戦後

の反日感情という問題があった。後に首相に就任し、日豪関係の推進に大きな役割を果たすハワー ド

上院議員の 「日本との防衛協力強化」との提案が 「論外の主張」として一蹴されたように、二次大戦

の遺恨に起因した反日感情は、政府関係者の間にも広く共有されており、日本との防衛協力は、受け

入れられる考え方ではなかった。つまり、日本の国際的役割を期待するものの、日本が地域の安定に

貢献できる最も効果的な方法は、貿易や投資といった経済分野での協力であり、防衛分野での協力を

通じて貢献するとの選択肢はなかったのである。

 ANZUS、 日米安保の下で維持されてきた情報協力のように、米国の同盟国との信頼に基づいた 「条

約パー トナー」であり、従来の 「貿易パー トナー」の範疇を越えるものではなかった。

93在 豪 日本大 使館 の調 査(Embassy of Jap叫Suハaey ofAustralian 
1{伽 鹿5乃 脚 誌 」ψ〃らAugust 23,1988)に

 よれ ば、豪州 国 内で実 施 した 日本 の イ メー ジは次 の とお り。1.二 次大 戦(12%)2科 学 技 術(10%)3.工 業

 (9%)5.軍 、 経済 力(8%)。 な お、8%は 核兵 器 を保 有 してい る と回答0
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第2章 萌 芽

 経済的観点から北東アジアの重要性を強く認識し始めていた1980年 代、豪州連邦議会では日本との

防衛協力の在 り方が検討されていた。しかし、当時、豪州の日本に対する位置付けは、「貿易パー トナ

ー」の範疇を越えるものではなかった。なぜな ら、国内や東南アジア諸国に依然として残る軍事的脅

威認識を反映して、防衛協力の推進に慎重な意見で占められていたことが大きな要因の」一つであった。

っまり、日豪二国間の関係は 「米国との条約パー トナー」であり、それ以上のものではなかった。

 ところが、冷戦終焉を迎えた1990年 頃から日豪の防衛当局間における対話が公式に行われ始めると

ともに、1992年 にはカンボジア国連平和維持活動(PKO:Peace Keeping Operation)で の連携を経験

することになる。これを機に、豪州は日本に対して地域での安全保障分野での役割を期待するように

なった。これには、冷戦後のアジア太平洋地域の戦略環境と北東アジアの経済発展が、上・層顕著にな

ったこと、そして豪州が推進していったアジア重視の政策が反映されている。

 本章では、まず、冷戦後のアジア太平洋地域の戦略環境について、米国の戦略関係資料を中心に考

察する。その後、豪州の日本に対する認識の変化について触れ、防衛協力として対話が構築されてい

った過程について述べる。

 第1節 冷戦後ゐ豪州の安全保障政策 と日本

 1991年12月 、ホークからキーティング労働党政権へと政権の交代が行われたものの、大きな政策

の転換はなく、強いて変化を挙げるな らば、地域重視がより鮮明に打ち出されたことであった。

 当時、豪州は冷戦の終焉に伴う米軍の 「アジア離れ」の課題に直面していた94。1989年12月 に発表

されたエバンス報告は、国際的、地域的な安全保障環境の変化に着目し、以後の豪州の安全保障政策

の指針を示していた。

 /11年4月 に発表された米国議会への報告書 『21世紀に向けたアジア太平洋の戦略的枠組み』(以

下 「EASI-1」)は、冷戦の終焉によって米軍のアジア太平洋地域におけるプレゼンス削減の可能性に

ついて示唆していた95。ベルリンの壁崩壊の数週間後に発表されたエバンス報告は、外交貿易省の政

策担当者が、「報告書の立案過程において、中心的議題は、地域において米国がどのような役割を演じ

94ポ ー ル ・キーテ ィン グ(Paul Keating)『 ア ジア太 平洋 国家 を 目指 して 一オース トラ リアの関与 外交 』山田

 道 隆訳(流 通経 済大 学 出版会 、2003年)63頁 。キ ーテ ィ ング は、フ ィ リピンの米 軍基地 返還 運 動の活 発化

 に言 及 しなが ら、 冷 戦終結 に伴 い 、米 国が 戦略 的 にど こまで アジ アに関 与 し続 け るか につ いて米 国が 下す

判断 の結 果 は大 きな影 響 を与 える こととな った と述懐 。
9s United States ofAmerica

, Department ofDefense Office oflnternational SecurityAffairs, A Strategic
凡 ㎝6㎜ 所EO而8油 ㎞π」Ro謝肥R加'伽 肋8g研 物ε21認α π伽y(Wast血gton, D-C, Apri11990).
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ていくのか、という点であった」と語っているように、このような米国の反応を先取 りする形となっ

ていた96。

 エバンス報告は、東西間の緊張緩和が進行する一方で、米ソそれぞれが国内に経済問題を抱えてお

り、その結果として、アジア ・太平洋地域において、米ソ両超大国の安全保障上のプレゼンスが減少

するのではないか、との視点に立っている97。そのような国際的、地域的国際環境が劇的に変化して

いる時代においては、基本的な方針を再定義 しておく必要があり、今後、豪州をどのように防衛 して

いくべきか、と問いかけている。そして、エバンス外相は、以下の二つが、この10年 間、豪州の政治

の前に横たわっていると主張する。

 第一は、地政学的責務である。すなわち、ペルシャ湾や欧州といった広い地域は、安全保障利益を

考える上で重要であるが、実際に重要なのは地域(東 南アジア、南太平洋)で あり、われわれは、そ

こで何ができるかという判断によって、その責務は定義されると説明している。

 第二は、軍事力の意味である。確かに軍事力は重要であり、今後も、その重要性は変わらない。し

かし、最も重要なことは、われわれの安全保障利益とは異なる目的のために、地域及びそれを越える

場所において軍事力を使用させないことである、と説明している。そして、そのための政策手段は多

元的であるべきと主張している。つまり、「厳密な意味での軍事能力のみではなく、伝統的な外交、政

治 ・軍事能力、経済 ・貿易関係、開発援助を含むもの」であるという98。この考え方は、報告書の結

論の一部が、「東南アジアとの 『包括的なかかわり合い』(comprehensive engagement)」 と題されてい

る事実によって、説得的に表現されている。つまり、一方では地域内の有力国との対話の促進であり、

他方では地域諸国との多様な手段によって良好な関係を保ち、同時にその国々の安定と進歩を図るこ

とによって、自らの安全にとって好ましい環境を生み出そうとするものである。すなわち、軍事力は、

かっての二次大戦や朝鮮戦争、ベ トナム戦争のように、同盟国への保護を求めるあまりに海外へ派兵

を繰り返 していった時代の、同盟国との 「絆」を表象するものから、地域の安全を醸成するために活

用するものとして位置付けられることになった。豪州の外交政策に関して多くの研究業績があるナン

シー ・ヴィヴィアー二(Nancy Viviani)に よれば、「1970年以降、豪州の外交政策には4つ の原則が

存在し、『国際問題に対する非軍事的アプローチ』は、超党派によって支持が得られている」と説明し

ている99。

そ して、このような認識の下、かつて日本に対して経済分野での貢献のみを期待していた豪州は、

96 1bid
., p.59.

卯Evans
, A ustralia's Regional Security, P.172.

98ギ ャ レス ・エ バ ンス(Gareth Evans)「 オ ース トラ リアか ら 日本へ の期 待」 児 嶋優 子訳 『外 交 フォー ラム 』

 (1992年1月)18頁 。 エバ ンスは 、 「豪 州は 、軍事 力 が効果 的 な外交 と 自由な経済 ・貿易 政策 及びそ の他

 の側 面 で補強 され た とき安 全保 障 は最 も高 め られ る」 と語 って いる。
99ナ ンシー ・ヴ ィヴ ィア ニ(Nancy Viviani)「 オー ス トラ リア外交 とア ジア太平 洋地 域 」 『太 平洋 国家 オ-ス

 トラ リア 』川 口浩 、渡 辺昭夫(東 京 大 学出版 会 、1992年)19-20頁 。そ の他 に、1.国 際問 題 に対す る独 自性

 の追 求 、2.国際 シス テム にお け る国 際的行 動規 範順守 、3.外 交政 策上 の 重点 地域 の特 定化 が ある。
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次第に地域への安全保障上の役割を期待し始める。日本のペルシャ湾への国際貢献は、豪州に対して

強いメッセージを送ったと言えよう100。1990年9月 、ホーク首相は、訪日の際、日本の国連安全保障

理事会常任理事国入 りへの支持を表明し、「もはや日本の国際的な政治的影響力が経済力や経済的利益

に遅れをとる時代ではない」と述べ、日本の決断を高く評価 したのである101。当時、ホーク首相の演

説は、国内世論に波紋を広げたと伝えられている。しかし、ホーク首相自身、「日本の国際的な役割は、

多数の国民が認めている。日本は資金を提供するばかりではなく、国際的役割の当事者となるべき」

との強い信念があった102。1991年5月 、ホーク首相は次のような演説を行っている。

 (日本国内とアジア ・太平洋地域内部において)戦 略環境の変化が、安全保障を含む地域問題で日
                    、

本が果たす役割の再検討を求めていることが明らかとなった。特に湾岸戦争は、日本の時代遅れを目

立たせた。日本は太平洋戦争開始後50年 にして、国際的安全保障に果たす役割について、あまりにも

堅く束縛されている0〈 中略〉 豪州の政府と-般 の国民は、日本が全世界にわたって、国連平和維

持活動に参加するとの選択に満足するだろう。

                   ホーク1前協麟 泥アジアだおゲる酬 の繍 ノより易好03

 また、かつて日本に対して 「政治システムは、変化している日本の役割と日本人の価値観を甘受す

る必要がある」と述べ、大国としての資質に厳しい目を向けていたエバンス外相の認識にも変化がも

たらされた104。1991年5月 に開催された第11回 日豪閣僚委員会における基調演説において、エバン

ス外相は、日本のペルシャ湾への掃海艇派遣を支持し、「日本は、世界第2位 の経済力に見合った国際

的な政治、経済面のより広範な リーダーシップを引き受けるか否かを決断する岐路に立たされている。

豪州は、日本が、このような国際的役割を果たすことを歓迎することを明らかにしておきたい」語っ

た105。

 第2節 交 流 の は じま り

 エバンス報告を反映し、北東アジア諸国との安全保障対話が萌芽 した。1989年 の天安門事件以来、

人権侵害を理由に交流が途絶えていた中国についても、近年、軍事力増強は、「地域の中で最速のペー

ス」との国防省の判断から、防衛交流の開始について提案されている106。そして、日本についても豪

00Evans
, Grant, Australia's Foreign Relations, pp.228-229.

01Sydney Morning Herab Septe皿ber 20
,1990. E▼ans, Grant, Australia's Foreign Relations, p.229.

021bid
.,

03Prime Minister Robert Hawke
,"Australia's Security in Asia,"May,1991.

04Evans
, Australia's Regional Security, p.174.

05r読 売 新 聞 』1991年5月2日
。

06Russd Tbo[㍉Debomh McNamar亀 翫 肋 α
r∠塒 皿伽S聞1994(South Australia:Macm皿an Education
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州国内の対日認識を確かめるかのごとく交流が試みられた。その起源は、1990年3月 、東京において

秘密裏に行われた会議であった107。

 ディブ豪州国防副次官とアラン・ビューモント(Alan Beaumont)豪 州国防軍副司令官は、戦略的課題

を討議するために日本を訪問し、外務省、防衛庁の政策担当者との会議(以 下、「ディブ ・ビューモン

ト会談」)に参加した108。会議では戦略的レベルの対話を行うとともに、豪州側は今後、MM(Military

-Military)間での会談実現を要望したのに対して、日本側は米国以外の軍隊と自衛隊との間で、直接

的な交流が行われることに難色を示した、と言われている109。このように、人的交流を開始するにあ

たって若干の配酪は存在したものの、豪州にとって日本は、米国以外で定期的な二国間の安全保障対

話を実施する初めての国であり、対話の実現は大きなステップであったと言えよう110。そして、公式

交流の幕開けは、1990年5月 に行われた石川要三防衛庁長官の訪豪であり、ディブ ・ビューモント会

談が行われた約二か月後のことであった。

 1/1年5月 、豪州、タイ、マレーシアの三か国歴訪へと出発した石川防衛庁長官は、5月1日 、最

初の訪問国である豪州へ到着し、ロバー ト・レイ(Robert Ray)国 防相と会談を行った。会談の内容

は、対米同盟の重要性を確認した上で 日豪二国間協力に関して話し合われた点と、「石川防衛庁長官の

キャンベラ訪問は多分に儀礼的なものであった」と評価されているように、豪州国内の世論に注目し

た点が特徴として挙げられる。20世紀のアジアへの関与の歴史について詳述した豪州政府資料によれ

ば、「111年 代初頭以降、政府閣僚は日本に対して地域の中で、より普通の安全保障上の役割を強く

求めるようになった。しかし、日本の防衛力拡大は、同盟を弱体化させることによって成し遂げられ

るべきではないとの認識が共有されていた」と説明されている111。

 会談では、アジア ・太平洋地域での米軍削減の動きに関連して 「アジア ・太平洋地域の平和と安定

のために米国のプレゼンスは重要」との認識で一致し、「それぞれの立場で、米国の前方展開を支援 し

ていくこと」、「積極的に(米 軍)受 け入れ国の支援(ホ スト・ネーション ・サポー ト)を 強化するこ

と」が確認された(傍 点筆者)112。そ して、今後、日豪間で防衛 ・安全保障についての対話を深め、

研究者や制服(豪 州国防軍と自衛隊)間 の交流を、長期にわたって推進 していくことで合意された113。

 グ 首 相 は 「人 権 侵 害 を容 認 す る こ と と な る 」 と の 判 断 か ら、 結 果 的 に 国 防 省 の 提 案 を 受 け 入 れ な か っ た 。

Commonwealth of Australia, Department ofDefence, Defending Australia Defence White Paper 1994,(Canberra:

Australia Government Publishing Service,1994), p.9, p.91.「 こ こ15年 、 ア ジ ア で 最 も 重 要 な 経 済 成 長 を 遂 げ

 る 」 と予 測 した 上 で 「経 済 成 長 は す で に 軍 事 力 を 増 強 させ て い る 」 と 説 明 。
ion Ball

,"`Hard security'cooperation between Japan and Australia,"pp.6-7.ios

 Terada,"The Australia-Japan Partnership,"p.191.
iog Commonwealth ofAustralia

, Joint Standing Committee on Foreign Affairs and Trade,"ANZUSAIIiance,"

 伽 副 伽w4R卿 嘱November 11,1997.
110: ."`Hard security'cooperation between Japan and Australia"p.7.会 議 は 以 後 も 継 続 さ れ,1995年 に はPM

 (Polidcal-Mmtary)会 談 、 MM会 談 が 日本 の 同 意 に よ っ て 実 現 。
111Pe重 ・rEdwards

, David Goldsw・rthy,North Facing:acentury ofAustralian engagement withAsia(轍 ・ria:

 Melbourne University Press,2001), p.140.
112『 朝 日新 聞 』1990年5月1日

。
113『 読 売 新 聞 』1990年5月1日(タ モD

。
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しかし、その一方で、レイ国防相は、日本の防衛政策について 「(豪州国内では)一 部に、日本が軍事

大国やアジア ・太平洋地域で脅威となることを懸念する声がある。しかし、われわれは、そのように

は考えていない」と述べている114。また、-一部のメディアは、「会談内容は、両国の安全保障分野での

共通項である対米同盟の重要性と、今後の協力の方向性について話し合われた。(日豪の防衛 レベルの

会談について)豪 州国内での否定的な世論はなく、戦略対話と防衛交流を進めたい両国にとって、安

堵する状況であった」と伝えていた115。つまり、防衛問題をめぐる両国の政府レベルの直接的な接触

という意味では新しいステップであり、会談の内容というよりはむしろ、両国が防衛協力を推進する

にあたって豪州国内の反応を再確認することに重点が置かれていたと言えよう116。

 そして、1992年9月30日 には、豪州の国防相として初めて公式に訪日したレイ国防相と、宮下創

平防衛庁長官との会談が行われ、政策担当者間の定期会談の実現と訓練の拡大について合意した117。

しかし、合意した協力範囲の拡大に関して、帰国後、レイ国防相は 「日本の平和憲法と地域諸国の歴

史的な認識から、防衛協力は、かなり限定的となるであろう」と国内世論に配慮したと思われる発言

を行っている118。1992年10月1日 の豪紙 『メルボルン ・エイジ』は、豪日防衛会談について、豪州

国内の世論に関連 した記事を掲載しつつ、日本との防衛協力に関する政府関係者による国会内での答

弁に関する記事を掲載している。レイ国防相は、「防衛面での拡大は、日豪関係における最も目立たな

い部分(least prominent)で あり、その関係の強化は定期的な増分。以前と比較して、極端に強化さ

れたものではない」と述べ、「将来、日本が豪州の基地を使用することは、国民感情の面から問題があ

る」と語った。また、ピーター ・グレイション(Peter Gration)豪 州国防軍司令官は、「豪州国土にお

いて、自衛隊と訓練を行うことは考えられる。しかし、それは、ずっと先のこと」と発言した119。

 このように、1990年 代初頭、日豪二国間の防衛協力は、対話を中心とした人的交流を通じて始まり

っっあった。石川、レイ会談以降、定期的に開催されることとなり、1996年2月 には、豪州側から

PM(Political-MilitaYy)、 MM間 の会談の実施について提案され、対話の層は拡大し始めた。政府レ

ベルでの交流は、政策担当者や自衛隊、軍レベルでのより緊密な交流や可能な範囲での共同訓鯨が議

題に上ったとされており、豪州国内の世論と比較すれば順調であったと言えよう120。特に防衛当局者

間では、早い段階か ら良好な関係が構築されていた121。

114『朝 日新 聞 』111年5月1日(夕 刊)
。

115Terada
,``The Australia-Japan Pa血ership,,, p.191.

116渡 辺 『アジ ア ・太 平洋 』153頁
。

117拡 大 され た訓 練 は豪州 海軍 艦船 と海 上 自衛 隊艦船 が
、相 手国 へ訪 問 した際 、又 は近海 を航行 す る際 に親善

 訓 練 を行 う程度 。
118み 吻 ル伽 珈91伽 嘱Seμember 30

,1992.
119TheAge

,0ct0ber 1,1992.
,zo Cotton

, The Natinallnterest 1996-2000, p.85.
121元 防衛 庁 政策担 当者(2008年1月29日)及 び外務 省 政策担 当者(2008年2月12日)へ の筆 者 イ ンタ ビュー

 調査 よ り引用 。米軍 を起 点 と した軍 事交 流 によ って軍 レベル の信 頼関 係 はすで に構 築 され て お り、米 軍 の

 戦術 を習得す る立 場 にお いて 類似 点が 多か った 。1992年 の環太 平 洋合 同軍事 演 習(RIMPAC-92)で は 、
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 1993年9月 、防衛交流の一環としてキャンベラを訪問した畠山蕃防衛事務次官は、アリス ・スプリ

ングス(Alice Springs)に ある豪州国防軍基地施設を見学122、「将来、豪州とは、共同宣言といった枠

組みの策定にまで発展するかもしれない」と随行者に対して感想を漏らしたという123。しかし、その

一一方で、1992年5月 にシドニーで行われた珊瑚海海戦50周 年記念式典に出席 した関係者の話によれ

ば捌、「式典当日は、一過性のものであったが大規模な反日抗議デモが行われた。しかし、その後のキ

ャンベラ滞在期間中、反日デモが行われたことは記憶にない」と語った125。豪州国内には、日本との

防衛分野での関係の強化を推進しようとする政府レベルと、国民の間には認識の差異があり、協力の

推進には慎重な姿勢を取らざるを得ない状況であった。

 第3節  「ア ジア との連携 」 と 日豪 防衛 協 力

 労働党のポール ・キーティング(Paul Keating)新 政権では、「豪州の将来はアジア太平洋地域にあ

る」とのスローガンの下、アジア重視の外交政策が加速された。そして、前政権が経済上の重点地域

を北東アジア、国防上の重点地域を南西アジア及び東南アジアと住み分けし、定義していたのに対し

て、主要な貿易パー トナーが北東アジア諸国へと移り変わってきたことを背景として、「北東アジアの

将来が豪州の戦略にとって重要であり、それは豪州の将来を決定しさえする」との認識を示していた126。

しかし、その一方で、アジア重視の外交政策が展開されていた 111年代の前半、豪米関係は、軍事協

力こそ以前と同様に継続されていたものの、やや目立たなくなってお り、政治レベルで用いられてい

る両国の関係に関する言葉づかいも控えめとなっていた127。このことは、当時、豪米両国から発表さ

れた戦略関係資料から見て取れる。

 EASI-1で は、 ANZUSは 韓国、日本、フィリピン、 ASEANに 次いで最後尾に位置付けられ、「米豪

関係ほど緊密な関係は、ほとんどない」と評価されているものの、ANZUSに ついて言及されていた

部分は、わずかに6行 であり、ニュージーランドに関しても、「非核政策が変更され、10年 前の関係

のように、完全なANZUS同 盟の効力が回復することを期待する」との言及にとどまっていた128。さ

らに、その後に発表された二つの資料、『21世紀に向けたアジアへの戦略的枠組み暫定報告』129及び、

 豪 州海 軍指揮 官 の下 で豪州 海 軍艦船 と海 上 自衛隊 艦船 が すで に連 携 を経 験。
iza豪 州 中部 にあ る空軍 施設

。
123元 防衛 庁政 策担 当者 へ の筆 者 イ ンタ ビ

ュー調 査(2008年1月29日)よ り引用 。な お、軍 レベ ルで はす で

 に米 国 を含 めた 日豪 の防衛協 力推進 につ いて進 言が あった0
MThe Sun Herald

,17May,1992.
25元 防衛庁 政 策担 当者へ の筆 者イ ンタ ビュー調 査(2008年1月29日)よ り引用

0
z61bid

., p9.
27ジ ェニ ングス

、 「豪米 同盟 」92頁 。
za United States ofAmerica

, Department ofDefense Office oflnternational SecurityAffairs,AStanetegic

 凡 伽 ㎜ 眉沈」Flo7!釣勿Loo陀 〃39如`加21∬(セ7吻 泥ア(Washington D.C.,1990), P.21.129
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1992年 に発表 された議会報告 『アジア太平洋地域のための戦略的枠組 み』(以 下 「EASI-2」)130で は、

米軍のアジア太平洋地域か らの段階的な削減計画が示されるとともに、ANZUSに 対す る直接的な言

及は皆無 となっていた131。

 このように、米国のアジア太平洋地域への関与が弱体化 していくことが表面化 しつつあった中で、

豪州は、ポス ト冷戦期の戦略環境 に対応するため、3～5年 の短期的な見地から防衛 ・戦略の方針 を説

明した国防政策 白書 『豪州の戦略概観1993』(以 下 「戦略概観」)を 発表 した132。戦略概観では、 「90

年代になって以降、米国のアジア太平洋における兵力は削減される傾向にある。しか し、アジア太平

洋における経済的、戦略的利益のために、米軍は依 然としてその能力を維持することが予想 される」

と分析されていた。そ して、豪州 の防衛 にとっての優先順位 を、①地域、②同盟、③ 国際関係 とし、

対米同盟 に対する優先順位 を地域安全保障の下に位置付けたのである133。元国防省高官のジェニング

スによれば、「米国との同盟 を地域協力の下に位置付けた ことは、小さな一覧とはいえ、象徴的な こと

であった」と述懐 している134。

 そ して、豪州のアジア重視 と米国のANZUSに 対す る関心の低下は、豪米関係の実際の場面 におい

ても明らかとな り始めた。豪米間の外交、防衛問題に関する政策調整の場 として、1984年 以降、定期

的に開催されてきた豪米外交 ・防衛戦略閣僚会議(AUSN皿N:The Australia-United States Ministerial

Consultaions)は 、その顕著 な例 として挙げ られ る。1993年7月 に行われたAUSMINで は、会議の大

半が防衛ではな く、外交問題に費やされるとともに135、ウォー レン ・クリス トフ ァー(Warren

Christpher)米 国務長官が急き ょ、同会議への不参加 を表明 した ことな どを取 り上げなが ら、一部の

メディアは、米国の戦略にとっての豪州への関心低下を伝えている136。

 このように、豪米関係の希薄化が一部で囁かれるとともに、同盟よ りもアジア重視の外交政策を加

速させて いた ころ、豪州は次第 に自らが位置している南太平洋か ら、東南アジア、北東アジア という

「東アジア ・太平洋」部(西 太平洋地域)を 、一つのまとま りを持 った戦略的な地域 として意識する

よ うになる。1!,年 、エバンス外相が提唱 した 『東アジア半球(East Asian Hemispeher)』 地域概念137

は、その一例 として挙げることができる。豪州の繁栄 をアジア地域に求め、そ の地 域の安定のために

130United翫a伽ofAmeh賜Depertment ofDefen鴫 オ 錦 敏 丑 ㎝ ㎜ 泥好b〃 猛伽R叩 剛o Co"8贋52M

 (Washington D.C.,1992).131

United States ofAmehcらDepertment of Dejens馬!狙5協 即c」 日rα置π㎝ 所Eo7∠ ㎞加Loo肋 置gω 助821∬ α π伽y

 Interim Report to the Apri11990 submission(Washington D.C.,1990).isi

 Departemnt of Defence, Strategic Review 1993,(Canberra:Au舳(iorvernment Publishing Service,1993).
133 1bid

., pp.21-37.

 Department of Defence, Defence White Paper 1994, pp.21-37.豪 州 に と っ てANZUS同 盟 の 必 要 性 は 軍 事 的 な

 能 力 を 改 善 す る こ と と説 明 。
134ジ ェ ニ ン グ ス 「豪 米 同 盟 」94頁

。
iss The Age

, July 24,1993.
136TheAdvierliser

, July 28,1993.
137The Australian

,Aug耐3,1995.エ バ ンス外 相 は、東 ア ジア半 球 は豪州 の 国民が 生活 し、 繁栄 を保障 す る最

 もの適 切 な地域で あ ると し、 「豪 州 は、欧州 や 北米 が アジア ではな い の と同 じよ うに、 アジ アの国 ではな

 いか も しれ な い。 しか し、明 確 に東 アジ ア半球 の一 部で あ る」 と説 明 。
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貢献する努力と日本に対して地域の役割を期待し始めていたことが成果となって現われたのが、カン

ボジア和平への関与であり、カンボジアPK0に おける日豪の連携であった。それは、日本が1991年

4月 のペルシャ湾への自衛隊派遣を経験し、今後、日本は何を基準に、どのような枠組みの下で、ど

のような国際的な安全保障上の貢献をしていくか、を模索し始めていた時代と重なる。そして、この

模索のプロセスにおいて、豪州が登場したのであった。

 カンボジア和平に向けたパ リ国際会議では、日豪両国は、カンボジア復興委員会の共同議長国とし

て連携するとともに、1993年3月 には酬 は、カンボジア国連暫厳 構(UNTAC:United Nations

Transnational Authority in Cambodia)軍 事部門司令官のポス ト獲得に成功 していた。そして、1992年

6月 には、戦後初の自衛隊の海外派遣 となるカンボジアPK0へ の派遣が決定された。かつて、ライオ

ネル ・バウエン(Lionel Bowen)副 首相が 「日本と一緒に、カンボジア問題解決のため、平和維持活

動に貢献できるかもしれない」と発言 し、野党のみならず国内外から厳しい批判を受けた日本とのカ

ンボジアPK0で の連携が現実のものとなったのである138。同年9月22日 、日本を訪問したキーティ

ング首相は、宮澤喜一首相との会談において、アジア太平洋地域における日豪パー トナーシップの重

要性を確認するとともに、日本記者クラブでの会見において 「(日本が、カンボジアPK0の ために自

衛隊を派遣したことに対して)今 後、日豪が協力して地域紛争を解決するモデルケースとしたい」と

歓迎の意を表明した139。

また、カンボジアPK0の 現場では、酬 国防軍のジョン・サンダーソン(John Sanderson)UNTAC

軍事部門司令官が自衛隊のカンボジア到着を直接に出迎え、自衛隊のPKOへ の参加に謝意を表明し

たiao。当時、 UNTAC軍 事部門の参加国は日本を含めて31か 国に上りていたが、サンダーソン司令官

が直接に出迎えたのは異例のことであり、このことは日本の貢献が成功することに対して、個人的に

強い関心を示していた証左であった141。カンボジアPKOは 、「将来の協力のために確かな基盤を提供

した」と評価されているように、1992年10月 、陸上自衛隊施設大隊600名 が担当する道路改修工事

の起工式において、派遣部隊視察中の宮下防衛庁長官とサンダーソンUNTAC司 令官の両名が共に起

工行事を行ったことは、以後、進展していく日豪協力の将来像を物語るものであったと言えよう142。

138r朝 日新 聞 』1983年5月16日
。 『日本 経 済 新 聞 』1983年5月17日 。

139『 読 売 新 聞 』1992年9月23日
。

Commonwealth ofAustralia, Parliament ofAustralia, Foreign Affairs Group, The United Nionspeace-

 keeping cooperation law:aturningpoint Jgpan?, June 22,1992.国 連PKOへ の 貢 献 を 可 能 に した 法 案 通 過 は 、

 国 際 コ ミ ュ ニ テ ィ ー と の 関 係 や 日本 の 戦 後 の 外 交 に と って 重 要 な 発 展 で あ り、 国 連PK0法 は 日本 の 国 連

 へ の コ ミ ッ トメ ン トの 強 化 を 示 す も の と評 価 。
140『 毎 日新 聞 」1992年10月14日(タ モD

。
141Colonel Mark Hoare

,"The Prcepects for Australian and Japanese Security Cooperation in a More Uncertain

 Asia-PaciSc,"Land Warefare Studies Centre Working Paper, No.123(September 2003), p.25.
142r読 売 新 聞 』1992年10月28日(夕=冊

。 『日 本 経 済 新 聞J 11年10月28日(夕 刊)。

 Foreign Affairs Group, The United Nationspeace-keeping cooperation law:aturningpoint Jgpan?. UNTACへ

 の 参 加 は 将 来 の協 力 た め に 堅 固 な 協 力 の 基 礎 を 供 給 し た と述 べ 、この 分 野 に お け る 日本 と の 利 益 の 共 通 性

 を 増 す も の とな っ た と評 価 。
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キーティング薦 の下では、カンボジア和平をめぐりて明石康UNTAC代 表とエバンス外相が密接

に連携する一加 、酬 国防軍指揮官がUNTACの 軍事部門の指揮を執り、その下で自衛隊が物 て

参加した平和維持活動に携わるという構図を描いた。つまり、アジアにおける平和と安定のために、

豪州が日本と協力して積極的に進んで汗を流す姿勢を周辺諸国に見せつけることは、キーティング首

相が主張 した 「アジアとの連携」のための手段にほかならなかった。

 日豪が対話と実務協力を積み重ねていく過程において、日本との防衛分野における協力関係を構築

したいとする豪州の狙いは、着実に進展しつつあった。同分野での公式交流が始まって間もない1991

年、ェバンス外相は、東南アジア諸国の指導者たちの対日認識を把握するため、東南アジア各国の豪

州大使館を通じて調査を実施させた143。調査結果は、日本との防衛協力を推進すべきとの判断を促す

ものであったと言えよう粥。1992年9月 から調査が行われていた日本との防衛協力と安全保障上の責

務に対する位置付けを定義するための報告書が、上院外交防衛貿易委員会によって提出されている145。

 『1990年代の日本の防衛と安全保障』と呼称された報告書では、冷戦後のアジア太平洋地域におけ

る安全保障上の課題、日本の防衛政策、自衛隊、そ して日本の将来について詳細に分析されている。

日本の防衛政策に関しては、法的制限と自衛隊の装備、部隊運用等の様々な視点から詳細に分析を行

い、軍事的脅威に該当するものではないと結論付けている。特に、憲法第9条 による制限や現有装備

から、「自衛隊は、国土及び周辺海域での行動に限定されたものであり、防衛政策の根拠は、ソ連の軍

事的脅威に対する抑止であった」と説明している。さらに国防省は、防衛費について 「主に人件費と

後方用装備に充当されてお り、フロントラインへの充当を目的としたものではない」と分析している。

また、自衛隊の遠洋での行動能力の限界は、カンボジアPKOで の輸送能力によって実証済みであり、

遠方での軍事的行動を可能とする装備を保有 していないと付け加えている。そして、このような現状

にかんがみ、国連PK0に 関して日本との緊密な協力関係を構築すべきと提言している146。かつて国

防省が軍事力の近代化と不透明性を理由に、防衛交流再開を提案した中国と比較して、軍事的脅威認

識を明確に否定した国防省の判断は、「安全保障パー トナー」としての協力を期待できるものと判断で

きよう。

 本報告書の提言を基にした政府見解は、提言内容をほぼ全面的に支持するものであり、以下三点を

lai James C・Otton and J・㎞ 蝕 ・・n皿 諏 物9抽 〃石擁8㎎・卿傭 ∠断 吻 一 励 ・働 昂1991-1995(0㎞ ・・d

 University Press,1997), P.143.144
Commonwealth ofAustralia, Parliament ofAustralia, Senate Standing Committee on Foreign Affairs, Defence

 and Trade Japan's Defence and Security in the 1990s(Canberra:the Senate Printing Unit, Parliament House, 
1993),p.203.報 告書 に はエバ ンスが 命 じた東南 アジ ア指 導者 た ちの 対 日認識 に関す る調 査 結果 と思わ れ

 る言及 が ある。 ア ジアの指 導 者 たち は 日本 の 国連平 和維 持活 動 を次 の条件 付 きで支持 した。1.日 米 安保

 条約 の堅持2.日 本 は 過去 と向 き合 う こ と。そ して二 次 大戦 中、 ア ジア諸 国 に危 害 を及 ぼ した原 因 を誠

 実 に認 めな けれ ばな らな い0
145 1bid

り
1461bid

.,国 連PK0へ の貢 献 に対 して 、豪州 は、国連PK0に 対 す る 日本 の狭 義 の軍 事 貢献 をす べ きで はな い

 と米 国 に主張 した ことに触 れ 、掃海 技術 の よ うな技術 的 専門性 や財 政 支援 での重 要性 を訴 えて い る。
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強調している。

 第一は、地域的な安全保障対話の積極的推進である。これには、国連平和維持活動、シー レーンの

安全、地域の軍備管理、原子力の平和利用を含むとされている147。

 第二は、日米安保の重要性である。日米安保は、冷戦後の地域においても地域のバランスを維持す

るために重要であり、「(豪州は、日本と共に)米 国に対して、日本と地域の安全保障に対する強いコ

ミットメントを維持するように促す」としている148。

 第三は、対話を協力の中心と捉え、協力のレベルは現状を維持するとしながらも、行動を伴った協

力について言及している149。特に、カンボジアPKOで の日豪の連携について、「ともに効率的に活動

できる能力は、UNTACの 任務遂行によりて薙 済み」と諦 し、 PK0で の協力磁 を強調している。

そして、同分野における日本の技術的専門性と経済支援の重要性を高く評価した。さらに、注目すべ

き点は、 日本が豪州の防衛装備に関心を示した、と言及している点である150。

 当初、報告書では、国防省の意思として日本による豪州国内ミサイル発射試験場の利用を日本へ提

案 していた。この提案に対 しては世論の一部から強い反発を招くとともに151、政府は 「国防省の報告

はなかった」との理由から同提案を否定する結果となった。しかし、国防省政策担当者は、「(豪州国

土の施設において、日本の防衛装備の試験を行うことは)豪 日間の発展してきた緊密な関係を表象す

るもの」と説明しており、防衛当局者 レベルの認識は、政府間以上に、緊密な関係へと進展 していた

と言えよう152。

 以上の議論は、1994年11月 に公刊された国防白書 『豪州の防衛』(以下、「94年国防白書」)に反映

されている。94年 国防白書では、かつて 「最も重要な貿易パー トナー」としてのみ語 られていた日本

が、安全保障、防衛の視点から言及され 「経済的繁栄のように、豪州の将来はアジア太平洋の安全保

障、繁栄と切 り離せないほど密接に結びついており、豪州の地域に対する戦略的関与は、地域におけ

るわれわれの立場を形成するための必須の努力」と述べられている。そ して、「米国は、この15年 間、

地域における安全保障上の貢献者とな りうるであろう。しかし、地域における平和と安定のための-一

義的な責任を進んで求めることはない。その結果として、地域における戦略的問題は、アジアの国々

147C・ ㎜ ・・w・alth・fA・ 血 幽S・Hate Hna・ 叫 伽 配伽
⑳ 伽 吻4伽 鵠0⑳ 膨 ・・4η 眈 伽 初伽

 Report:Gorvernment Response, October 21,1993, p.1.ias 
Ibid., p.4.

1491bid
., p.5.

iso Ibid
., p.7.

 元防衛庁政策担当者への筆者インタビュー調査(2008年1月28日)に よれば、1993年9月 に北部準州ア

 リス ・スプリングス豪州空軍基地を見学した畠山防衛事務次官は、1992年 に運用が開始されていた0TH

  (Over The Horizon)レ-ダ ー施設を見学0当 時の様子について豪州外交防衛貿易委員会議事録によれば、

  「畠山は同装備品に強い興味を示した」との記述がある。なお、0THレ ーダーは、豪州大陸北部海岸線

 から北西及び北2000㎞ の範囲にある艦船、低高度航空機などを探知可能であり、国防のための早期警戒

 だけではなく、不正入国、不法漁労等の監視、取り締まりにも活用。
isi The Age

, JWy 1,1993.
isz TheAd

verliser, July 1,1993.
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によって決定されることが多くなる」と分析した上で、「日本の防衛力は、アジアにおける重要なもの

の一っ。今後は、より戦略的な計画問題に関する対話を発展させ、より実際的な協力に発展させるか

もしれない」と言及 している153。この方向性は、1995年9月 、キーティング首相と村山富市首相によ

って採択された 『日豪パー トナーシップに関する共同宣言』(以下 「パートナーシップ宣言」:抜粋I)

へ繋がる154。

 パー トナーシップ宣言は、豪州国内にある一部の反日世論に配慮し、安全保障分野に関する協力の

推進について明言こそ避けている。しかし、明言を避けているとはいえ、戦後、同分野での協力につ

いて初めて言及した点から考えれば大きな進展であり、地域重視の外交を色濃く反映 したものとなっ

ている。同宣言は、対米協力については強い支持を確認し、アジア太平洋地域の 「不可欠のパー トナ

ー」として、個別にまたは協力して貢献することが強調されている(傍 点筆者)。すなわち、対米同盟

の維持と地域重視の延長上に日本との協力が位置付けられていたと言えよう。そして、1996年2月 に

は、豪州の提案によって実現した外交 ・防衛政策担当者による第1回 日豪安全保障協議が開催される

とともに、豪州国防軍の基地施設内において、自衛隊のPK0能 力向上のための特別訓練を実施する

ことが合意された155。PKOに 限定されたとはいえ、対話から次第に協力範囲が拡大し始めたのである。

        抜粋1:日 豪パー トナーシップに関する共同宣言(仮 訳)

iss Deparhnent of Defence
, Defence White Paper 1994, pp.9a91.

旧 外 務省r外 交 青書 』234 -235頁 。

iss Sydney Morning Herald
, February 27,1996.当 暗 日本が 定期 的な 安全 保障 対話 を行 うのは米 、英 、仏 、独 、

 中に続 いて6か 国 目で あ り、豪 州 に とって は米 、英 に続 いて3か 国 目。

 Senate Hansard,(.'ommillees」Fb彫 即4働 易」【吻 ㏄ σ雇 」酷罐(b卿 励伽8 R弓pα曽6b囑r㎜ 餌R岬o榔q p.6.

 日本 の技 術面 に関す る評価 に関す る言及 が多 い。豪 日は、両 国の よ うな技術 的 に進 んだ 国が国連PKOに

 対 して効 果的 に貢 献 で きるよ うに調査 す べ き と提 言。
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 小 結

 情報協力のように、戦後の日豪二国間の防衛分野での繋がりは、「米国の同盟国」の信頼関係の下で

構築されていた。そして、両国の繋が りは、1990年5月 以降ようやく、対話を中心とした両国国防相、

防衛庁との組織間の人的交流によって始まった。しかし、対話とはいえ、豪州にとって日本との防衛

協力を進めるには、依然として慎重な対応が求められた。なぜなら、政府関係者と国内世論の間には、

対日認識の乖離が存在 していたからであった。つまり、防衛協力を推進 しようとする政府関係者と、

良好な関係がすでに構築されていた国防関係者には、国内世論に配慮した慎重な対応が求められたか

らである。

 しかし、ペルシャ湾やカンボジアPK0へ の日本の国際貢献は、豪州政府関係者の対 日認識に影響

を及ぼすきっかけとなった。すなわち、冷戦後、戦略環境の変化か ら安定した安全保障環境を、軍事

能力のみではなく、伝統的な外交、政治 ・軍事能力、経済 ・貿易関係、開発援助といった多元的な手

段によって構築していくことを目指したホークとキーティング労働党政権の方向性に合致するもので

あった。カンボジアPK0を 通じて、アジアの平和と安定のために、豪州が日本と協力して積極的に

進んで汗を流す姿勢を周辺諸国に見せつけることは、キーティング首相が主張 した 「アジアとの連携」

にほかならなかった。

 その後、豪州は日本との防衛協力の在り方を本格的に模索し始める。1993年 には、日本との防衛協

力と安全保障上の責務に対する位置付けを定義するための報告書が提出された。報告書は、防衛政策

や自衛隊の現有装備の能力等の視点から詳細に分析し、日本が軍事大国へ回帰する可能性を否定する

とともに、カンボジアPK0に よって明らかとなった技術的専門性の高さと経済支援の重要性を高く

評価した。特に、日本の軍事大国への回帰の可能性については、憲法上の制約や防衛政策、自衛隊の

装備等の多角的視点からの分析結果を基に強く否定 し、日本との国連PK0に おける緊密な関係を構

築すべきと提言している。防衛協力を推進する上での日本の軍事的脅威認識は、徐々に取 り除かれて

いった。

 当時、北東アジア地域の経済的重要性から、北東アジア諸国との安全保障対話を推進していた中で、

日本の軍事的脅威認識を払しょくしておくことは、防衛協力を推進する上での判断材料であったと言

えよう。しかし、アジア地域の指導者たちの認識にもあるように、日本による国連PK0に おける貢

献を評価 しつつも、そこには対米同盟の維持が保たれているとの条件付きであった。っまり、94年 国

防白書にも示されているように、実際的な可能性を示唆し始めた一方で、二国間の信頼関係が構築さ

れたと判断することは、時期尚早であった。
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第3章 収敏:対 話として

 「自主防衛」の下、地域重視の安全保障政策を展開していった豪州にとって、1990年 代半ばの朝鮮

半島や台湾海峡をめぐる軍事的危機は、同政策の再考を促す転機となった156。この北東アジアの戦略

環境を反映した米国のアジア太平洋地域戦略と、キーティング労働党政権からハワー ド保守連立政権

への移行は、地域重視から同盟重視へ回帰させた。

 このような情勢の中で、安全保障分野における日本との関係は、「戦略環境と国内政治の変化に影響

を受けることなく、継続性のある外交政策の一つとして推進されていった」と言われている157。この

ことは、ハワー ド首相自身が、かつて日本との防衛協力を提唱していた事実を想起すれば、当然の成

り行きであり、一層鮮明となり始めたことは不思議ではない。1997年4月 には、ついに安全保障面で

の協力の第一歩について一致をみるのである。しか し、協力の具体的中身については、積極的に推進

しようとする向きがある-一方で、中国をはじめとする周辺国への配慮から現状維持にとどまるもので

あった。

 本章では、まず、ハワード新政権が唱えた安全保障政策の方向性と、政権の発足直後に勃発 した台

湾海峡危機への対応を考察 したのち、同盟重視へ回帰していった過程を明らかにする。その中で、日

本との防衛協力が、どのような認識の下で収敏していったのかについて考察することとしたい。

 第1節 同盟 重視 へ の 回帰 と安 全 保障 政策 の再 定式 化

 豪州の安全保障政策に関するこれまでの研究によれば、歴史的に、本土と地域の防衛を優先する考

え方(CO--1血ental defence)と 、同盟国との海外での活動を優先する考え方(forward defence)の 二っ

の潮流があり158、一般的に労働党政権は前者を、保守政権は後者を選択する傾向にある、と説明され

ている159。1996年3月 に誕生したハワー ド保守連立政権では、本土及び地域外での活動を視野に入れ

ていた点と、同盟の強化に優先権が与えられていた点から判断すれば、既存の研究が指摘しているよ

うに保守政権の伝統的方向性を踏襲したものであった。

1-1 同盟 の再強化へ

選挙キャンペーンにおいて、防衛方針は、ほとんど争点にならなかったとはいえ、保守連立側は、

156Edwards
, Goldworthy,」Facingハ リ所, p.78.

157Rikki Kerst叫Australia ana『Japan Theハ 励ona〃'merest in a Global Era 
1佃 伽 伽in WorldAffairs 199fr2000

 (S0uth Mdboume=0】fiord University P】Tess,2004), p84.
158序 章 参 照

。
159Firt量 馬

!蛋麗5ヵr伽 ノ"ore」馨πρo彫qもpp155-156.
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現政権が地域協力を重視するあまりにANZUSを 方向性のないものにした、との認識を示していた。

そこで、豪米関係の強化を目標として掲げていたハワー ド首相は、就任後、冷戦後の戦略環境の変化

と、前政権が 「アジアとの連携」を掲げたことによって希薄になっていた同盟の蘇生に優先権を与え

た160。このことは、政権の発足直後に勃発した台湾海峡危機における対応からも見て取れる。

 /11年3月 、初の総統直接選挙を控えた台湾に対して、中国がミサイル発射訓練を実施し、軍事的

な緊張が一気に高まったのである。米国は直ちに台湾海峡へ空母を派遣し、事態を収拾させた。しか

し、このことによって、地域の平和維持には米国の軍事的プレゼンスが欠かせない、という紛れもな

い事実が眼前に突き付けられたのだった。豪州の著名な外交ジャーナリス ト、グレッグ ・シェリダン

(Greg Sheridan)は 、米国の東アジアにおけるプレゼンスの重要性について触れ、「中国の台湾への

圧力に対する米国の対応は決定的であり、すべての領域において、同盟の保障の重要性を認識させら

れるもの」と語っている161。

 この軍事的危機に対して、アジア諸国の大半は一様に中国への批判を控えた中で、豪州はその態度

を鮮明にした162。アレキサンダー ・ダウナー(Alexander I)owner)外 相は、米国の地域安全保障への

関与を歓迎する一方で、キャンベラの中国大使を呼び出し、「地域内の政治 ・安全保障を不必要に危殆

に陥れた」と強く抗議するとともに、北京の豪州大使館を通じて政府の見解を求める一方、台湾政府

に対しては自制を促した旧。さらに、就任後の外交政策演説では、「アジア太平洋地域の軍事的脆弱性

について、より切迫感をもって憂慮する」と述べるとともに、「新政権は現実主義であり、アジア太平

洋地域の軍事情勢を無邪気な理想主義をもって見ていない」と語った。また、イアン ・マクラクラン

(lan McLaclilan)国 防相は、台湾を援護する米国に対して公式な支持表明を行うとともに164、豪紙rオ

ース トラリアン』とのインタビューでは、「中国は、冷戦後、一層好戦的になっている。台湾は顕著な

例」と非難 した165。米国の決断に対する新政権の迅速な支持表明に対して、米国政府からは謝意が伝

えられたという166。っまり、新政権が執った一連の対応は、米国に対して同盟重視のメッセージを送

るとともに、前政権との違いをアピールした、とも捉えることができる。

 同盟重視の姿勢は、1990年半ばに、米国のアジア太平洋地域戦略の見直しによって示された方向性、

つまり、米国の戦略的要請と一致 した。すなわち、発足後、間もないハワード政権にとって、北東ア

i60 A complete archivefro-・1996」Federal
、F.lection,TheLiberalParty ofAus[ralia伽 励n Policies(1蜘

 <http:〃pandora.nla.govau/nhp上ard1101998-Aug-10/h自tp=〃wwwliberal.org.au/ARCH-VES/FOREG-N/forconts

 .htm>accessed on February 8.2008.16'
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 accessed on February 9,2008.163
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ジアで勃発した軍事的危機は、同盟強化にとって絶好の機会であった167。

 //'年代初頭には、冷戦終結に伴う戦略環境の変化に対応するため、アジア太平洋地域における米

軍の削減計画が示されていたものの、依然として残るアジア太平洋地域の不安定な要因を反映して、

1995年2月 に発表された 『東アジア ・太平洋地域のための米国の安全保障戦略』168(以下、「EASR」)

では、米国がアジア太平洋地域の安全保障に引き続き関与する理由と、米軍のプレゼンスの必要性を

訴えた内容となった。かつてのANZUSは 、 EASI-1に おいて、優先順位の最後尾に位置付けられると

ともに、EASI-2で は記述は、皆無となっていた169。ところが、 EASRで は、ニュージーランドを包括

したANZUSと いう一つの枠組みの中で豪州を捉えるのではなく、同盟として、日本、韓国に次ぐ重

要な国として位置付けられていたのであった。そして、94年 国防白書の記述を引用しつつ、米豪同盟

が地域の安定と米軍の前方展開に貢献することを述べた上で、豪州について、次のように評価 してい

る170。

(豪州の安全保障面での)多 くの実際的な貢献は、豪州 を、評価す ることのできないほどの戦略的パ

ー トナー(invaluable strategic pa血er)に した。 したがって、われわれは、新世紀 に向かって、その

関係を促進 し続ける。(傍 点筆者)

                                    EASRよ りタ〃写

米国のアジア太平洋地域戦略が明らかになる中で、豪州は、継続した米国の関与を担保するため、

方策を打ち出していった。マクラクラン国防相は、就任後、初めてとなるウィリアム ・ペリー(William

Perry)米 国防長官との会談において、軍事装備、供給品等の前進基地の設置に関する米国の要求に対

して受け入れる意思を表明するとともに171、豪州北部の訓練区域と可能な限りの前進後方施設の利用

について、米国側と協議を継続した172。また、ダウナー外相は、地域の戦略的な不確実性と急速な変

化が生じている時代において、米国をアジア太平洋地域へ関与させるための要素としてANZUSを 捉

え、「豪州は、地域的な安全保障に貢献するために、アジア太平洋地域において米国の軍事的役割を容

易にし、促進することができる実際的な方法を調査する」と述べていた173。元駐米大使のロー ドン ・

ダーリンプル(Rawdon Darlymple)は 、数年前には冷戦の終結によって、豪州の共同軍事施設、共同

訓練の位置付けの低下が囁かれていた当時と比較して、「地域における継続的な軍事的関与を容易にす

167佐 島 直 子 「変 容 す るANZUS同 盟 一 『南 北 の 錨 』の 将 来 を探 る 」 『国 際 問 題J Na446(1997年5月)32頁
。

1αlUnited States ofAustralia
, Department of Defense Ot珣e of International Security Alls血s, United Sates

 Secu吻75勘 伽㎎yル7飾 θE㎞1!蛋5血rP冨κ昴 ρ、Region(Washington D℃ りFebruary,1995》6

佐 島 「変 容 す るANZUS」33頁 。
7De卿ment・fDefense

,こlnitedSautesSecurity Strategy, pp.10-11.
"The WeekendAuslraGan

, May 25,1996.
7 Sydney Morning」 晩 澱磁4 June 25

, /1/
73T'he Australian

, May 30,1996.
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る意味において、ここには米軍にとって有益な能力や施設がある」と語っている174。さらに一部のメ

ディアは、国内基地の価値を高めようと、沖縄駐留の米海兵隊の豪州移転案をマクラクラン国防相が

ほのめかした、と報じている175。つまり、米国の関与をいかに継続的なものとするかに力が傾注され

ていたのである。このように、米国の継続的な関与を取 り付ける方法を模索していたハワー ド政権は、

政権発足以来、初めての開催となったAUSM-Nに おいて豪米同盟の強化に成功する。

 1/1年7月 にキャンベラで開催されたAUSMINで は、米国の代表団は、ウォーレン ・クリス トフ

ァー(Waren Christopher)国 務長官やペリー国防長官、ジョン・シャリカシビリ(John Shalikashvili)

統合参謀本部議長ら、ここ数年来、豪州に派遣された中で最も大物の閣僚で構成されていた176。会議

において豪州は、本質的に地域協力とANZUS条 約の活性化に取り組む必要性がある旨を強調し、自

国の領土と、近隣地域の防衛に重点を置いても国土を防衛することはできない、との認識を示した。

そ して、同盟の強化を政策的に、より高く位置付けたハワー ド政権の姿勢は、AUSMINの 閉幕におい

て採択された、『米豪安全保障共同宣言』(以下、「シドニー声明」)に よって結実した177。シ ドニー声

明は、豪州によって米軍のプレゼンスが半永久的に支持されることが再確認されるとともに、今後、

両国が連携していく決意を明らかにした。そして、そのために米国の軍事技術に豪州が継続 して利用

していくことや、相互運用性向上のために共同演習や訓練を実施することの重要性を強調した。これ

は、後に公刊される新政権の戦略方針と一致するものであった。

 1-2安 全保障政策の再定式化

 ハワー ド首相は、選挙前の1995年10月 、安全保障政策の指針を示す演説を行っていた。『豪州の国

防政策:過 去の教訓から未来への方針』と題した演説は、労働党政権が取 り組んだ安全保障上の課題、

地域重視のアプローチに関して一定の評価を下しながらも、「残念ながら実際には、労働党政権は冷戦

後の戦略環境に対応するための適切な対応をしてこなかった」と批判した178。さらに94年 国防白書は、

①適切な戦闘能力の不足、②ANZUS同 盟の漂流、③地域関与の不明確なアプローチ、④国防軍の縮

小化、という四つの点について不適切であったと指摘した。この方針は、ハワー ド政権成立以降、速

やかに実施された戦略環境及び軍事力に関する再検討の結果、明らかにされる。

 国防相に就任したマクラクランは、本土及び地域に重点を置いても豪州を適切に防衛することはで

きないとの認識に立ち、安全保障政策を、より外向きの、よ り広い地域としての戦略によって描き出

1'a The Australian
, July 22,1996.

175『 朝 日新 聞 』1998年3月16日
。

176『 日本 経 済 新 聞 』1996年7月29日
。

177A・ ・tralian(沁 ・・㎜ ・・t Departm・n-F・ ・dgnA血 団郎 ㎜dT㎜d晦 吻 伽
即 例 面 傭&・ 吻Dκ 伽 伽 ・

 加 諮 α伽 一United Slfates:A Strategic Parrnership For The Twentyー1隔(.'entury(Sy血ey,1996).178

Par血ment ofAustralia, Australia's defencepolicy:lessons -from thepast principlesfor thefuture:address to the

 Victorian Branch ofthe Australian Defence Association, October 5,1995.
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した179。1997年12月 に発表された政策報告書 『豪州の戦略指針』(以下 「戦略指針」)では、従来の

「国防政策」ではなく、「戦略政策」との用語が頻繁に用いられた180。同報告書を分析した」一研究によ

れば、このことは、ハワー ド政権の戦略的な思考で豪州の国防を組み立てるという積極的な発想を反

映したものであり、1970年 代以来の受け身の発想から脱却しようとしたことを示している、と説明さ

れている181。戦略指針は、アジア太平洋重視が示されていた点から言えば、前政権と変わらないもの

の、以下三つの点に大きな違いがある。

 第一は、同盟の優先順位が相対的に高く位置付けられた点である。同盟は、最も重要な戦略的関係

と評価した上で、「同盟関係は現在、健全。しかし、この関係が漂流した り、独りよがりにならないよ

うに、運営に関して積極的に取り組む必要がある」と説明している182。そ して、そのためには、米国

と共に行動できる軍事能力を維持するため、新装備への投資、実際的な協力を探究する必要性を強調

している。

 第二は、多国間アプローチを評価しつつも、二国間外交を重視した点である183。つまり、「二国間関

係は豪州の地域安全保障外交の中心であり、これは、重要な多国間活動によって補完されている」と

説明している。

 第三は、地域紛争への軍事的関与の可能性を示唆した点である1840よ り広い視野から捉えられてい

た基本的な目標は、本土と国益を防衛するために、同盟国及び友好国との良好な関係の醸成と、健全

な二国間関係及び国際環境の構築に努めることであると述べている。そ して、そのためには、優先順

位は低いものの、軍事力使用の必要性を認めている。

 これらの特徴は、新政権が目指す積極的な戦略思想を反映していると言える。

 第2節 同 盟 の 強 化 と 日豪 関 係

 94年 国防白書では、北東 アジアをサブ ・リージョン(Sub-Region)と 位置付けて いた。 しか し、

北東アジアの経済的影響力の増大に伴って、同地域の不安定が、豪州へ直接的に影響を及ぼす と認識

され始め、安全保障上の重点地域 に北東アジアを包含 し、地域をアジア太平洋地域(Asia-Pacific

R、'JII)と いう広 い地域概念1で捉えるようにな っていた。マクラクラン国防相は、戦略指針の公刊に

際 して行 った政策演説 において、「隣接す る南、東、そ して西太平洋は戦略的に重要。しか し、その一

方で、地域の戦略的な重心(strategic center of gravity)は 、実際の ところ、北東アジアであ り、 とり

-9Commonwealty of Australia Depatment of Defence
, Australia's Strategic Policy(Canberra:Australia

Go▼e㎜ent剛s晦Se鵬1勢 η, p.111.
iso lbid

.,
18]竹 田 い さ み 「1990年 代 に お け る オ ー ス トラ リ ア の 外 交 ・国 防 政 策 の 転 換 」 添 谷 芳 秀

、 山本 信 人 編 著r世

 紀 末 か らの 東 南 ア ジ ア 錯 綜 す る政 治 ・経 済 の ゆ く え 』(慶 応 義 塾 大 学 出 版 会 、2000年)109-132頁0
iaz Department ofDefence

, Strategic Policy, p19.183 1bid., p25. .
184 1bid., P3.
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わけ、日本と中国との結びつきが増加している。〈中略〉日本とは多くの戦略的利益を共有 し、すで

にPM会 談や情報交換レベルでのMM会 談が行われている」と述べた185。そして、日米同盟は、北東

アジアにおける米国の継続的な軍事的プレゼンスを支援することを通じて、枢要な戦略的役割を果た

し続けている、と評価した1860

2-1ハ ワー ド政権 の対 日認識

日本を 「貿易パー トナー」と捉える豪州の認識は、戦後の日豪関係を語る上で一貫したものであっ

た。ところが、ハワー ド政権では、 日本が従来の 「重要な貿易パー トナー」であることに加 えて、米

国 との堅固な同盟の枠内で、「安全保障のパー トナー」 としても定義 した187。

繰 り返しになるが、!"年 代後半の野党党首時代、すでに日本との防衛協力推進を提唱していたよ

うに、ハワー ド首相は従来から日本との防衛協力に強い関心を示しており、その方針は就任後も続い

た。1996年7月 には、就任後、初の外遊先としてインドネシア、日本を訪問し、「日豪関係をきちっ

としたものに位置付けることが、新政権の対外政策の中で最初に着手すべき重要な課題」とし、対日

関係を重視する意向を示していた188。また、米国の地域への継続的な関与を重視するとともに、その

手段の一つとして、日米同盟の重要性を強調していた189。1997年8月 に公刊された外交貿易白書r国

益のために』(以下 「卯 年外交白書」)で は、「日米同盟は、北東アジアでの長期にわたる米国の戦略

的プレゼンスを果た し続ける、枢要な役割を担い続けるであろう」と説明されている190。また、ハワ

一ド政権は、1997年4月 に採択された日米安全保障共同宣言について、「中国、あるいは北朝鮮と向

き合う上で、米国を支援するために、日本が安全保障上の道を開いた日米同盟の変化を全面的に支持

する」と評価していた191。

豪米、日米両関係が再強化される過程で、豪 日も次第に強化される方向で検討され始めた。1996年

ias parliament of A
ustralia, Ian McLachlan Minister of Defence, House Hansard Ministerial statemenLrAustralia's

 5㎞ ハ%㎎ 此Pb倣 ン, December 2,1997.is6

 Commonwealth ofAustralia, In the National Inten'stAustralia,p.29.
1871bid

.,ﾟ.61.
188『 日本 経 済 新 聞 』1996年7月18日

。
18g A・ ・mplete archivefrom th・1996 Federal El・ction

, TheLiberalPar[y ofAustralia CoalinionP。licies:1996

 <http=〃pandora.nla.gov.au/nhp-arcWO1998-Aug10/ht¢p=〃wwwliberaLorg.au小ARCH-VES/FOREGIN小forconts

 .htm>accessed on February 8,2008.
190Commonwealth ofAustralia

, In the National InterestAustralicy p.29.

 佐 藤 行 雄 「『遠 い 国 』 か ら 『パ ー トナ ー 』 へ 」 『外 交 フ ォ ー ラム 』No.108(1997年8月)38頁 。 当 時 、 駐

 豪 大 使 を 務 め て い た 佐 藤 は 、 豪 州 に と っ て 日本 の安 全 保 障 面 の 役 割 が 従 来 以 上 に 大 き くな っ て き た 理 由

 と して 、 米 国 国 内 にお い て 軍 事 費 の 削 減 を 求 め る 世 論 が 高 ま りを 見 せ て き た 中 で 、 日米 安 保 の 下 で 日本

 が 米 国 に提 供 して い る 財 政 面 の 支 援 を含 む 、 ホ ス ト ・ネ ー シ ョ ン ・サ ポ ー トが 、 米 国 議 会 の 、 この 地 域

 に 対 す る コ ミ ッ ト メ ン トを確 保 す る た め に 、 大 き な 政 治 的 効 果 を 上 げ る よ う に な っ て き た 点 と 、 ア ジ ア

 太 平 洋 地 域 にお け る 安 全 保 障 の 焦 点 が 北 東 ア ジ ア に 集 中 して き た こ と を挙 げ て い る 。
191TheAge

, September 15,1997.

 佐藤 「r遠い国』から 『パートナー』へ」38頁 。日米安保共同宣言の3か 月後に採択されたシドニー声明

 は、日米安保共同宣言を見て、豪州が米国へ提案 したと説明。
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6月 、ダウナー外相は、就任後初めての日本訪問について 「北朝鮮、台湾、スプラトリーのような地

域における不確実性のため、豪州は日本との防衛協力を改善 しなければならない」と語っていたよう

に、その方針を模索するためのものであった192。日本を訪問したダウナー外相は、「(地域紛争におい

て、米国を支援するために)軍 事、外交の両面において、より大きな役割を果たすことを避けるべき

ではない」と語 り、「あまりにも臆病となって前進できない状況や、地域の安全保障を維持することに

参加できない状況となるべきではない」と述べ、日本に対する積極的な役割の重要性を強調した193。

そして、会談後、『豪州と日本:地 域における協力』と題した演説を行った194。演説では、日豪は、協

力関係を強化する上で、①安全保障と良好な経済を達成するための地域における戦略的安定性、②貿

易、投資の自由化、③発展 した民主主義、という三つの基本的な利益を共有していると説明し、①に

関しては、「日豪は、米国の戦略的プレゼンスを、(地域の)安 定性を維持するための本質として見な

している」と述べ、次のように評価している。

 〈前略〉 戦後50年 にわたって、豪州は日本を、安全保障対話におけるパー トナーの一つとして、

誇りに感じてきた。〈中略〉 日豪両国は、前方展開がアジア太平洋の安全保障上の中心的な役割を

果たしている米国の、緊密かつ重要な同盟国である。しかし、日豪のような国々には、負担しなけれ

ばならない責任がある。〈中略〉 豪州は、日本が西太平洋における米国の戦略的関与への支援を通

じて、地域の安定に貢献することを高く評価 している。〈後略〉  (傍点筆者)

                   ダウナー鵜 臓説 傑動γと厚本'地 妨だおげる協クノより易鰐

 また、豪州の政策担当者たちは、安全保障分野での協力を推進するための具体的枠組みの策定を日

本に対 して要求していた。その当時、訪日していた政策担当者の証言によれば、「われわれは、実際的

な安全保障関係へと拡大するアジェンダを交わしたいと考えていた。しかし、私どもの理解では、そ

ういった豪州側の特別な提案に対 して、日本側は、かなり用心深い態度であった」と発言している195。

 米国をアジア太平洋地域へ、いかにして関与させていくかが豪州にとって重要な安全保障上の課題

であった。このことは、同盟が健全な状況にあることを認めつつも、「独りよがりで、漂流することを

防ぐために注意深く活動する必要性がある」との認識を示している点や、ハワード政権発足以降の一

192 Courier Mail
, June 7,1996.

193 Courier Mail
, June 6,1996.

194The Dep㎞ment of F0贋3暫n岨 血s and丑adらAus1血hら 加 剛 鰯oり75協 卿 例 刎 捌 吻 払
1glexAnderpowner,

 〃 君〃 励 吻 アノb'」Fb所9π4⑫ 姐 αf伽 π奮ハrational Press Club(Tokyo,6June 199①

 <http:〃www.dfatgov.au/media/speeches小foreign/1996aust」apan.h重mD>accessed on September 9,2007ins

 Commonwealth ofAustralia Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and'1]rade, Official

 Hansard ReportANZUSALLL4NCE, December 8,1997, p.170.

 r朝 日新 聞 』 //'年3月16日 。 防 衛 協 力 を 急 速 に 進 展 させ よ う とす る豪 州 国 防 省 高 官 に 対 して 、 外 務 省

 高 官 は 中 国 との 関 係 か ら防衛 協 力 の 急 速 な 推 進 に は 慎 重 で あ っ た 。
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連の動きから明らかと言える且96。このことは、1997年4月 の橋本龍太郎首相の訪豪によって収敏する。

っいに、日豪両首脳間で安全保障分野での協力に関する認識が一致をみたのである。

 2-2橋 本、ハ ワー ド会談

 1997年4月28日 、訪豪した橋本首相は、ハワード首相と会談した。会談では、政治、経済にとど

まらない広範な日豪協力を推進するための方針について確認し、18分野に及ぶ協力項目を盛 り込んだ

r日豪パー トナーシップの課題』の採択が合意された197。協力分野は、科学技術、教育、文化など多

角的視点から日豪協力の推進が謳われたが、その中でも安全保障が、高い優先度をもって取 り上げら

れた。マクラクラン国防相は、「この橋本首相の訪豪によって、防衛は、日豪関係の重要な部分として

位置付けられた」と述べている198。

 会談後の共同記者会見で、橋本首相は 「域内安全保障問題に関して、米国の域内プレゼンスの確保

が域内最大の錠 要因であり、日輌 国で米国のプレゼンスを支えていくことが重要との識 が一致

した」(傍点筆者)と 述べるとともに、ハワー ド首相は 「日豪間で安全保障協力を進めていくことで意

見が一致 した」と語った199。また、橋本首相は、会談終了後に行われた晩餐会において、『アジア太平

洋地域の中の日豪関係』と題した政策演説を行い、今回の訪豪が両国の協力関係を政治的に強化する

契機となることを期待し、アジア太平洋地域の平和と安定を維持していくことに共通の政策と利益を

有 していることを触れた上で、「アジア太平洋地域における不可欠のパー トナー」として安全保障、政

治、経済をはじめとする多角的分野での協力を提唱した200。

 〈 前 略 〉 ア ジ ア 太 平 洋 地 域 に お い て は 、 冷 戦 の 終 了 後 、 い くつ か の対 話 と協 力 の た め の 多 角 的 枠

組 み が 作 られ て き ま した 。 現 在 に お い て も 関 係 国 間 の協 力 、 二 国 間 の 同 盟 関 係 や 安 全 保 障 対 話 が 地 域

の 安 定 に と って 重 要 な 役 割 を 果 た して お り ます 。 そ の 中 で 、 日米 安 全 保 障 体 制 は 、 益 々 重 要 な 意 味 合

い を持 っ て お り、 私 は 、 そ の維 持 さ らに は 強 化 に 強 く コ ミ ッ ト して お りま す 。 そ れ は 、 冷 戦 が 終 わ っ

た 今 日 に お い て も 、 ア ジ ア 太 平 洋 地 域 全 体 の 平 和 と 安 全 に と って 米 国 の プ レゼ ン ス が 必 要 不 可 欠 で あ

り 、日米 安 保 体 制 は 、そ う した 米 国 の プ レゼ ン ス を 確 保 して い くた め の 枢 要 な 枠 組 み で あ る か らで す 。

  196The Department ofDefence,.SYrategic Policy, p.19.  197
「日豪 パー トナ ー シ ップのた め の課 題 18の 協 力」 外務 省

   <http:〃www.mofa.go.jp!mofaj/kaidan/ldroku小s hashi/are 97/us」tu n7/au_18.html>2007年9月1日 アクセ ス。

   18の 協 力分 野は 、二 国間協 力 と地域 及 び グロー バル な 問題 に関す る協力 に大別 され て いる。 二国 間協 力

   で は、1.政 治対 話 、2.安 全保 障 及び防 衛 、3.二 国間 経済 ・貿易 関係 、4.科 学技 術、5.労 使 関係 、6.教 育 、7

   文化 が あ る。

   『日本経 済新 聞 』1997年4月30日 。

  198Press Release Ministerfor Defence, September 5,1997.  
199「日豪共 同記 者会 見記 録」 外務 省

、1997年4月29日

  <http:〃www.mofa.go.jpJmofaj小 ㎞ 血n㎞ ㎞1亀㎞sh〃arc」97/us」au n7Jau』r.htnil>2007年12月1日 ア クセス 。

  200「橋 本総 理大 臣政 策演 説 『ア ジア太 平洋 地域 の 中の 日豪 関係 』」外 務省 、1997年4月28日

  <h虻p:〃www.mofa.gojp!mo血 」/㎞血n1㎞0㎞/町has田arc」g71usj問 』z/au」phtml>2007年9月1日 ア クセ ス 。
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このことは、米豪防衛協力を行っている豪州においても良く理解されているとおりです。〈後略〉

                                      (傍点筆者)

                  揮本醐 蹴 演説Zア ジアズ覧」只挙繍 の中の 撒々 ノよりダ脇7

 橋本、ハワー ド両首脳によって謳われた安全保障面での協力では、「アジア太平洋地域への米国のプ

レゼンスを支える」との言葉が繰 り返し強調されている。このことは、橋本、ハワー ド両政権の下で

採択された 『パー トナーシップ ・アジェンダ』(抜粋ID 201の記述からも明らかである。パー トナーシ

ップ・アジェンダでは、「両国間の安全保障及び防衛に関する対話並びに防衛活動の範囲が拡大してい

ることを認識 し、域内安全保障の促進に貢献することを希望する」とされた上で、「域内における米国

の重要な役割を支えるために協力する」こと、「共同責任の感覚を作りだす」ことが明確に謳われてい

る202。つまり、キーティング、村山両首脳間で謳われた、「地域の不可欠のパー トナーとして個別に又

は協力」し、「米国のアジア太平洋地域におけるプレゼンスと戦略的関与に対する強い支持を再確認す

る」関係にとどまらず、「域内における米国の重要な役割を支えるために協力する」という一・歩踏み込

んだ相互に協力する関係として位置付けた203。豪州にとって日本との協力は、同盟重視の方向性を顕

著に反映したものであり、日豪協力は同盟の維持を一義的に考えていた。

201外 務省 編 「外 交青書 』第1部
、平 成10年 度 版(大 蔵省 印刷 局、1998年)308-316頁 。

202同 上
、313頁 。

203外 務省 編 「外交 青書 』平成8年 度 版
、235頁 。
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抜粋II:日 豪パー トナー シップ ・アジェンダ

 第3節 防衛 協 力推 進 と豪 中関係

 ハワー ド政権では安全保障協力の第一歩について一致をみたものの、協力の具体的中身は現状にと

どまるものであった。その理由は、中国をはじめとする周辺国への配慮から、日豪二国間で、安全保

障分野における協力が 「強化」と受け取 られるべきではないとの認識で一致していた点を挙げること

ができる204。

 両国首脳は記者会見で、安全保障分野での協カー致を高く評価する一方で、対話を越えた、より積

極的な協力へ発展する可能性について繰 り返 し否定した。ハワー ド首相は、「急速な拡大は好ましくな

い。国防相の訪日など、両国の対話の中で安全保障問題に関する話し合いの場を増やしていくことが

204『 読売 新 聞 』1996年8月27日
。 『読売 新 聞 』1997年4月30日 。
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適当」と語った205。また、橋本首相も 「駆け足で新しいことに取り組むよりも、これらに一っ一っ取

り組み、信頼関係を強化することが重要」と語 り、段階的な協力推進を望むハワー ド首相と同じ認識

を示した。この見解は、両国の国内議論からも見て取れる。

 豪州からの帰国後、橋本首相は、安全保障協力の目的を 「今まで往々にして豪州との関係は経済の

みで議論されてきた部分があります。そのまさに、政治あるいは安全保障分野における対話や協力を

強化したい」と述べるとともに206、池田行彦外相は、「シーレーンその他も念頭に置きながら、日米豪

という三国、三つの国の間で何らかの対話 信頼醸成とか対話といったような段階を越えた、より強

い関係を築くかについては検討する情勢ではありません。それぞれが日米間、米豪間に固い絆を持っ

ていることを前提としながら、いろいろ対話を深めていく」と述べ、その意義について慎重に発言し

た207。

 一方、秘密版の戦略指針では208、「前進作戦(forward operation)」として北東アジアでの米軍との

軍事的連携のシナリオが描かれていたと言われているように209、豪州政府内には不透明な中国の軍事

力に対する憂慮と、中国との経済関係の重要性を理由とした二つの考え方、つまり、日本との防衛協

力推進を積極的に論ずる向きと、慎重であるべきとの考えがあった。また、「長期的には中国の台頭が、

最大の安全保障政策の課題であり、米国、日本、インドネシアの海洋国家群と密接に連携していくべ

き」とする国防省と、貿易、経済関係への悪影響を及ぼしかねないとの配慮から 「日本との協力も中

国を刺激することは避けるべき」とする外交貿易省とでは見解の相違があったことが報じられている

210
。このような状況の下、ハワード政権が、日本との協力推進に控えめな姿勢をとった理由の一っに

は、経済関係の重要性から、日本との防衛協力の 「強化」と受け取 られることによって生ずる対中関

係の悪化、すなわち、「中国囲い込み」として受け取 られることを避けたいとの認識があったと言えよ

う。事実、『人民日報』は、日米安全保障共同宣言とシドニー声明について、豪州と日本を一括りにし、

「両国は、中国を封じ込める米国の戦略の中でそれぞれ南と北の鉤爪にあたる」と報じていた211。ま

た、米軍との大規模な合同軍事演習 「タンデム ・スラス ト」(Tandem Thrust)の 実施や212、台湾海峡

危機の際に述べたマクラクラン国防相の 「中国は好戦的」との発言は、新政権発足直後の豪中間に影

を落としていた213。中国との経済関係の重要性は、ハワード政権発足後まもなく、新政権としての対

057勧!望 励4伽
,September 9,1997.

06第140回 国会 参議 院決 算委員 会(1997年5月1日)
、橋 本龍太 郎首 相 の発言 よ り引用 。

7第140回 国会 参議 院外務 委員 会(1997年6月4日)
、池 田行 彦外務 大 臣の発 言 よ り引用。

 17㎏β協 乙伽 剛動1》例柳偲醜A㎎ust 3,///

 Firth, Aus[ralia in internationalpolitics, p.163.

  『朝 日新 聞 』1998年3月18日 。外 交 貿易 省 と国防省 間 の認識 の相 違 に関す る記 事 を掲 載。

 People's Dailyは 、 1!!年8月16日 付の論 説 で 「鉤 爪」 の アナ ロジー を用 いて い る。

 The WeekendAustralian, Juky 27,1996.シ ドニ ー声 明 にて実施 が謳 われ た。第1回 演 習 は、熾 烈な戦 闘条 件

 の下で21,500人 の米軍 と5,700人 の豪州 軍が相 互 に結合 、運 用可能 な 部隊 に統合 され て演 習 を行 い、戦 後、

 最 大規 模 の もの とな った 。
213Co肋7114鴫November 23

,1996. The Australian, November 29,111
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中関係の在り方を検討するため設置された、上院外交防衛貿易参考委員会(以 下 「貿易委員会」)の報

告から窺うことができる。貿易委員会は、経済、貿易を最優先の課題とし、以下三点を強調している214。

 第1は 、通商や貿易、合弁事業等といった経済分野での関係維持を強調 し、「両国の貿易を通じた繋

がりは、『頼みの綱』であり、良好な通商を継続することが重要」(傍点筆者)と している。

 第2は 、政治体制や社会システムの相違を認めた上で、「政府レベルや商業上の結びつき、防衛交流

を通じた相互理解が重要」としている。そして、「困難な状況や誤解を避けるためにも防衛交流を拡大

すべきであり、意思疎通のためのチャンネルを構築すべき」としている。

 第3は 、不透明な軍事力と中国の台頭に対する周辺国の懸念を指摘し、「防衛計画は透明性が欠けて

お り、中国脅威論を生み出す。政府は中国に対して、国防政策や軍事力の発展に関する白書を公刊す

るように促すべき」としている。但し、中国を孤立させたり、囲い込むことをすべきではなく、従来

からの豪州の戦略を貫くべきとしている。

 中国との経済関係を 「頼みの綱」とする貿易委員会の見解や、「この15年 、経済成長は最も重要な

戦略的発展になる」と評価し、「急速な成長を遂げている中国との経済的なパー トナーシップを拡大す

ることを追求する」としていた豪州にとって、新政権発足直後に生じた軋礫は、喫緊に修復しなけれ

ばならない課題であったと言えよう215。その後、政府間の交流が繰 り返し行われる。

 良好な通商関係を構築したいと考えていたダウナー外相は216、1996年8月2日 、訪中し、シドニー

声明の目的を説明するとともに、「豪州にとって中国の役割は重要。繁栄を歓迎する」と述べ、経済関

係の重要性を強調した217。続く9月3日 には、ティム ・フィッシャー(Tim Fischer)首 相補佐官兼貿

易相が、対中貿易の関係改善のため経済界の代表団を率いて訪中し、「ビジネス界は、両国の経済、貿

易を改善し、より関係を深めたいと願っている」と語り、貿易分野における豪中関係の重要性を強調

した218。また、防衛関係では9月26日 、ジョン・ベーカー(John Baker)豪 州国防軍司令官が訪中し、

「米国との提携は、地域において特定の国に向けられたものではない」219と説明した。訪中の際、中

国側からは防衛協力を推進 したいとの提案があったという220。

 政府関係者の交流を基に、11月24日 、豪中首脳会談が開催された。ハワー ド首相は、出発前 「中

国は豪米間の緊密な連携の本質を誤解している。(シドニー声明で定義 した米国との)関 係は、特定の

214Th・P舳m・nt・fC・ ㎜ ・nw・alth・fA・ 血 幽&纏 伽
榔 磁(b吻 卿伽 ・ん 鷹 罰 晒 鱈0ψ 耀 副

 Trade References Committee Report, June 26,1996.
215The Australian

, November 29,//1新 政 権 誕 生 後 、 豪 州 国 内 で ば 通 商 関 係 へ の 打 撃 が 懸 念 され 、 そ して 最

 近 で は 中 国 首 相 、 副 首 相 の 訪 豪 が 延 期 とな って い た0
6 Courier Mail

, March 29,1997.
'Downer

, MPAIexander, Press Release, Ministerial visit to China, August 15,1996.
8伽 ∬ 肋 鯉 σ 肋 噸 ・餌 ・・薦'15∠ 鵬 ・伽 蝕 輪 ・μ ψ ・醜 肋 ・麗4Sep偽mber3

,1119

The Australian, September 27,1996.
°Mclachlan

, MP, Ian, Press Release Australia andthe US into the next century:Australian lnstitcde of

 International!伽 傭 α 」ψ 肥榔80M鵬 ロ伽 伽4伽 こ励8ゴ5㎞ 加勿 伽 ハ㎞ α 鵬 βκ伽 π8, November

 22,1996.
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国に向けられたものではない」と語っていたように、関係改善を図ることに焦点が当てられていた221。

会談は、そのきっかけとなったと言えよう、延期されていた両国首脳による相互訪問の実施が決定さ

れ、中国側は 「協力関係を保つ新時代を迎えた」と高く評価 した222。ハワー ド首相は、会談後の記者

会見で、「(シドニー声明は)特 定の国へ向けたものではないと述べた。中国側は、その考えを受け入

れたと理解している。〈中略〉本会談は、関係を強化したいとする両国の意思を反映したものであっ

た。将来にわたって相違は継続すると認識しているが、相互に向かい合うことで克服できる」と語っ

た223。97年外交白書では次のように述べ、調整を通じ、透明性を図ることの重要性を示している。

 両国は異なった伝統、文化、政治システムであるがゆえに、同じような見方を共有していない。こ

のことは、今後、問題を生じさせることとなろう。しかし、そのような問題は、両国の政府関係者間

で、対話や良好な意思の疎通を通じ、透明性を図ることで効率的に処理される。政府は、必然的に防

衛と安全保障において二国間対話を拡大することに高い優先順位を置く。(傍点筆者)

                                 !97朝 贈 蓬ノ より躍24

 そして、1997年3月 、ハワード首相は経済界の代表団を率いて訪中、中国との経済関係を発展させ

たいとのビジネス界の声を反映して、「政府、ビジネス経済関係を構築したい」と述べ、「中国の成長

は、豪州にとって大きなチャンスを与える」との認識を示した。また、同年5月 には、朱鋳基中国副

首相が、政府と経済界の双方にまたがる代表団を率いて豪州を訪問、製鉄業、鉄鉱山への投資計画を

まとめていった。朱副首相は、豪州との経済関係の進展について会談が進められる中で、台湾問題に

関して言及し、「豪州は、『一つの中国』政策に対するコミットメントを継続しているし、台湾との接

触は公式的なものでない」と述べるとともに、『人民日報』で掲載された 「豪日は南北の鉤爪」との表

現について、「政府見解を反映したものではない」と説明した225。豪中関係は、経済によって修復が図

られていったと言えよう。ダウナー外相は、台湾海峡危機での米国への支持表明について、「米国を支

持 したのは時期尚早であった」と述懐 している226。

 1997年9月 、マクラクラン国防相が訪日の際に行った演説は、周辺諸国の反応に配慮を反映したも

のと言えよう。

〈前略〉 防衛関係の発展を、二国間の包括的関係の中での一つの重要な要素として捉えています。

zzi The Adverdser
, November 23,1996.

2227乃8!望 〃酵 伽 π
,November 29,1996.

223肋 欄 嘱 瑠 鋤 馬P㎞sR伽 鵬 伽 厩 卿 伽 娩 向伽 訪9鞭 伽9剛 伽esePresident MrJiang

 Zenniin, November 24,1996.
224Commonwe舳of Au血 蛆 ψ 助醐 副 勧 翻 励 伽1 /'.
225Sydney Morning Herald

, May 5,1997.
226

/掘D/VE硲1弼ZらJuDy 29,2001.
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〈中略〉 防衛協力の範囲を拡大 し、質的に改善していくため、既存の型の中で活動することを目的

としています。今回の訪問は、この過程を方向づけ、強化に沿うものです。〈後略〉

                                      (傍点筆者)

                     櫛 卿究所だおげるマクラクラ.ン国1 噴説よりタ〃穿27

対米同盟を通じて米国の軍事的プレゼンスの維持に貢献することが確認され、アジア太平洋地域に

おいて安全保障上の協力を推進 していくことが謳われた。しかし、協力のための手段は 「それぞれの

国の米国との同盟関係」を通じたものであり、周辺諸国との関係上、その態様も対話を越えたもので

はなかった228。安全保障分野における日豪両国の協力関係が構築されるためには、まだ長い道のりが

あった229。

 小 結

 本章では、1996年3月 に発足したハワー ド保守連立政権における安全保障政策と、同政策が展開さ

れる中での日本との防衛協力について考察した。

 ハワー ド政権は、安全保障政策の優先課題として同盟の強化を掲げ、政権発足直後に勃発した台湾

海峡危機では、アジア諸国の大半が一様に中国への批判を控えたのに対して、米国支持の態度を鮮明

にした。また、1996年7月 には米豪安全保障共同宣言を採択、豪州によって米軍のプレゼンスが半永

久的に支持されること、軍事分野での連携について再確認されるとともに、今後、両国が各々の二国

間関係や多国間関係の枠組みにおいても連携していく決意を明らかにした。この同盟重視の方針は、

政権として初めて公刊された 「戦略指針」によって詳細に描き出されたが、本土や近隣地域以外での

軍事的活動を視野に入れていた点、同盟重視に優先権を与えていた点から、保守政権が採る伝統的方

向性を示 したものであった。

 その一方で、キーティング前政権で萌芽した日豪の防衛協力は、戦略環境や国内政治の変化に影響

を受けることのない継続性のある外交政策として推進されていった。このことは、ハワー ド首相が日

本との関係重視を掲げていたこと、1980年 代末の野党党首時代、すでに日米豪3か 国による防衛協力

を提唱していたこと等から考えれば、当然の成り行きであった。そして1997年4月 、橋本、ハワー ド

両首脳間で開催された首脳会談では、日豪関係史上、初めてとなる安全保障面での協力の第一歩につ

いて一致をみるのである。

ZZ'Parliament ofAustralia
, Ian Mclachlan Minister For Defence, Press Release Australian-Japanese defence

 discussions, September 9,1996.228

外 交 青 書 「日豪 パ ー トナ ー シ ッ プ ・ア ジ ェ ン ダ 」313頁 。
229Department of Defence

, A ustralia's Strategic Policy,p.24.新 政 権 と な っ て 初 め て 示 し た 戦 略 方 針 にお い て 、

 「わ れ わ れ は 、 制 度 化 さ れ たPM会 談 を 通 じて 戦 略 的 な ダ イ ア ロ グ を 既 に発 展 させ て お り、 そ の 関 係 は 、

 慎 ま しや か なMM間 と の 連 携 に よ っ て 補 完 さ れ て い る 」(傍 点 筆 者)と 記 述 。
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 会談後の記者会見では、日豪間で安全保障協力を進めていくことが謳われ、アジア太平洋地域への

米軍のプレゼンス維持のために協力することが謳われた。従来の 「個別に協力」する関係か ら 「共に

協力」し、「共同感覚を作り出す」関係と位置付けられたことは、大きな進展であった。しかし、協力

の具体的中身は、現状維持にとどまるものであった。その理由は、中国をはじめとする周辺国への配

慮から両国首脳や政府関係者にも共有されていたことが挙げられる。とりわけ、豪州政府内には、中

国の台頭と軍事的透明性を理由に、日本との防衛協力推進に積極的立場と、経済関係の重要性から、

対中関係の悪化を危惧 し、慎重であるべきとする立場がある中、政府関係者は、慎重論で一致してい

た。このことは、豪州が 「中国との経済関係は最重要の課題」と認識 していたことが挙げられる。っ

まり、新政権発足後、一連の同盟重視によって対中関係への影響が懸念されていた状況において、日

本との防衛分野での協力を明らかにすることは慎重であるべきと考えたと言えよう。つまり、「協力の

強化」と受け取られることは、避けておかなければならないとの認識があった。

 その後、政府関係者の交流によって関係の修復が図られていくが、このことは、日豪の防衛協力推

進には、豪州にとって中国との関係は配慮すべき課題の一つであることを提示したと言える。とりわ

け、中国との良好な経済関係の維持が優先課題であること、中国の軍事力には憂慮の念を抱いており、

このことは前政権から一貫したものであること、そして、国家体制の相違から、誤解を生ずることが

予想されるが、このことを回避するためにも対話等の調整を通じて、透明性を図っていくことが重要

であると認識されている。

 このように、90年 代以降、推進されてきた日豪の防衛協力は、橋本、ハワー ド両首脳の下で、-致

をみた。その協力は、前政権で推進されてきた対話を中心とした協力と変わらないものであったと言

えるが、協力の一歩を記したことは事実であり、経済を基盤として構築されてきた日豪関係に安全保

障、防衛分野が加わったことは、戦後の日豪関係にとって大きなステップであった。
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第4章 相互補完的協力の萌芽-対 話か ら実際的な協力へ

 日豪両国は、対話を通じた防衛交流を積み重ねてきた。しかし、新世紀を迎える頃から、協力範囲

は、対話から実際的な協力へと拡大の兆しが見え始め、協力可能な地理的な範囲も拡大していった。

その象徴的出来事は、豪州の北辺からわずか 甜0㎞ の場所、つまり日本のサブ・リージョンとも言え

る東ティモールで、カンボジアPKO以 来となる実務協力が実現したことから明白と言えよう。日豪

関係史に関する一研究によれば、「東ティモールでは、日豪両国は参加国中、最多の人員を派遣した。

協力は後方支援に限定されていたとはいえ、『米国の地域の副官(regional lieutenants of the United

States)』として、国際連合の任務を支援した事例」であり、「最近の日豪の相互協力を的確に表象した

本質的事例であった」と評価している230。これまでの研究では、米国の東ティモールへの軍事的関与

が地上軍による直接的なものではなく、後方支援に限定された状況の下で、日豪両国が重要な役割を

果たした点を高く評価している。つまり、米国に支援の多くを依存することなく、連携が行われた点

を強調している。実際に、日本のあるメディアは、「東ティモールに関しては、米国政府高官がAPEC

での立ち話で、日本政府関係者らに避難民への人道援助を促した程度であり、日米同盟の影響をほと

んど受けなかった」と報じている231。本章でも同様の理由から、東ティモールへの日豪の対応を、米

国の限定的支援の下、地域のパー トナーとして連携した点に焦点を当てるが、以下二つの点をその理

由として加えたい。

 第一は、東ティモールへの対応が、豪州に地域安全保障上の役割に対する自信を植え付けるととも

に、自らの限界を認識させた点である。このことは、安全保障分野において日本との相互補完的関係

を構築するきっかけとなった。

 第二は、日豪の東ティモールでの連携と並行して、両国間の協力の在り方が多角的視点から再検討

され始め、安全保障分野における協力の態様が、対話から実務協力へ拡大していくことが議論された

点である。すなわち、本事例は、従来の対話中心の協力から地域における実際的な協力へ拡大し、相

互補完的な協力が実現するきっかけとして捉えることができる。

東ティモールについて扱った研究は彩しい数に上り、日豪の連携について考察した研究も一部に存

在する。しかし、それらは一様に、両国の防衛協力歴史において重要であったと主張するにとどまっ

ている。つまり、東ティモールでの連携が、どのような認識の下で行われ、以後の日豪二国間の防衛

230Yoichiro Sato
,``Japa】【卜Austraha Rda価ons=Fhends in Search of Bin血g Bonds,,'Ydc-血o Satq Satu】[jmay馬

 Japan in dynamic Asia copying with the New Security Challenges(Canberra:2003), p.214.231
『読 売 新 聞 』1999年9月21日 。 東 テ ィ モ ー)レ ＼の 貢 献 に 対 して 政 府 部 内 が1990年 の 湾 岸 危 機 に 比 べ て

 著 し く緊 張 を 欠 い て い る の は 国 内 法 の 法 的 根 拠 が な い こ と と と も に 、米 国 か らの 外 圧 を 受 け て いな い こ と

 と の 記 事 を 掲 載 。
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協力に、いかなる方向性を示唆するものであったのか、について考察されていない。米国の関与が限

定的となった状況において、豪州が、どのように主動し、日本を位置付けていたのかについて明らか

にするとともに、以後の防衛協力の方向性を示すためのものとなったのかについて考察したい。

 第1節 東 テ ィモー ル の騒擾 とハ ワー ド政権

 豪州では、1/!年 の介入までは、インドネシアによる東ティモール併合を容認する超党派の合意が

形成されていた。しかし、1998年 末頃から合意について変化が生じ始めた。

 11'年、インドネシアのスハル ト(Soeharto)大 統領が辞任すると、長きにわたって容認されてき

た政府の外交方針に反して、東ティモールへ同情を寄せる向きが豪州国内の中で、にわかに強くな り

始めた。このような国内世論を反映して、野党である労働党は、1998年10月 、一足先に東ティモー

ル独立を支持する方針へと路線転換を図ったが、この時点においてハワー ド首相は、基本的にはイン

ドネシアの併合継続を容認する姿勢を保っていた魏。

 そのような中で、1998年12月19日 、ハワー ド首相は、ハビピ(B.J. Habibie)イ ンドネシア大統

領に対して親書を送った233。その内容は東ティモールから段階的に関与を緩めるよう促すものであっ

た四。これには、「独立の気運が塙 まっているので、東ティモールの住民には一応、独立の是非を問う

住民投票を約束しておく。しかし、投票の実施は時期尚早という理由で延期する、という方法を検討

してみては」という趣旨の提言が記されていた235。つまり、「急激な変化は、大惨事に繋がりかねない。

それを回避するために段階的な解決方法を選んでは」というハワー ド首相の心境を反映したものであ

り、窮地に陥っていた隣国政府に対して問題先送りの入れ知恵をするという意味においては、ハビビ

政権への好意から出たものと解釈すべきであろう236。しかし、予告もなく唐突に送られた点において

は、外交的に極めて稚拙と言わざるを得なかった。その後、この親書と国際的な圧力によって237、ハ

ビビ大統領は東ティモールの独立に関して住民投票によって決定する、という驚くべき方針を発表し

たのである238。

a3i Commonwealth of Australia
, Department of Foreign Affairs and Trade, Fast Timor in Transition 1998-2000An

 Policy Challenge(Canberra:Brown and Wilton Integrated Publishing Services,2001).2
331bid

., Anne】【2, Text of肋"8㎜ 応 〃」Floxaard's teuer to PresidentHabibie, p.181.

 豪 州外 交 貿易省 政策 担 当者 との筆 者イ ンタ ビュー調 査(2008年8月8日)に よ れ ば、豪 州国 内 には、二

 次 大戦 中 の 旧 日本軍 との戦闘 にお いて東 テ ィモ ール 人 によ って助 け られ た との意 識 が あ り、と りわ け 世論

 形 成 に大 きな影 響 力を もつ退 役軍 人協会 の 中 にその意 識 は根強 い。 したが って 、長 きにわ た って国 民感 情

 には東 テ ィモー ル人 へ同情 を寄 せ る向 きが あ った。東テ ィ モール独 立 に関 して 、スハ ル トか らハ ビ ビへ の

 政権 交 代 は絶 好 の タイ ミング として 政府 関係 者 は認識 して いた とい う。
お4P磯r ChaU～ ∠副 血π∫b囎 加 π4D⑳ 膨1%侮 加 物8鰍 θげ 伽19992000(ﾟttsbo

urgh:RAND National

 Security Research Division,2001), p.40.aas
 The Bulletin ruith Newsweeks, September 21,1999, p32.

236豪 州外 交貿 易省 政策担 当者 へ の筆者 イ ンタ ビュ ー調査(2008年8月8日)よ れ ば
、ハ ワー ド首相 の親書

 は 「東 ティモ ール に 自治権 くらいは与 えて や って は ど うか」 との認識 を反 映 した もの で あった。
237『 読売新 聞 』1999年1月28日

。
238豪 州外交 貿 易省 政策担 当者 への筆 者 イ ンタ ビュー 調査(2008年8月8日)に よれ ば

、そ の 決定 と以後 の
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 1999年9月3日 、東ティモールでの住民投票の結果を受けて、結果に不満を持つ東ティモール併合

派の反乱に拍車がかかり、現地の治安は急速に悪化していった239。急速な事態の悪化に対して、頑な

に平和維持軍の介入を拒否し続けてきたハビビ政権であったが、9月 半ばに、国連によって東ティモ

ール国際平和維持軍(-NTERFET:lnternational Peacekeeping Force for East Timor)の 派遣が決定され

ると、受け入れざるを得なかった。そして、東ティモールと本土の北辺が、わずか500kmし か離れて

いない豪州に対して、-NTERFETへ の瀬 要請がなされたのである。

 9月6日 、コフィー ・アナン(Kofi Arman)国 連事務総長から東ティモールでの多国籍軍をリー ドする

準備があるか否かの確認の電話に対して、ハワー ド首相は 「ぜひや りたい」と答え、「48時間から72

時間の間に、2000名 を東ティモールへ派遣できる用意がある」と述べたという拗。その後、関係各国

の賛同を得るべく政府、軍両側面からの外交努力が10日 間にわたって行われた241。そして、9月19

日、ハワー ド首相は、全国向けのテレビ演説を行い、東ティモールの不安定化が周辺地域の安全保障

に多大な影響を与えることを懸念 し、人道的立場から東ティモール支援を行う必要性を訴え、軍の多

国籍軍への参加に対する国民の理解を求めた雄。多国籍軍への派遣に関しては、超党派で全国的に国

民から支持があり、新聞や雑誌メディアの論調もハワー ド首相への支持で埋め尽くされていた243。世

界中のメディアが東ティモール軍事作戦の最前線基地となったダーウィンに集まったことも手伝って、

豪州には高揚感が漂っていたと言われている測。

ここに、酬 は、㎜ ㎜Tの 主力としてベ トナム戦争以来、駄 顯 の兵力を国外へ派兵するこ

ととなったのであった。しかし、東ティモールの民兵の背後には、インドネシア軍が暗躍 していると

の情報があり、軍の派遣はインドネシア軍との軍事的衝突のリスクを冒すことを意味していた245。っ

まり、相対的に地域の軍事大国であるインドネシア軍との軍事的衝突を自ら招く恐れがあった。また、

各国の国防担当者の協議によれば、騒擾の鎮圧には1万5千 人規模の部隊が必要とのことであったが、

現時点では、豪州国防軍を倍増しても半分の兵力しか確保できないZ46。このような事態が起これば、

 事 態 が 急 激 に進 展 さ れ て い く状 況(Spiral Control)に 政 府 内 は 驚 樗 した と 述 懐 し て い た 。
239The

.Bulletin with Newsweeks, September 21,1999, pp.24-28.豪 州 政 府 の 東 テ ィ モ ー ル 直 接 選 挙 に 対 す る 外 交

 上 の 失 敗 を 指 摘 。
拗De卿m・--t・fF・mi即A勉s an面adらE耐 伽 曲 物

・伽,p.133.
2411bid

りP.134.
zaz Prime Minister

, Address to the nation, September 19,1999.
zas Walton

,"Japan and East Timor,"p.242.

  r日本経済新聞』1999年9月16日 。東ティモールへの多国籍部隊派遣の動きが出て以来、ハワー ド政権

 に対する国民支持率が上昇。豪紙 『オース トラリアン』が実施 した世論調査によれば、国民の51%が 保

 守連立政権を率いるハワー ド首相の仕事に満足していると答え、昨年10月 以来、最高の数字となった。
Zaa竹 田いさみ、森健、永野隆行編 『オーストラリア入門』東京大学出版会(2007年8月)、210頁 。
245r日 本経済新聞』1999年9月4日(夕 刊)

。独立運動指導者ラモス ・ボルタは米CNNテ レビで 「東ティ

 モールで起こっている暴力はインドネシア国軍、特殊部隊が引き起こしたもの」と発言
踊 『毎日新聞』1999年9月10日

。

  『読売新聞』1999年9月11日 。ASEANが 内政不干渉を理由に沈黙を守るなど、派遣をめぐる国際社会

  の不一致 も日を追って鮮明になりつつあり、派遣に積極的な豪州は焦燥感を募 らせていると記述。
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もはや豪州だけの自助努力だけでは打開困難であり、「現地での米軍のプレゼンスを何としても確保し

たい」というのが、ハワー ド首相をはじめとする政府関係者が一様に抱いた正直な心鏡 であったろう。

第2節 豪州と米国 -米軍介入の在 り方をめぐって

 2-1限 定的な米軍の関与

 ハワー ド首相は、!/1年7月 の時点で既に、クリントン大統領に対して米軍の支援要請を非公式に

伝えていた。米国は東ティモール情勢を把握する必要があったのであろう、7月15日 には、スタンリ

ー ・ロス(Stanley Roth)米 国務次官補(東 アジア ・太平洋地域担当)が 、東ティモールの情勢把握を

目的として現地入りし卸、開催予定であった豪米指導者フォーラムと、9月 にオークランドで開催予

定のAPEC(ア ジア太平洋経済協力会議 Aisa Pacific Econo血c Committee)に 備えて、豪州の政策担

当者と調整を行っていた鳩。しかしながら、地政学的位置、他戦域(コ ソボ)へ の米軍の展開などを

理由に、米国の東ティモールに対する認識は、「平和維持の役割を果たしたい場所ではない」というも

のであり、この認識は議会や国防総省の政策担当者に広く共有されていた、と伝えられている249。こ

の事実は、当初、豪州政府が抱いた米国への期待に添うものではなかったと言えよう蜘。

 米国の東ティモールに対する認識は、次第に表面化 し始める。8月30日 、シドニーで開催された豪

米指導者フォーラムでの会議の席上、カー ト・キャンベル(Curt Camp6e11)米 国防総省アジア担当補

佐官は、東ティモールにおける平和維持活動への支援については、「あまり気が進まない」と語 り、「た

とえ軍を派遣 したとしても、ほんの小規模なものとなる」と述べた251。また、アジア太平洋地域戦略

に関して強い影響力を持っていたダグ・ビュルター(D)oug Bereuter)米 国下院アジア太平洋小委員会

議長は、豪紙rキ ャンベラタイムス』とのインタビューにおいて、「米国の平和維持部隊が、東ティモ

ールへ派遣される可能性は低い」と述べた上で、「すでに多くの米兵が、ボスニア、コソボへ派遣され

ている。東ティモールは、米国が平和維持活動の役割を果た したい場所ではない」と語っている252。

っまり、米国議会の意向は強いものであった。当時の様子について、豪州外交貿易省政策担当者への

筆者インタビュー調査によれば、「地上軍派遣に対する米国議会の反対は根強く、地上軍の派遣が不可

能であったことは、早い段階から覆すことできない事実として認識していた。そこで、米国との交渉

加7The BulleBn with Newsw+eeks
, September 14,1999.

 『産 経新 聞 』1999年7月16日 。 ロス米 国務 次 官補 は 「自分 の 目で 直接 状況 を把握 す るた め」 と発 言。
期Ibid

,.
249 CNNSUNDAYMORMNG

, September 12,1999.
zso Commonwealth of Australia

, Parliamentary Debated House ofRepnesentatuves Official Hansard Thir[y-Ncnth

 Parliament Thirty-North Parliament Fust Session-Fourth Period, p.9932, August 10,1999.isi

 Canberra Times,August 30.1999.

zn lbid
.,

 CNN, September 9,1999.ヒ ュ-・ シェル トン(Hugh Sherton)統 合参 謀本 部議 長 は 「東テ ィモ ール には 米

 国の 国益 に対す る脅 威 は何 も存在 しな い。米 軍 はそ こへ派 遣 され な いだ ろ う」 と発 言 。
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の場では、いかにして効果的な支援を取 り付けるかに焦点が絞られていた」と語った253。

 米国の姿勢が顕著になっていく状況で、豪州は、米軍の東ティモールへの派遣を取り付けるための

活動を行った。ハワー ド首相は、クリントン大統領に対して、「米国が東ティモール平和維持軍へ参加

しないのであれば、国民は納得しない。われわれは、100年 以上、とりわけ、この50年 間は、最も緊

密な同盟国として米国のために貢献してきたからだ」と、過去、米国への貢献の歴史に触れつつ強く

訴えるとともに酬、ダウナー外貿相に至っては、米国の東ティモールへの関与を執拗に迫ったことで、

マデリーン・オルブライ ト(Madeleine Albright)米 国務長官から個人的に叱責を受けた、とも伝えら

れている255。その後、東ティモール問題は、国際的な場へと移り始める。

 「(東ティモールは)国 際的なイニシアティブを取るべき段階」との認識を示 したAPEC議 長国ニ

ュージーランドの提案によって、東ティモール問題を協議する緊急外相会議の開催が決まった256。こ

れは、経済問題を中心に協議するAPECに おいて、政治的な問題を緊急協議する異例のことであった。

東ティモールが、国際社会の問題として姐上に登りつつある中で、米国は関与のあり方を提示し始め

る。クリントン大統領は、APECへ 出発する前、「東ティモールにおいて、安全を供給する手助けと

して、多国籍軍を導入しようとする努力、とりわけ豪州の努力に敬意を表する」と評価した上で、「最

終的判断を下 したわけではないが、この任務をサポー トするための最善の方法について、議会と検討

している」と述べた257。

 トーマス ・ピカリング(Thomas R Pickering)国 務次官補は、東ティモールへの米軍派遣が検討段

階に入 りっつあることを明らかにしている。ピカリング国務次官補は、9月9日 の下院外交委員会に

おいて、「(平和維持部隊派遣に対 して)物 質的な協力や輸送、通信で、われわれの能力を活かすこと

ができるか、各国と協議している」と派遣に前向きな見解を示した。さらに、軍の派遣に消極的な理

由を語り、その理由として、①コソボ攻撃から日が浅く、新たな兵力の派遣について国民の理解が得

られるか否か分からないこと、②イン ドネシアが治安回復を急ぐことを表明したこと、③国全体によ

る残虐行為が行われたコソボ情勢とは状況が異なる、と発言している258。米国の支援策は、後方支援

の枠組みの中で検討され始めていた。

253豪 州 政策担 当者 へ の筆者 イ ンタ ビュ ー調 査(2008年8月8日)よ り引用
。

zsa Radio Interview
, September 10,1999.ass

 way Errington and Peter Van Onseln, John Howard The Biography(Australia:Melbourne University Press,

 2007),p.291.獅
『読売 新聞 』1999年9月8日 。

ZS'CNNLIVEEVENT/SPECIAL
, September 9,1999.

258堀 武昭 「オース トラ リアの覇権2」 『中央公 論 」(//1年12月)149頁
。堀 によれ ば、 ソマ リアへ の介 入

 で証 明 され た とお り、米国 国民 は 自国の 兵士 が あま り国益 に関わ らな い紛 争地帯 へ派 兵 され る ことに拒 否

 反応 を持 つ よ うにな った こ と、今 回の紛 争が太 平 洋 にお け る地 域安 全保 障 に当面 大 きな影響 を与え な い と

 判断 した ことを理 由と して述 べ て いる。
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 2-2米 軍 の介入決定 と評価

 2-2-1豪 米間の蛆飴

 1!1年9月12日 、クリントン大統領は、豪州などを中心とした多国籍部隊の派遣を全面的に支持

した上で、「米国は、他国部隊の輸送など後方支援への参加にとどめる」と発表した。米国の東ティモ

ールへの派遣が公式に表明されたのである。APECで の会議の席上、クリン トン大統領は、地上軍は

議会の承認が得 られないため派遣できないが後方支援については協力できる、との考えを明らかにし

たという259。後方支援に限定されたものとはいえ、豪州は東ティモールへの米軍の関与を取り付ける

ことに成功したのである。そして、9月17日 、クリントン大統領は、「米国にとっての最善の支援策

について、議会及び凛州政府と協議した結果、コーエン国防長官や国家安全保障委員会の勧告に基づ

いて、後方支援、通信、情報、人や物資の輸送など、支援の範囲には制限があるものであるが、重要

な分野において協力することを決めた」と発表し、後方支援の方向性を具体的に示したのである260。

 米国の介入に対する評価をめぐっては、豪州が、当初、期待していた地上軍派遣が実現しなかった

点を指摘 して、「豪米同盟の漂流」と論ずる向きがあった。確かに、東ティモールへ派遣された米軍の

規模は、相対的に見て小規模であった261。特に、国内では兵力不足からーNTERFETの 任務遂行を疑

問視する声があったこと、それに対応するため、国防軍の定員増、予備役の確保、兵員のローテーシ

ョンについて検討されていたこと、そして、同時期、近隣地域での米軍事演習へ大規模な米地上兵力

が投入されていた事実への不信感などを考えれば262、その意見は的を射た指摘と言える263。しかし、

実際のところ、米国の支援は、豪州軍関係者が期待した支援内容に沿うものであった264。例えば、豪

州政府は、東ティモール沖合に展開していた2500名 に上る米海兵隊の存在や、米国の情報源、大量輸

送能力が㍉ 任務遂行上、極めて有効であったと高く評価 した265。このことは米軍の派遣表明に対して

ハワー ド首相が、「同盟が機能している証拠」と述べたことからも明白と言えよう266。「豪米同盟の漂

流」と伝えられた原因について、エリック ・シュワルツ(Eric Schwartz)米 大統領補佐官(多 国間、

人道問題担当)は 、「米国の決定は、豪州側にとっては、あまりにも遅く、優柔不断な決定として映っ

259豪 州政策 担 当者へ の筆 者 イ ンタ ビュー調 査(2008年8月8日)よ り引用
。

260『 産 経新 聞 』1999年9月17日
。

261S
ydney Morning Heralr�September 27,1999.豪 州 は陸 軍定 員27000人 の うち ーNTERFETへ4500人 を派遣

 した。 米軍 の派 遣 は後方 支援 、情報 支援 要 員250人 。
z6z Commonwealth ofAustralia

, Parliamentary Debetes House ofRepresentatives Ogicials Hansard, September 20,

 1999,p.9932.当 時 、6500人 の米地 上 軍が 参加予 定 の演習(Crceodile 99)が 計画 され て いた。
z63 Commonwealth of Australia

, Parliamentary Debates House of Representatives Official Hansard, November 22,

 1999,p.12373.
2"Co㎜onwe舳ofAu舳 ψ 伽 醐 働 鵬 伽 曜 郷 επ励 郡(旗c媚 傭 蝋Se吻 …1

,

  1!/,p.10030.ハ ワ-ド 首相 は 「米国 の派遣 規 模 に対 して は十分 に満 足が い くもの」 と発言。

Co㎜onw酬 血0fA耐 幽P砺 伽 吻1地 』鵬 伽 曜 郷 ε伽 顔 旗 媚 晦 皿4 Se脚 …0,

 1999,p.9932.ダ ウ ナー外 相 は 「米 軍 によ る適切 な支援 につ いて は、軍 レベル で調 整後 、首 脳 間で 協議 した。

 米軍 が提 示 した もの は、豪 州 国防軍 が要求 して いた支援 そ の もので あ った」 と発言 。
26s Sydney Morning Herald

, July 24,2001.2"

The WeekendAustralian, September 17,1999.
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た。 しか し、その一方で、豪州の要請 は、米国側に とってあま りにも時期尚早 との判断があった」 と

説明 し、両国の見解の相違が招いた結果 と語 っている267。

 2-2-2豪 米の評価 とそ の意義

111年9月20日 、INTERFETが デ ィリへの展開を開始 して以来、約一か月という繍 間のうちに、

東 テ ィモール 情勢 は急速 に収 拾 に向 か って い った。 そ の後 、国連 東テ ィモー ル暫定 統治 機構

(UNTAET:iTN Transitional Administration in East Timor)へ の衡 のためにご支援 を継続、12月 上旬ま

でには任務 をほぼ完遂した268。そ して、米地上軍の関与がない状況で豪州が主動性 を発揮 した ことは、

豪米それぞれに方向性 を示唆 した。

 米国にとっては、地域への関与の在 り方に、一つの教訓 を示唆するものであった と評価 されている。

コリン ・パウエル(Colin Powel)米 国務長官は、同盟国、豪州に東ティモールへの対応を委ね るとの

認識 を示 し、「東ティモールは、地域の国々が、自らの地域の危機 に対 して、どのよ うに主導 していく

べ きかを示 したモデル」と評価 している269。また、 ピカ リング国防次官補は、以下のよ うな発言 をし

ている。

(豪州のリーダーシップは、今後、外交政策において、すべての人のために、あらゆる場所で米国が

主導性を発揮していくのではなく、支援に限定していくというモデルになりうるかとの質問に対 して)

 すべてに当てはまるとは言えないが、パー トナーの関係にある国が、どのようにすれば効果的に関

与していくことができるかを見極めながら、支援していきたい。

                 掴7灘 婚 資会だおげると勿 グン掴 臓獅 の縮 より易帰70

 また、国防政策の観点からも、同様な見方が存在する。コーエン国防長官は、東ティモールのよう

な活動における両軍の相互運用性をさらに高めることの必要性を述べている271。東ティモールに関し

て多くの研究業績があるジェームス ・コットン(James Cotton)に よれば、2000年 のブッシュ政権以

降、米国政府のスポークスマンは、米国が大規模な軍事的支援を供給している同盟国との関係につい

て、東ティモールにおける豪州の役割を理想とする 「自主自助のモデル」として引き合いに出す場面

2671bid
.

268D・p㎞ ・nt・fF・reignAft'air・ ・皿d Trade
,East Timorin Transition, p.148.

2697'he Econo
mis,"To arms,"(Febmary 3団2001),PP・75-76.

270C
ommittee on Foreign Relations United States Senate 106 Congress,JointHearingSerialNa106-68,

 September 9,1999, pp.22-23.271

US脱 卿men一 脱 職 伽oπ 制 伽 脚 伽 磁4㎞s(Washington D.C.,:Government

 Printing Of6ce,1988), p.231.あ る シ ス テ ム ・部 隊 が 他 の シ ス テ ム ・部 隊 に 業 務 を提 供 、 あ る い は そ こか ら

 業 務 を提 供 、 あ る い は そ こか ら業 務 の 提 供 を 受 け 、 そ の 業 務 を 効 率 的 に行 動 で き 、 運 用 で き る 能 力 。
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が多 くに見 られる、 と説明 している272。

 一方、豪州にとってみれば、米軍の関与が限定的であった中で、主動的役割 を発揮 した ことが同国

の地域安 全保障に対する自信 を植 え付けた一方で、自国の防衛力の限界を認識 させ ることとなった。

なぜな ら、これ をきっかけに して 自らの近隣地域に対す る安全保障上の役割 を強 く認識 し始 めている

273
。このことは、豪雑誌 『ブレティン ・ウィズ ・ニ ューズウィー クス』(The Belle血with Newsweeks)

274とのインタビューで
、ハ ワー ド首相が語った 「米国の副官(deputy)」 発言に顕著 に表れていると考

える275。

 インタビューでは、豪州が、地域の安定化に寄与する活動に積極的貢献を果たす姿勢を強調 してい

る。そして、そうした自国の行動を説明する際、豪州は、「米国の副官」のような役割を果た しており、

アジア太平洋地域における副官を務める、と述べている。さらに、「われわれは、欧州、西洋文明の国

であり、北米ともつながりが深い」と述べ、東ティモールへの多国籍部隊への派遣に関しても 「アジ

ア以外の(西 側の)国 との連携で成し遂げられた」と指摘し、今回の派兵が、アジアで安全保障上の

責任を担うという 「豪州の役割を確固たるものにしてくれた」と評価した。同発言は、インタビュー

直後、アジア諸国から痛烈な批判に曝され、速やかな撤回を余儀なくされたものの、同盟を基軸に、

地域のリーダーとして、地域安全保障に対する役割を演じていきたい、というハワー ド首相の気持ち

を率直に表したものであったと言えよう276。

 さらに、この地域の役割を担うとの認識は、2000年国防白書及び同白書の最新版からも見て取れる。

2000年 国防白書では、国土を防衛することのみでは防衛に資することはできないとしながらも、近隣

諸国ほど、防衛の優先度は高くなり、それらの地域の安定性を醸成していくことが重要であると主張

している。そ して、特に南西太平洋においては、リーダーとして、地域の大国として、重要な責任を

果たすと強調 している277。また、東ティモールから学んだ教訓として次の二点を指摘している。

272Cotton
, The rhetoric ofAuslralia's regionalpolicy, p.42.

 米 国 防総 省 ジ ェーム ス ・ク ラ ッ ド(Jmaes Crad)南 ア ジア、 東南 ア ジア担 当補佐 官代 理へ の筆 者 イ ンタ

 ビュー 調査(2008年3月12日)に よれ ば、 「地域 紛争 の解 決 に最 も能 力を発揮 で き る国が 担 当す る こと

 は 、 ご く当た り前 の考 え方」 と述べ 、 「平 和維持 活 動へ の豪 州 国防軍 の展 開率 は 高 く、米軍 以 上。そ の能

 力 は米 国 も見 習 うべ き」 と評 価 した 。
273朝 日新 聞 「自衛 隊50年 」取 材班 『自衛 隊 知 られ ざる変 容 』(2005年5月)225頁

。9.11テ ロ後 、国 際的

 な任 務 を重視 し、海 外 への本 格的 な展 開能 力 を持 った軍 に 再編す べ きだ との機 運が 生 まれた 。 しか し、ハ

 ワー ド首相 に とって東 テ ィモ ー ルで の多 国籍軍 を主 導 し、安定化 させ た体 験 が大 き く、国防 と(近 隣)地

 域 の課 題 が防衛 力 整備 の主た る基 準 とされ た。東 テ ィモー ルお いて 、豪州 軍が 予想 以上 に効 果的 に任 務 を

 達成 し、 国民 の支持 も高か った。
274堀 「オー ス トラ リアの 覇権?」149頁

。当 該雑誌 は 、豪州 の 『ニ ューズ ウ ィー ク 』と称 させ るほ どの伝統

 あ る雑誌 。
2757ん β認 励 砂励1》{膨 恋

,September 28,1999.
n6 AAP NEWSFEED

, July 29,1999.

 堀 「オー ス トラ リアの 覇権?」149頁 。 「米 国 は世界の 警 察官 で あ り、 豪州 はそ の代 理で あ る」 と公言 し

 た こ とは(本 人 はそ の反 響 に驚 き、そ の後 、否定)、 両国 の本 音 をいみ じ くも吐 露 して しま った と解説。
277 D)epartment of Defence

, Defence 2000, p.44.
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第一は、近隣地域(Our immediate neibourhood)278へ の安全保障に貢献できる防衛力を備えること

であり、特に低レベルの事態279に対応できる装備、能力を備える必要性を主張している280。

 第二は、国防軍の限界性である。近隣諸国への低レベル紛争への対応能力を獲得することは重要で

あるが、低レベルほど高度な能力を必要とすると指摘している。そこで、たとえ現有装備以上の能力

を獲得しても、自国のみによって対応することは困難であり、地域のパー トナーとの連携の必要性を

強調している。つまり、地域の安全保障上の役割を果たすことに強い意欲を示す一方で、防衛力の限

界性から自国のみので対応することは不可能であり、地域のパー トナーの支援を必要としなければな

らないと訴えていると言えよう。

第3節 漂流?

 3-1ハ ワー ドの苦悩

㎜ ㎜Tで 鋤 欄 徽 すことにりいて、ダウナー外貿相が 「i酬は、リーダーシップを取

らなければならない」と発言していたことからも分かるように、強い意欲を示していた281。そ して、

ピーター ・コスグローブ(Peter Cosgrove)酬 国騨 少将を㎜ ㎜T司 令官として派出するとと

もに、参加国中、最多の4500名 にも及ぶ兵士を派遣 した。豪州は、歴史上初めて、国際多国籍軍を主

動することに強い意欲を示していたのである282。

その一方で、6月11日 、日本は、国連東ティモールミツション(一:i/ly Miss-East Timor)

設立を受けて、資金援助はもとより、国連職員の派遣と物資協力を行うとともに、数日後には文民警

察要員を現地への派遣した283。この貢献に対してダウナー外貿相が、「日本はPK0へ 派遣しないであ

ろうが、㎜ ㎜Tの ために財磁 を約束してくれた」と述べているように、豪州は、一定の瑠

を示していた捌。しかし、ハワー ド首相は、7月8日 、訪日時に行った記者会見にて、「日本と豪州の

貢献策を比較することは、豪州と東ティモールの地理的関係を考えれば、フェアとは言えない。しか

し、もし、東ティモールとの関係において、われわれの負担が増大することになれば、日本に対して

人的負担を求めるであろう。」と述べていたように、人的貢献の重要性を認識していた285。このことは、

2781bid
., Defence 2000, P31.イ ン ドネ シ ア 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド、パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア 、 東 テ ィ モ-ル 、南 西 太

 平 洋 諸 国 を 指 す 。
71bid

., p.49.救 援 、 災 害 支 援 、 平 和 維 持 活 動 な ど と説 明 。
eo Ibid

.,p.49.
81CIVN

, September 13,1999.
82Walton

,"Japan and East Timor,"p.242.
8「 東 テ ィ モ ー ルPK0等 へ の 日本 の 取 り組 み 」外 務 省 くhtt

p:〃www.mofa.jp/mofaj小gaika!pko/et haken.htmP

 2008年12月23日 ア ク セ ス 。
284C0㎜0nwe田th 0fAu曲 甑Pbハ ㎞

碑 伽ρア0幼 破 ヨ5届o膨 σ 吻 肥碑 励 ∬{顔c刎 伽 鰐 嘱S甲 加 伽2α

199鴎 μ992Z C0㎜onwe舳ofAu血 甑1励 ㎜ ε吻1池 ㎞ 伽5ε σ 伽 慮 畷 旗 弼 伽 嘱

 November 22,1999, p.12371.zss

 TranscriptofthePrimeMinister TheHonJohnHowardMPPriess ConferenceJapan NationalFriess Club, July 8,
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豪州がINTERFETの 任務を遂行するにあたっては、地域諸国による広範囲な編成を望んでいたこと

が一っの理由であった2860東ティモール情勢が急転し始めた/11年9月 、ハワー ド首相はすでに、小

渕恵三首相に対してPK0へ の派遣要請を行っていた、と報じられている287。

 また、人的貢献の必要性を強く認識していた理由には、豪州国内の問題があった。元来、陸海空軍

を合わせても砺 人に満たない酬 は、国防軍の派遣に関して予算と人的側面の両面からIIVTERFET

の任務遂行に問題を抱えていた。これは、豪州にとって東ティモールへの対応期間中、慢性的課題で

あった288。派遣前、「国防予算の不足から、東ティモールへの豪州国防軍の展開は、よくても6か 月程

度」との声もあったように、国防費不足に対する懸念は、豪州にとって大きな問題であった289。また、

人員不足も問題であった。ジョン ・ムーア(John Moore)国 防相は、任務開始直後の9月24日 、「(東

ティモールでの任務が、)12か 月以内であれば対応できる。しかし、それ以上の期間に及んだ場合に

ついて、政府は現在、検討中」と述べていた290。キーティング政権で国防相を務めたキム ・ビーズリ

ー(Kim Beazley)野 党党首は、「東ティモールでの任務が、1年 以上、継続することになれば、予備

役(Researve)を 投入しなければ、任務を継続することはできない」と主張 している29]。

このような、予算、人員上備 に対して、ハワード首相は、「現在、㎜ 盟 π へ1蝿 の兵士

を派遣している。これらのコミットメントは、国防予算、軍を圧迫する」として、国防予算の増額、

陸軍の定員増加、予備役の確保と運用面に関する再検討といった対策を講じていった292。さらに、人

員不足に起因した派遣軍の質的低下の問題もあった。豪州陸軍の内部文書によれば、PKOと 現在、実

施されている展開にとって重要な工兵や医療支援、港湾誘導、情報支援、軍事警察といった後方支援

分野での人員不足と兵員の錬度低下によって部隊のローテーションが機能しないとの問題点を指摘し

ている293。

 3-2 日豪関係の漂流?

ハワー ド首相は、日本のPK0派 遣について 「憲法上の理由から、自衛隊を派遣することができな

い。日本が発展途上国の派遣費用のため1億 米 ドルの財政支援を高く評価する」と述べていたように、

  11!
286Departement of Foregin Affairs and Trade

, East Tumor in Transition, p.49.
2871乃8肋 凶8η4

!4腰 α伽 鵜November 20,/11
zas Chalk

, Australian Foreign and Diefence Policy, p.61.国 防 費 は90年 代 一 貫 して 減 少 し、 INTERFET任 務 開始

 当 初 の 国 防 費 は 、1990年 当 時 と 比 較 して30%の 減 少 と な って い た 。

 豪 州 外 交 貿 易 省 政 策 担 当 者 へ の 筆 者 イ ン タ ビ ュ-調 査(2008年8月8日)に よ れ ば 、 当 時 、 国 防 軍 の 人

 的 不 足 は 極 め て 深 刻 で あ り、 任 務 遂 行 の 可 否 に つ い て 疑 問 視 して い た と語 っ た 。
289躍 脚 痂 〃伽9肋 泌4Sep加mber 15

,1999.
z90 HobertMercury

, September 24,1999.
291Sydney Morning Herald

, September 22,1999.
292Co㎜onwe舳ofAu面 幽 」%伽 昭吻D勲51襯 σ 珈 επ励 顔 励 媚 傭 認

, Novem…2,

 1999,p.12373.z93
 TheAustralian FinancialReview, November 19,1999.
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日本国内の制約から派遣は困難であることを認識していた294。しかし、人員不足や国防予算上の課題、

国防軍の負担軽減を理由に、-NTERFETコ アリッションに派遣の履行を求めるべきとの野党の追及が

あったことを考えれば、日本に対して、財政支援に加えて人的貢献を強く要請することは時間の問題

であったと言えよう295。豪州は、派遣人員をピーク時の約ssoo名 か ら1500名 へと縮小していた2000

年7月 の時点でも、依然として最大の派遣規模で展開されており、より公平な負担を求めていた2%。

 豪州政府高官は、「自衛隊は、国際的にあまり知られていないが、装備と人的錬度は、十分な能力を

備えている」との認識を示している297。当時の豪州政府関係者にしてみれば、「確かに、日本には国内

の法的ハードルは存在する。しかし、国内の状況を考えれば、豪州にとっては、何とか日本の人的貢

献を引き出したい」との思惑があったであろう298。豪州のメディアは、「積極的なPK0の 役割を果た

すとともに、重い軍事的な負担を緩和するため、日本ヘロビーイング活動を行っている」と報じてい

る299。しかし、この人的貢献の重要性を強く認識していた豪州にとって、日本の貢献策に対する認識

の違いは、日豪間に緊張を生じさせたと報じている3011。先行研究は、豪州が東ティモールが国土の北

端から約蜘 ㎞ しか離れていない地理的位置にあることや、人権団体による抗議行動、国内世論、そ

してイン ドネシアとの関係の相違から、東ティモール問題に関する日本との温度差から、政府協議の

レベルにおいて不協和音を生じさせ始めていた、と説明している301。

 ダウナー外貿相は、『産経新聞』とのインタビューにおいて、日本の経済的貢献に謝意を示しながら

も、湾岸戦争において米国が用いた言い回しを用いて、「現状のままでは、日本は地域に問題が発生し

たとき、金を下ろせる銀行として見られるばかり。人的貢献は、地域からも歓迎される。そもそも二

次大戦は50年 以上も前のことであり、私の生まれる前のこと」と語り、東ティモールへ自衛隊を派遣

すべきとの考えを強調している302。また、豪州メディアは、日本に対 して、「豪州の政策担当者は、日

本の消極的な貢献について失望していた」と伝えている。1999年11月18日 の 『朝日新聞』は、「国

2舛Co㎜0nwe舳of Au血 幽 伽 澱伽 削例 切D8伽s 1鯉 σ 鞍 ε麗励
㏄(旗 媚 伽4 N0vem…3,

 1999,p.12371.

 The Age, October 1,1999.国 際的 な平 和維 持 として の行 動 に厳 しい制 約が あ る ことを記述 。
295C・ ㎜ ・nw・alth・fAu・舳 亀距 伽 … 伽 ワ働 燃 飾

娩 げ 吻 膨 ・励 醐 伽 刎 伽 榔嘱N・v・mb,,22,

 1999,p.12357.豪 州 国 防軍 の負 担軽 減 を求 める野 党 に対 して、ハ ワー ド首相 は 「コア リッシ ョン ・パ ー ト

 ナ ーが叉 当初予 定 の コ ミッ トメン トを完結 で き る ことは考 えて いな い。現 段階 で コミ ッ トメ ン トが 不足 し

 て い る と判 断す る こ とは 時期 尚早 」 と答弁 。
z96 Commonwealth ofAustralia

,Departement ofForeginAffairs and Trade,EastTimorin Transition, p.168.297
Sydney Morning Herab October 1,2001.

298豪 州外交 貿 易省 政策担 当者へ の筆 者イ ンタ ビュー 調査(2007年11月12日)に よれ ば
、 「人 的規 模、法 有

 装備 か ら判断 すれ ば、自衛 隊 に着 目す るのは 当た り前 の判 断で あ り、平 和維持 活 動 に対 す る豪 州の豊 富 な

 経験 と補 完で き る関係 」 と語 った0
z99 The Age

, October 2,2001.
3001bid

り

 当時 の 日豪 関係 につ いて以 下 に触 れ る 「漂流 」との表 現 につ いて 、豪州 外交貿 易省 政策 担 当者へ の筆 者イ

 ンタ ビュー調査(2007年11月12日)に よれ ば、 「『漂 流 』 との表現 は 言 い過 ぎか も しれ な いが 、そ の時

 期 は確 か にそ のよ うな状 況 で あった」 と語 った。
301Walton

,"Japan and East Timor,"p.242.
302r産 経新 聞 』/11年11月12日

。
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連多国籍軍を派遣する際の日本の豪州への対応と、多国籍軍活動への拠出金に対する豪州の 日本への

対応と東ティモールに対する豪州の突出感から、日豪両国間に疎外感が滞留している」と伝えている303。

 ディヴィッド・ウォル トン(D)avid Walton)の 研究によれば、当時の日豪関係は、日本の外交政策

資料の表現によって顕著に表わされていると主張している。

 オース トラリア(豪 州)は 、東チモール問題において、直接投票の結果判明後の多国籍軍の派遣に

積極的に関与した。他方で、豪州政府の強硬姿勢及び反インドネシアー色に近い豪州国内の世論 ・報

道は、結果的に、オーストラリア ・インドネシア関係の緊張を招いたほか、近隣諸国のアジア諸国に

警戒感を抱かせた。(傍点筆者)

                                   塊 交鱈1よ りダ膠 胴

 「従来、日本は、豪州との関係を積極的かつ好意的に取り上げてきた。しかし、既述(外 交青書)

の表現には、当時の豪州の政治に対する日本の明らかな批判が込められているとともに、二国間関係

の緊張状態が反映されている」と指摘している305。その理由としては、以下二つを挙げている。

 第一は、豪州が東ティモールの独立に関する従来の方針を急激に転換し、地域を不安定な状態へと

向かわせたことである。東ティモールの独立を支持するという豪州政府の政策の転換が、日本政府に

対 して与えた影響について、ダーリンプルは、「豪州が、インドネシアによる東ティモール併合にっい

て、不本意ながら認めていたにもかかわらず、東ティモールの独立を認めるという1998年12月 に行

った急激な政策の転換は、後々に勃発した一連の事件の引き金となったとともに、日本政府が、『責任

ある地域のパートナー』として捉えてきた、豪州に対するイメージを疑める結果となった」と述べて

いる306。

第二は、INTERFETに おける酬 のリーダーシップが玄、あまりにも独醐 であるとともに、酬 が

作戦の遂行のために行った、日本への財政支援の要請は、日本にとってみれば歓迎されるべき対応で

はなかったことが原因であった、と述べている。1999年9月4日 に発表された直接選挙の結果を受け

て、豪州は、この問題を国際的に扱うようになり、公的に米国や 日本のような同盟国、友好国から支

援を要求した。さらに国連から派遣の打診がない9月4日 、東ティモールの治安維持のために豪州軍

が中心となる多国籍軍の派兵案を作成し、国連とインドネシア政府などに対して派兵に向けた働きか

303r朝 日新 聞 』1999年11月18日
。 船橋 洋一 は、 東 ティモ ール へ の対応 に関 して 、 日豪 の政策 担 当者 間で不

 協和 音 が生 じて い る ことを紹介 。

 7'he WeekendAustralian, November 20,111.ハ ワー ド首相 が11月20日 、 メルボ ル ンでの ラジオ放送 にお

 いて 『朝 日新 聞 』が掲 載 した 内容 を否定』
304外 務省 編 『外交 青書 』

、平 成12年 度 版(大 蔵 省印 刷 局、平 成12年)131頁 。
sos Walton

,"Japan and East Timor,"p.242.306 1bid
, p.243.
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けを行った307。また、9月8日 のAPEC緊 急外相会議で、ダウナー外相は 「(東ティモールは)戒 厳令

の発令から24時 間経過 したが、現地の状況はさらに悪化している」と述べ、国連の承認が前提となる

ことを強調しながらも、治安の回復には外国軍の出動が必要との見方を示したと言う308。そして、日

本に対しては、発展途上国のDNTERFETへ の部隊派遣に対する資金援助を再三にわたって要請する

とともに、12月16日 に行われた ドナー国会議において、日本が多国籍軍の国連基金へ提示した1億

米 ドルに対 して、「日本政府の貢献策は、9年 前のペルシャ湾を想い出させる」と評価した309。

 第4節 日豪協 力の再検 討

 1999年9月 以降、東ティモールへの対応をめぐり、日豪の政府関係者間で生じていた不協和音は、

東ティモールとインドネシアに対する認識の相違が原因となって生じたものであり、ここ数年間の協

議と調整不足が原因の一つとなっていた、と言われている310。このことは、豪州が、戦後の対 日関係

の基盤である経済関係の停滞を背景として、関係再強化の方途を、多角的視点から模索していた時期

と軌を一にする。

 当時、豪州は、日本の社会や経済、国際環境の変化に伴って、永続的かつ堅固な対日関係を維持 ・

構築するための再検討作業を行っていた。『今日の日本の発展と豪州にとっての意義に関する調査』と

呼称された上院外交防衛貿易参考委員会が1998年3月 に設置されていた311。その目的は、日本の経済

状況、政治及び社会の変化を調査し、対日関係を強化するための政策提言を行うことであり、1999年

2月 以降、多分野の有識者からなる公聴会が行われていた。参考委員会は、2001年9月 に最終報告を

取 りまとめ、幅広い分野への政策提言を行っている。しかし、共通して言及されたことは、「日豪両国

の停滞した経済関係を反映し、その関係は現状に満足した状態に陥っている」との認識であった312。

2001年4月 、ハワー ド首相の提案によって開催が実現した 『日豪21世 紀会議』(以下 「21世紀会議」)

は313、このような両国関係を強く反映したものであったと言えよう。当時の日豪間の経済関係の停滞

について、寺田(2006)は 、「確かに日本は、依然として豪州最大の貿易相手国にして、最大の黒字を

記録する輸出先であり、豪州への投資額が3番 目に大きい国である。しかし、域内貿易自由化問題へ

の対応をめぐって日豪両国は正面から衝突しており、このことが両国関係のあり方にも影響を及ぼし

307r日 本 経 済 新 聞 』1999年9月5日(夕 刊)
。 ダ ウ ナ ー 外 相 は 「国 連 平 和 維 持 軍 を 派 遣 す る と な る と2、3

 か 月 見 込 まれ る の に対 して 、多 国 籍 軍 の 場 合 は 国 連 と イ ン ドネ シ ア 政 府 の 承 認 さ え 得 られ れ ば 短 時 間 で 派

 兵 可 能 」 と発 言 。
308『 毎 日新 聞 』 /11年9月9日

0
309Department of Foreign Affairs and Trade

, Facing North, p.252.sio

 Walton,"Japan and East Timor,"p.242.
311Th・Parham・nt・fComm・nw・alth ofAu・ 仕幽 伽 卿吻 ・乃 形即 噸 伽

, Defence andTradeReferences

 Committee Report, September 27,2001.siz

 T'he Parliament ofthe Commonwealth ofAustralia,"JapanPoliticsandSociety,"Report20ftheSenateForeign

 Affairs Defence and Trade References Committee(September 2001).313

prime Minister ofAustralia, Transcript ofthePrimeMinister The Hon John HowardMPAddress atthe

 Aus[ralia lapan conference the Quay res伽 ∬卿 ち5ン伽 の(April 29,2001).
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ていた」と説明している314。また、この関係は、豪州のみならず、両国に共通して見 られたものであ

り、21世 紀会議において提出された日本の報告書には、日豪関係を 「年を経た夫婦」に唇え、「両国

とも現状を維持することで満足 している」状態であるとし、その克服を両国政府に促 していたと言わ

れている315。

 このような背景の下、シドニーで開催された21世 紀会議は、日豪両国の各界有識者が21世 紀にお

ける日豪関係の将来について意見交換し、政府、ビジネス、メディア、学界等が、政治、安全保障、

経済等といった幅広い分野での協力を強化していくための方途を探ることを目的としていた316。会議

の開催にあたって、ハワー ド首相は、次のような演説を行っている。

 〈前略〉 日豪間の強い関係と広範な分野から得ている利益について、疑問の余地はないでしょう。

しかし、将来に向かってこの紐帯の在 り方を探求せずにして、この関係が当然のごとく継続されてい

くものと捉えてはな りません。この50年 間、われわれは、相互補完的な経済関係の下で、両国の関係

を構築してきました。しかし、その一方で両国の関係を支えているものは、現在でも経済的な紐帯と

貿易のままとなっています。地域の中で、豪日は、より重要な役割を果たすようになってきており、

地域における経済構造のみではなく、戦略的、政治的に中心的なプレーヤーとして重要になっていま

す。〈後略〉  (傍点筆者)

                       21Z動鉦』鱗 こおLげるノ、ワー/+F77H  』ζりタZ伊317

 会議は、戦略 ・政治的関係、貿易 ・経済関係、そ して文化、社会、科学技術 関係といった、多角的

視点か ら議論するものであった。 しか し、ハ ワー ド首相の演説後、両国の政府関係者は、二国間の貿

易 ・経済 と安全保障に関す る協力 ・対話、そ して文化交流とい う三分野に関 して、協力関係 を強化す

べきとの認識で一致 していた。つまり、豪州が、現状の経済的紐帯 にとどまらず、将来の 日豪関係の

探求 していた こと、貿易 ・経済及び文化における紐帯は、すでに戦後の 日豪関係を語る上で重要なも

のであり続けていた ことか ら考えれば、安全保障は、既存の関係を一層深めるための最重要テーマと

して認識 されていた と言える318。そ して、同分野(戦 略 ・政治的関係)で は、地域の問題(例:地 域

における米国の役割)、 サブ ・リージ ョナルな問題(例:東 ティモールや朝鮮半島)や 国境を越えた問

題に関す る、政府間対話の強化やセカ ンド ・トラックの対話 を行 うべきである、と述べ られるととも

に、危機対処能力の向上のための協力の拡大(例:平 和維持活動のための訓陳 、新 しい国境を越 えた

  314寺 田 「アジア太平洋における足跡」17-18頁。

  315同上。

  316「日豪21世 紀会議 AustralianーJapan Cenference for the 21S℃entury(概 要と評価)」外務省、2001年5月

   <http:〃www.mofaj.g0jp!mofaj小area!australia!21th,html>2008年1月10日アクセス。

  317 1bid., pp.1-3.

  318The Parhament of Comm0nweaDth 0fAu曲rah亀52π漉 伽 」憾σ41伽 窃gπ4θ蹴鵡1)⑳ π`2〃147h漉jRψ 泥〃α聡
   Committee Report:Government Response, October 30,2003.
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安全保障問題など)が 、『日豪の創造的パー トナーシップのためのシドニー宣言』(以下、「シ ドニー宣

言」)として提言された319。両国にとってのサブ ・リージョナルな問題が、共通のものとして認識され

るとともに、対話を越えた実際的な協力については、従来の 「平和維持活動」から 「危機対処」とい

う、より広範な活動を含むことが示されたのである320。このように、政府関係者や有識者間において、

広範囲な安全保障協力が謳われ始めていた中で、豪州は、東ティモールへの人的貢献を引き出すよう

一層強く要求し始めた。

 21世 紀会議後の2001年5月28日 に開催された日豪外相会談で、ダウナー外相は、田中真紀子外相、

中谷元防衛庁長官に対して、世界第2位 の経済力に応じた国際的な平和維持における責任を果たすよ

う求めるとともに、湾岸戦争で米国が日本に対して用いた表現を引用し、「負担分担の問題。日本が引

き受けるっもりのない危険を、なぜ負担しなければならないのだろう」と述べ、東ティモールPKO

への参加を要請したという321。そして、「憲法の改正は、日本自身が決定する問題であるが、憲法9

条の改正は、必然的に地域において激しい論争を巻き起こす。豪州国内では、退役軍人協会が懸念を

表明するだろうし、中国は反対運動を起こすだろう。要望しているのは、日本の平和維持活動であり、

それに対 しては、アジア太平洋諸国や中国からも反発も出ない」と語ったという322。

 日本の人的貢献は、2000年3月 、従来、平時の活動に限定されてきた国際協力機構(J【CA:Japan

Interantional Cooperation Agency)が 、いち早く首都ディリに事業所を開設し、異例とも言える国連

PK0が 展開する中での活動を行っていた333。そして、ここにきてようやく国連PKOに おける大規

模な人的貢献の在り方に関して、日本の貢献策が見直され始める。2001年6月21日 、中谷防衛庁長

官は、国連本部において、新たな国連平和維持活動が展開された場合、自衛隊の部隊派遣を前向きに

検討する考えを表明し、9月 には東ティモールの独立に合わせて最終的に部隊を派遣する意向を示し

た324。先行研究によれば、この日本の貢献策の模索は、小泉政権が安全保障、外交に関してより断定

的になるとのシグナルを豪州へ与えた、と述べている325。

 そして、11月6日 、小泉首相は、東ティモールへの貢献策として陸上自衛隊施設部隊を派遣する

ことを決定した。ダウナー外相は、「日本の発表は、小泉首相が地域の安全保障に対して、PKOを 通

じて、より積極的に取り組むことを明らかにした」と評価し、「東ティモールにおける国際連合の任

  「日豪21世 紀会 議」 外務 省、1頁 。

 The Age, May 1,2001.以 後 の 両国 の枠組 み として 評価 。

 Sydney Morning Herald, June 23,2001.

 Sydney Morning Heralry May 30,1999.

 皿CAホ ー ム ペー ジ<http:〃wwwjic乱gojp〆eastdmorlo伍oa伽d侃htmレ2008年11月15日 アクセ ス。

 草野厚 「政治 家 は東テ ィ モール 支援 の真実 を知れ 」『中央 公論 』(2000年11月)152-155頁 。元JICA職 員

 がUNTAET民 政部副 代 表 に選任 され る とと もに、自衛隊 や警察 が復 興 に積極 的な 協 力がで きな い状況 で 、

 JICA、 NG0が 支援 を実 施 。
324『読売 新 聞 』2001年6月22日(夕 唄D

。
325P曲G・ 巾g"」 叩an'・F・reign P・li・

y and EastTim・r,"ASIANSURVEYVo1.XL皿,No.S,September 10,2002,

 p.767.
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務を円滑にする」と述べた326。翌年5月 には、施設部隊680人 が、東ティモールに向けて出発したの

である。派遣決定後の5月1日 の日豪首脳会談において327、小泉首相は、「豪州の東ティモールでの

役割を評価しており、対東ティモール協力のあり方を豪州と共に考えていきたい。自衛隊の平和維持

活動に対する貢献も国内で理解が深まっている」と語っている328。これに対 してハワー ド首相は、「日

本が、域内安全保障上の役割を果たすことを理解してお り、東ティモールに対する貢献を大いに歓迎

する」と述べた。さらに小泉首相は、両国の協力関係を 「役割分担」との表現を用いて以後の日豪協

力を説明している。会談終了後に行われた拡大会合で、小泉首相は、ヒル国防相による日豪間の防衛

協力が順調に推進されているとの評価に対して、「日豪間で役割分担しつつ協調していきたい」(傍点

筆者)と 述べた。そして、首脳会談後の記者会見では、ハワー ド首相は、「豪州は、日本が何百人も

の自衛隊施設部隊を東ティモールへ派遣したことを感謝する。このような日本の積極的な関与を嬉し

く思う。日本の規模、域内における国力、世界における国力、そして、共通の価値観を有している点

にかんがみ、適切である」と述べたのに対して、小泉首相は、「(安全保障面に関する)豪 との関係は、

非常に重要であると話しあった。特に東ティモールにおいて、これからも豪州との協力も役割を分担

しながら実施していきたい。日豪両国は、安全保障面で特に米国を重視 しているが、日米豪の役割異

なっており(マ マ)、補完的に相互に協力できると考える」(傍点筆者)と 抱負を語っている329。

 21世 紀会議が開催されて以来、日豪関係再強化の方途を模索するため、一連の会議を通 じて行われ

てきた検討結果は、2002年11月 、東京で開催された 『創造的パー トナーシップのための日豪会議』330

(以下、「パー トナーシップ会議」)において、最終提言が発表された。同会議は、二国間の関係を強

化 し、地域的な貢献を行うためには、いかなる協力が可能か、との視点に立ち、検討が行われ、政治 ・

安全保障(第 一分科会)、経済(第 二分科会)、教育 ・交流(第 三分科会)及 び科学技術(第 四分科会)

の4つ の分野から構成されていた。

 佐藤行雄元駐豪大使、ホワイ ト元国防副次官を中心とする有識者で構成された第一分科会は、地域

のより拡がった安全保障環境や国境を越えた安全保障上の脅威とそのための協力、地域諸国のための

実際的な協力、防衛協力の強化について話し合われたという331。豪州側代表団の一人として、同分科

会に出席したある上院議員は、会議を全般を通じ、日本側の戦略的政策に対する考えが、以前よりも

sz6 AAP NEWSFEED
, November 8,2001.

327「 小 泉 総 理 大 臣 とハ ワー ド豪 州 首 相 と の 首 脳 会 談(概 要)」 外 務 省
、2002年5月1日

 くhttp:〃www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan!s」koi/asi」 ⊃acO2小australia_gai.htma 2007年12月1日 ア ク セ ス 。
328「 日 ・豪 首 脳 会談 後 の 共 同 記 者 会 見 」 首 相 官 邸

、2002年5月1日

 <http:〃www.kantei.gojp/jp/koizumispeech/2002!OS/Olkaikeahtml>2008年2月4日 ア ク セ ス 。

 飯 島 勲 『実 録 小 泉 外 交 』(日 本 経 済 新 聞 社 、2007年)82-83頁 。 小 泉 首 相 は 、 会 談 後 、 夕 食 会 で の ス ピ

 ー チ で 豪 州 に 対 して テ ロ対 策 等 の た め の 日豪 協 力 を 呼 び か け る熱 の 入 っ た演 説 を 行 っ た と記 述 。
329「 日 ・豪 首脳 会 談 後 の 共 同 記 者 会 見 」 首 相 官 邸

、2頁 。
330「 創 造 的 パ ー トナ ー シ ッ プ の た め の 日豪 会 議 共 同 議 長 ス テ ー トメ ン ト(仮 訳)」 外 務 省

、2002年11月7

 日～8日 く血ttp:〃www.mofa.go.jp小mofaj小area/australia小aj軣p_st.html>2007年9月1日 ア ク セ ス 。
331Parliament ofAustralia

, Senate」Mansard, Foreign Affairs:Australia,Japan Bilateral Relatiuonship, Aug耐13,

 2003.
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ずっと柔軟になっているとの印象 を受けた という332。そ して、会議の結果を踏 まえ、同分科会 は、以

下の提言 を示 している。

1 日豪両国が、共通の利益を単に認識する段階を越えて、これらの共有する政治 ・安全保障上の利

益を実現するため現実的な協力行動をとる方法を検討する段階に移 りつつある。

2 この現実的な協力は、最近の地域的 ・国際的安全保障環境、特に、9月11日 のテロ攻撃及びバリ

島の爆弾テロ事件の結果、一層緊急のものとなっている。

3 この環境は、幅広い二国間協力活動を可能にする。(傍点筆者)。

          驕 吻f一 小・ナーシッフ勿ための日燕会耕 易壌長ズテーみメンみ ㈱ ノより7,・

 本会議で示された提言は、21世紀初頭に発生 した国際問題によって、テロ対策が新たに加わ るな ど、

2001年4月 のシ ドニー提言 とは、やや異な った ものとなった。 しか し、東テ ィモールでの連携や9.11

テ ロ、10.12バ リ島テロを経て、安全保障分野での日豪両国の協力関係 は、静か ら動への転換期 を迎え

たのである333。

 小 結

 1999年9月 に勃発 した東ティモール における騒擾で、米地上軍は東ティモールの地 を踏むことはな

かった。そ して、米軍の介入が限定的 となった状況の下、豪州は、歴史上初めて国連多国籍軍 を主動

した。その任務は、当初の予測 に反 して、極めて短期間に任務 を達成できた ことや、犠牲者が最小限

にとどまっていたことなどか ら判断すれば、豪州のイニシアティブによ って、一定 の成果を収めるこ

とが艶 きたと評価できる334。以後、豪欄 繊 のリーダー として、近隣地域(Our immediate

neibourhood)の 安全保障上の役割 を強 く認識 したのであった。しかし、一方で、豪州は、国防予算や

人員の不足等か ら自国の国防力の限界を認識 した。つまり、地域安全保障上の役割 を強く認識す る一

方で、自国のみでは、その役割 を果たす ことはできず、地域のパー トナーとの協力が必要であること

を認識 したのであった。

 1990年 以降、協力を積み重ね、良好な関係を構 築しつつあった 日豪関係であったが、この東ティモ

ールへの対応をめ ぐって、「漂流」と善え られる状況が生 じていた。つまり、豪州が東ティモールの独

立 に関する従来の方針を急激 に転換 し、地域を不安定に向かわせた ことや、豪州のリーダー シップが

独善的と映った 日本 との間には、一時的な関係悪化が生じたのであった。

  3321bfd.,

  333第5章 で詳述。

  334東ティモールPKOへ 参加した陸上自衛隊関係者の話(2008年7月1日)に よれば 「アジア各国軍の主

   要な指揮官の大部分は、豪州国防大学への留学経験者であり、任務遂行上、この人的繋がりが有効に機能

   していた」と語った0
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 この両国の政府レベルでの行き詰まりは、ハワード、小泉両首脳のイニシアティブによって実現し

た21世 紀会議やパー トナーシップ会議といった-連 の会議は、再活性化を図る大きなきっかけとなっ

たと言えよう。これらの会議は、日豪関係を多角的視点から再検討するとの視点に立っているものの、

安全保障分野は重要なテーマの一つであった。このことは、従来の経済関係のみな らず、将来に向か

って紐帯を深めたいとするハワー ド首相にとって、安全保障分野は、従来の日豪関係の結びっきをよ

り一層強めるものとして認識されていると言えよう。21世紀会議では、安全保障分野での協力は、「共

通の利益を単に認識する段階を越えて、共有する政治 ・安全保障上の利益を実現するため現実的な協

力行動をとる段階」に移りつつあると説明され、地域において役割を分担するとの認識が共有され始

めた。つまり、対話から実際的な協力が検討され始めたのであった。さらに、日本の東ティモールPKO

への参加決定は、日本の貢献を引き出そうとしてきた豪州にとって、今後、地域での安全保障上の役

割を分担するというメッセージとして受け取られた。東ティモールでの連携は、「相互の安全保障、地

域の安全保障を強化するために、日豪両国が、どのようにして活動していくべきかを明示した一っの

例」であり、以後の協力緊密化に向けた動きの起点となった。
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第5章 相互補完的な協力の定着

東ティモールでの連携は、日豪二国間の防衛協力を、対話から実際的な協力へと飛躍させるきっか

けとなった。このことは、従来、平和維持活動のみに限定されてきた両国の実際的な協力が、平和維

持活動のための訓練や国境を越えた安全保障問題等を含んだ、幅広い協力を意味する 「危機対処」と

いう言葉によって示され始めたことや、現実的な協力行動を検討する段階にあると示され始めたこと

からも明らかである。そして、9.11テロ以降、対米同盟を基軸に日豪両国は、アジア太平洋を越えた

地域においても連携を経験する335。

 本章では、9.11テロ以降の連携から、相互補完的な協力が展開されていった過程を考察する。

 第1節 テ ロの衝撃

 ハワー ド首相は、2000年12月 、今後10年 間の国防政策の方針を盛 り込んだ国防白書 『防衛2000

将来の国防軍』336(以下、「2000年国防白書」)を連邦議会に提出した。2000年 国防白書の執筆メンバ

ーは、内閣国家安全保障委員会や超党派の議員により構成され、広範な関係者を巻き込んだ前例のな

い手続きによって編纂されたものであり、これまでに作成した国防白書の中で最も詳細なものであっ

た337。同白書は、豪州に影響を与える戦略環境を、次のように分析している。

 グローバルなレベルでは、相互に関係し合う二つの趨勢、すなわち、グローバル化と米国の一極支

配が、豪州の戦略的環境を形成する。そして、米国の圧倒的な軍事力と戦略的な影響力は、全般的に

安定したグローバルな戦略環境を支えている。アジア太平洋地域では、中国、日本及び米国の3国 関

係が東アジアの戦略的枠組みを決定するであろう。米中関係が台湾問題を原因として緊張する事態は

重大な意味を有し、この点は豪州の安全保障にとって重要となりうる。その一方で、周辺地域、すな

わち、東南アジア及び南西太平洋地域の国々は、地域の不安定及び主要国間の紛争の影響を受けやす

い上に、それぞれが独自の課題に直面している。そうした戦略環境の中にあって、その地理的な位置、

周辺諸国との良好な関係、国家間紛争の発生する可能性が低い地域にあること、地域的に強大な国軍

を有していること、そして米国との緊密な同盟関係のために、豪州は安全な国である。

                                      (傍点筆者)

335Department of Defence
, Defence 2000, p.37.

336 1bid
y

337朝 日新 聞取 材班 『自衛 隊 知 られ ざる変容 』224 ・225頁。 策定で は執 筆 チー ムの発 案 で、3か 月間、全 国

 の 主要28都 市 でタ ウ ンミー テ ィング を開催 し、 白書 の原案 を基 に住 民か ら意見聴 取 が実 施 された。
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功000病鰯 汐書ンより継 諺罐

 ところが、2000年 国防白書が公刊されて間もなく、9.11テロ及び10.12バ リ島テロが発生、地理的

優位性の下で 「安全な国」と捉えられていた同国に戦略環境の変化を強く認識させた。っまり、テロ

と大量破壊兵器の拡散という二つの大きな問題が新たに生起したのである。豪州は、同盟重視の名の

下、海外へ軍を派遣するという保守政権が選択する伝統的な対応を行うが、この過程は、後に日本と

の防衛協力を大きく進展させることとなる338。

 2001年9月10日 、ANZUSの 採択50年 を記念して、米国議会で演説を行うためにワシントンを訪

れていたハワー ド首相は、ブッシュ大統領との首脳会談に臨み、豪米両国の安全保障同盟の重要性を

確認するとともに、今後も軍事協力を、より一層強化していくことで合意していた。しかし、その翌

日、ハワー ド首相は、21世 紀の国際関係のあり方を大きく変える9.11テ ロという歴史的瞬間を直接、

経験することになる。この光景を滞在中のワシントンで目の当たりにしたハワー ド首相は、帰国のた

めホノルルへ向かう直前、記者団からの質問に対して、「米国から軍事的な支援の要請を受けてはいな

い。しかし、要請された場合には、もちろん支援する」と語り、米国への明確な軍事的コミットメン

トへの意思をすでに示唆していた339。そして、ハワー ド首相はキャンベラへの帰途、同乗していた ト

ム ・シーファー(Tom Scieffer)駐豪大使に対して、歴史上、「初めてANZUS条 約を発動することに

なる」と伝えていた禰。

 豪州政府は、9.11テロを 「戦争行為」として認定し、事件直後から全面的な対米支援を行うための

検討作業に入った。このような迅速な政府の行動は、ニューヨークの世界貿易センタービルには、約

100人 の豪州国民が勤務していたことから、9.11テロは米国自身の問題ではなく、自国の問題として

受け取られていたことを反映したものであり、豪州国民もハワー ド首相の行動を高く評価していた。9

月14日 、ハワー ド首相は、米国への支持を公式に表明し、ANZUS同 盟国として対米軍事協力に踏み

出すことを決断し、米国政府との調整作業に入った341。ブッシュ政権は、「テロの効果的な報復に関連

して、両国は緊密に協議を開始する」との声明を発表し、米豪両国が、今後あらゆる局面で協力する

ことを強調した。また、ハワード首相も 「(9.11テロは)豪 州、ニュージーランド、米国相互安全保障

条約で定めた集団的自衛権を行使する条件を満たす」との合意に達 した、と発表し、米国の対テロ軍

事行動に対して、ANZUS第4条 に基づき集団的自衛権 を発動し、米国が対テロ軍事行動を開始した

場合には、同行動に参加することが決定されたのである342。その後は、対テロ軍事作戦に、陸海空軍

338第3章 記 述
。

339Sydney Morning Herab September 14
,2001.

340Wayne and Peter
, John N伽 吻 〃 」%D冊4 P3〔 凧sa

i Prime M血inter J・ ㎞H・ward
, Speeches Tanscriptoftheproimeminister TheHon John Hof+aardMPPress

 Conferrence 14 September(September 14,2001).

 <http:〃pandora』ila.govau!pan110052小20011121-00001wwwpm.gov.au小news!speech>accessed on May 12,2008.saz

 Department・fFxternal Afl'airs, Secu吻Treaty BetweenAusdaliqハ 伽 ・Zea-andand The UnitedStates of
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の兵士1550人 を派遣す ることを決定 し、10月には特殊部隊150人 と空中給油機2機 の派遣 を決定 し、

以後、対米軍事作戦への支援 を明確に打 ち出 して いった。 しか し、その一方で、対米同盟の優先の姿

勢 をより鮮明にし、「テロとの戦い」を遂行 していった豪州は、翌年10月 、地域 において豪州国民を

狙 った と考え られる国際テロによる悲劇 を経験することとなる。

 2002年10月12日 、イン ドネ シアの世界的リゾー ト地、バ リ島で、爆弾テロ事件(以 下 「10.12バ

リ島テロ」)が 発生した。 この事件は、「イン ドネシア史上最悪のテロ行為」 と言われ、約200人 の人

命が犠牲 とな る結果 とな ったが、被害者の大半が豪州人であった ことか ら、豪州を標 的に したテロで

あった可能性が高 いと考え られた343。10.12バ リ島テロが発生した翌 日、ハ ワー ド首相 は 「(10.12バリ

島テ ロに関 して)明 らかにテロ行為」と声明を発表 し、ダウナー外相は、「アルカイダ(Al Qaida)と

の関係が指摘 され るイスラム武装組織 『ジャマ ・イスラミア』(Jemaah lslamiyan)が 、事件にかかわ

った可能性が高い」との見方を示 した鋼。そ して、10月26日 には、ハワー ド首相は、10.12バ リ島テ

ロを受けて、反テ ロ対策 の強化方針措置を発表 した。

 このよ うに、10.12バ リ島テロは、国際テロの脅威が、もはや豪州の国土か ら離隔 した場所で生起す

るのではなく、眼前の地域 において、国際テ ロの脅威が迫っていることを国民の前に突 き付 ける結果

となったのである。

第2節 安全保障戦略の見直しと日豪の連携

 2-1豪 州 の安全保障戦略の見直 し

 9.11テロと10.12バ リ島テロは豪州政府に対 して、戦略環境の変化を強く認識させるとともに、安

全保障政策の見直しに喫緊に取 り組む必要性を迫られた。2003年 に公刊された国防政策白書 『豪州の

国家安全保障 国防最新報告2003』(以 下 「03国防最新報告」)では、9.11テロ以降の国際環境の変化

や対テロ戦略について、多くの紙面が割かれた。つまり、一連のテロ事件345への対応を示すものであ

った。

 03国 防最新報告では、「豪州の戦略環境は、前回の国防白書(2000年 国防白書)が 公刊された当時

と比べて激変した」と総括した上で、「テロリズムの脅威と大量破壊兵器の拡散(WMI):Weapons of

 A〃Terica, p.4.第4条(Ar臘lelV)に は、「両国は太平洋地域における武力攻撃が、われわれ自身の平和と

 安全に対して脅威である場合、憲法の手続きに従って共通の脅威に対応するために行動をとる」と規定。

  r日本経済新聞』2001年9月20日 。世論調査によれば、国連の承認を得ていないとして6割 が派兵に反

 対する中で、ハワード首相は19日 国営ABC放 送のインタビューで、テロの軍事報復作戦に豪州地上軍
 を派兵する用意があると表明していた。
343P日本経済新聞』2002年10月14日

。事故直後の報道によれば、欧米人を中心に死者187人 以上が出たこ

 とを伝えている。最終的には、202人 の犠牲者のうち、88人 が豪州人であった(日 本人2名 が犠牲)。
粥 同上。
3452003年4月2日 にはフィリピン、2004年8月3日 にはジャカルタの豪州大使館前においてテロが発生し

 た。10.12バ リ島以降、地域においてテロが連続して発生。
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Mass I)esiruction)は、現実的な脅威となっており、豪州のすぐ傍らで起こりうる。この現実は、10.12

バリ島テロによって明らかとなった」と説明している346。特に、テロが発生し、周辺諸国で犯人が逮

捕されたことは、周辺諸国の政治的脆弱性、政治力の低下、テロを把握する困難さを示すものであり、

豪州への脅威を増大させる結果になったとしている。つまり、豪州の位置する地理的優位性や近隣諸

国との良好な関係、国家間紛争の減少によって、「現在の豪州は安全が確保された国であり、適切な防

衛力と米国との緊密な関係によって、国土への直接的な軍事攻撃は考えにくい」と断言していた3年

前と比べて躍、主要国家間による直接的な軍事攻撃の可能性こそ低下したものの、WMDや テロとい

う新たな脅威の出現によって、もはや豪州の地理的優位性によってのみ、安全を担保しうるものでは

なくなったのである瑚。そして、国内外において脅威が塙 まっている国際テロリズムへ対処するため

には、豪州政府の取 り組みとして、「問題は、自国のみの努力によって達成できるものではなく、地域

的なアプローチと、グローバルなアプローチの二つの手段が必要」と結論付けている349。

 豪州にとってテロは、グローバル、リージョナル、ナショナルの三つのレベルの脅威として認識さ

れている。グローバルなレベルでは、米国とともに 「テロとの戦い」に参加し、ナショナルなレベル

では、テロリズムという概念を法制度の中に組み込み、各種の法改正を行ってきた。しかし、「豪州国

民に対するテロの脅威はグローバル。しかし、豪州へもたらす影響は、バリがその顕著な例として挙

げられるように近隣諸国で最も大きい」と説明されているように、地域におけるテロは、豪州の安全

保障にとって直接的な脅威であることが認識されている350。つまり、テロは地域によって三つのレベ

ルに区別されるが、その中でも地域を最も重視しているのである。当時、国防副次官を務めていたホ

ワイトによれば、9.11テロ以降、国際的な任務を重視し、海外への本格的な展開能力を持った軍に再

編すべきとの向きがある中、ハワー ド首相は地域への関与をより重視する方針を示したという351。ダ

ウナー外相は、「バリは、テロが豪州の戸口で起こりうることを証明した」と述べながらも、「シンガ

ポールやニュージーランドを除いた地域諸国は、テロへ対処する能力を備えていない。したがって、

地域におけるテロへの対処を確立 しなければ、この地域がテロの温床となりうる可能性を否定できな

い」とし、地域における対テロ対策の重要性を強く訴えている352。また、『国境を越えたテロリズム:

ﾟa6 Department of Defence
, A Defence Update 2003, p.9.347 Departemnt of Defence, Defence 2000, p.9.

sas lbid
., p.9.

 Department of Foreign Afff血 ・s and Trade Advancing the NatinallnterestAusualia'sforeign and tradepolicy

 whitepaper(Canberra:Australian Government Printing Service,2003), p.8.349

Department of Defence, A Defence Update 2003, p.13・
3so Commonwealth ofAustralia

, Advancing the Natinal Interest p.xi.
351朝 日新 聞 取 材 班 『自衛 隊 知 られ ざ る 変 容 』225 -226頁 。 ヒ ル 国 防 相 は2002年 、近 隣 地 域 へ の 関 与 を 重 視

 す る 安 全 保 障 の 在 り方 に疑 問 を 提 起 し 、テ ロ と の 戦 い を は じ め グ ロ ー バ ル な 課 題 に 重 点 を 移 す べ き と の方

 針 を 示 して い た 。 しか し、 ハ ワ ー ド首 相 の 意 向 を 受 け 、2003年11月 、 「国 防 と(近 隣)地 域 の 課 題 が 防

 衛 力 整 備 の 主 た る 基 準 に な る べ き 」 と述 べ 、 軌 道 修 正 した 。
352The Hon

.Alexander Downer, MP,Speech to theAustralian Chamber ofCommerce,Terrorism andStability in

 the Region:The A ustralian Government's Perspective, Shanghai, November 11,2002.

 <http:〃www.foreignn血rister.gov. au/speeches/2002/021111」秣uspersp.html>accessed on September 12,2007.
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豪州への脅威 』と題された政策 白書では、次のように説明されている353。

 米国は、「テロとの戦い」を推進 していく過程で生ずる負担に耐えかねない状況となるべきではない。

そのためにも豪州は、地域の中で、テロリズムに関する情報や法執行、軍事的行動といった幅広い手

段によって貢献している。〈中略〉 太平洋諸島の対テロリズムを支援していくため、日本、英国、

EU、 ニュージーランドといった(有 用性からみて)価 値のあるパー トナーと、対テロリズムへの関与

を強化 したい。  (傍点筆者)

                     鶴 を艦 たテログズ払'酬 への伽 より鰭 易朔

 2.2 地域 にお ける連携

 2002年5月1日 、9.11テロ後、初めての開催となった日豪首脳会談では、テロ対策を中心に話 し合

いが行われた。そこでは、テロ対策のためのハイレベル協議の開催や防衛庁長官による早期の訪豪、

安全保障分野での協力強化について一致した。さらに小泉首相は、ハワー ド首相に 「東アジア共同体

構想」を提案し、地域安定化のための協力の重要性について述べた。また、会談終了後の政策演説に

おいて、東ティモールでのPK0や 密輸といった国境を越えた問題の解決の重要性について言及 し、

日豪の安全保障協力が 「スローガンから実行の段階」へ移行していると述べた。そして、この首脳会

談での合意に基づき、8月20日 、キャンベラにて日豪防衛会談が開催され、ヒル国防相と中谷防衛庁

長官は、大量破壊兵器の拡散防止に対する国際的な努力の重要性について合意している354。つまり、

9.11以降、日豪両国間の防衛協力に、テロ対策を中心とした実際的な協力が謳われ始め、さらに10.12

バリ島テロは、その関係をさらに急速に推進させることとなる。

 以前から、日本のテロ対策能力の重要性について注目していたダウナ0外 相は355、訪日時の小泉首

相との会談において、バリ島の爆弾テロ事件に関連 して、インドネシアへのテロ支援対策などで日豪

が情報交換を行うことを提案し、テロ対策で日豪間の連携を深めていくことの必要性を強調した356。

そして、日本とのテロ対策を推進する点に関して、「われわれは、東南アジア諸国の対テロ能力を強化

するために、それらの国々を支援する方法を模索している。これは、日本においても同様に実施して

いる。日豪は、これらの分野において専門的な技術を与えることができる」と語った357。このテロ対

策に関する両国の認識は、すぐに-一致することとなる。

 2003年7月16日 、東京において、両首脳による 『国際テロリズムとの闘いに関する協力について

353A瞳 曲 ・(沁 … ㎜ ・nち出・1)・剛m・n…C・ ㎜uni・ ・廿0皿馬1㎡ ・m・"・n Te・㎞ ・logy・・d山
・A瓜

 Transnatinal Terrorism:The Threat To Australia(Canberra:Natinal Capital Printing,2004), p.78, p.96.ssa
 Au・ 圃 皿(.o・ ・㎜ 蝋Me伽Re鷹 ∠儲 血 ・吻 側D@… 眺,Au鯛20,2002.

355Sy吻 のノ乃4りruing Herab November 8
,2002.3s6

 The Age, November 8,2002.
357 1bid.,
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の日豪共同声明』(以下、「テロ共同声明」)が発表された358。テロ共同声明では、「地域におけるテロ

リズムの脅威は依然として深刻であり、10.12バリ島テロは、テロの危険を日豪両国に強く思い知らせ

ることになった」ことが確認され、「日豪両国は、地域、特に東南アジア諸国のテロ対処能力向上のた

めの支援について差し迫った必要性を認識する」と述べられた。そ して、テロ共同声明に付属された

「行動計画」に従って、テロリズムとの戦いに関する協議や協力、調整を強化することが合意された

のである359。

 地域におけるテロ対策への取り組みは、政府首脳レベルによって協力枠組みが整備されていくにっ

れて、実際的な協力活動も行われ始める。「拡散に対する安全保障構想」(Proliferation Security】[nitiative,

以下 「PSI」)360への取 り組みは、その代表例として挙げることができよう。

 2002年12月 にブッシュ大統領によって提唱された当初から、日豪両国は、主要15か 国の一員とし

て、PSIへ 精力的な取り組みを行った。2003年9月 、 PSIの 一環として、第一回目の多国間演習 「パ

シフィック ・プロテクター03」(Pacific Protector O3)が 、豪州クィーンズランド沖の珊瑚海で行われ

た。本演習には、アジア、欧州諸国を中心に合計11か 国が参加、日本からは海上保安庁の巡視船、豪

州からは海軍、沿岸警備隊の艦船、航空機が参加した361。演習の具体的内容は、法律で所持などが禁

じられている化学兵器関連物質を積んだ日本船が見つかり、管轄権を持つ海上保安庁が各国の協力を

得て立入検査を実施し、関連物質を押収するシナリオであった。演習シナリオは、パリでの参加国に

よる調整会議によって作成されたものの、ホス ト国である豪州は、法的垣根の高い日本へ積極的な参

加を促すために、演習シナリオにおいて、日本へ参加を促すべく特別に意を払うととともに、米国へ

も同演習参加について、積極的に要請 したと言われている362。さらに、注 目すべき点は、内外から高

い評価を受けたこの多国間演習が、クィーンズランド沖合で実施されたことであろう。二次大戦にお

いて、日本軍の捕虜となった生存者や、その遺族が多数を占め、反日感情が根強いとされるクインズ

ランド州において、決して軍事的色彩は強いものとは言えないものの、豪州の主動の下、日豪両国が

連携した演習において成功を収めたことは、日豪防衛協力の進展を示すものと言えよう。

358「 国際テ ロ リズム との闘 いに関す る協 力 につ いて の 日豪共 同声 明(仮 訳)」 外務省
、2003年7月16

 <http:〃www.mofa.go.jp/mofaj/area!australia/ja」terro s.html>2007年4月21日 ア クセ ス。
359同 上

、2頁 。行 動計画 は、① 情報交 換、② 東南 アジ ア諸国 の テ ロ対 処能 力 の支援 、③ アジ アの地 域 機構 の

 テ ロ対 処能 力 の支援 、④ 生物 ・化 学テ ロ対 策 、⑤ テ ロ関連 安保 理事 決議 の実 施推 進、⑥ テ ロ対 策関 係機 関

 の能 力向 上、⑦ 大 量破壊 兵器 の不拡 散 の7分 野 によ って構 成 。
360 「拡散 に 対す る安全 保 障構想(Proliferation Security Initiati▼e:PS1)」外務 省

、平成19年2月15日

 <http:〃www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fukaku」 小psi/psi.html>2007年7月21日 ア クセス 。

国 際胎 の平和 と錠 に対 す る脅威 で ある旭 破 顧 器-ミ サ イル 及 びそれ らの関渤 資 鉱 散 を趾 す

 るた めに 、国際法 ・各国 国内法 の範 囲内 で、 参加 国が 共 同 して と りうる移転(transfer)及 び輸送(transfer)

 の阻止 のた めの措 置 を検 討 ・実践 す る取 組。
361Australian Government Department ofDefence

, Piｺ吻1〃励loπ5κ吻 傭 励 り伽 π劾 伽 頃`乃 騙ヒ吻r O3

 0verview, Mareh 14,2006.<hrip://www.defence.govau/psi/exppO3.htrn>accessed on May 15,2008.362
Andrew Newman and Brad Williams, Australia-Japan security cooperation TheProliferation Securitylnitiative,

 pp.107-108.
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 この多国間演習は、翌年の10月 、日本がホスト国として相模湾沖合の海上で計画、実施した。アジ

ア太平洋地域近隣諸国のうち、同演習を主催できる国は、日豪とシンガポールだけであり、その点か

ら考えれば、日豪両国は、同地域におけるPSIを 主導する責務を担っている状態にある363。ヒル国防

相は、訪日時の演説において、次のように語っている。

 〈前略〉 豪州がホス ト役を務めた珊瑚海での訓練において、日本は他のパー トナーと共に参加し、

効果的な成果を残すことができました。米国の国際的な力は偉大です。 しかし、それでさえも、9.11

テロでは、多くの犠牲者を出すこととなりました。米国に頼 りすぎることは適切ではなく、グローバ

ルな安全保障上の責任を分担することが、われわれにとって重要であると言えます。さらに、その一

方で、米国が求める分担を実行すること、友好国、同盟国に米国が頼ることができる関係を構築する

ことも重要です。日豪は、最近、新しいレベルでのパー トナーシップを構築していることを歓迎する

とともに、PK0や 対テロ、対不拡散活動において現在の協力レベルを構築しなければなりません。

 〈後略〉  (傍点筆者)

                                 とノC,di」,_説か5易族押

 2・3地 域 を越 えた連携

 1990年 から始まった防衛協力は、専ら、アジア太平洋地域内において協力が積み重ね られてきた。

ところが、米国主導の 『テロとの戦争』の中では、地域を越えた場所での連携を経験する。日本の自

衛隊と豪州国防軍によって行われた連携は、当時、両部隊が展開していた場所から判断すれば、偶然

の連携として受け止められる365。しかし、偶然の出来事とはいえ、連携によって得られた認識の変化

は大きい。そのことは、メディアによって、『日豪安保協力の象徴』として報じられるとともに、「防

衛関係を図る指標」として高く評価されたことからも明らかだ366。

 それは、2004年1月 以来、自衛隊が復興支援に従事していたイラク南部のサマワにおいて生じた。

同地域の警護を遂行 していたオランダ軍が、治安悪化などを理由に撤退を表明したのである。オラン

ダ軍は、2003年 以来、イラク南部に1200人 規模の部隊を派遣 していた。一度は派遣の延長を行って

たものの、2004年5月 に発生した兵士の死亡事件を契機とし、国内に撤退論が高まり、2004年11月 、

363ア ジ ア 太 平 洋 地 域 に お け る ホ ス ト国 は
、 次 の と お り。2003年 「パ シ フ ィ ッ ク ・プ ロテ ク タ ー03」:豪 州 、

 2004年 「チ ー ム ・サ ム ライ 」:日 本 、2005年 「デ ィ ー プ ・サ ブ レ 」:シ ン ガ ポ ー ル 、20〔16年 「パ シ フ ィ ッ

 ク ・プ ロ テ ク タ-06」:豪 州 。
s6a RobertHillSpeech

,"The War on Terrorism and the wider internationalsecurity situation in EastAsia"719`

 Winston Park Conference Hakone, Japan, September 30,2003.36
5豪 州 国 防 省 政 策 担 当者 へ の 筆 者 イ ン タ ビ ュ ー 調 査(2008年2月12日)に よ れ ば 「日本 と の 防 衛 協 力 は

 地 域 内 を想 定 と し て い る 。 地 域 外 で の 協 力 と な っ た イ ラ ク は 『特 殊 な 例 劃 と 語 っ た 。
366Australian Government Department of Defence

, Australia's Natinal Security A Defence Update 2005(Canberra:

 2005),p.16.
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翌年3月 をもって撤退することを明らかにした367。同地域の治安を担当する英国は、撤退するオラン

ダ軍の空白を埋めるため、「治安と安定を確保すべく責任を持って多国籍軍の調整を行う」としていた

ものの368、調整は難航していた。そのような中で、豪州の存在が浮上したのである。

豪州国防軍の増派については、数週間前からダウナー外貿相が英国政府と調整に入っていた。2005

年1月29日 、ジャック ・ス トロー(Jack Straw)英 外相が、訪英中のダウナー外相と会談 し、豪州へ

の増派を打診 していた。そ して2月4日 には、ス トロー外相は、ハ ワー ド首相 に対 して書簡 を送 り、

サマワの自衛隊を護衛するための増派 を正式に要請するとともに、 トニー ・プレア(Tony Blair)英

首相は、電話でハワー ド首相に対 して要請 していた369。さ らに、ブレア英首相が電話会談 をする前の

2月18日 、小泉首相がハ ワー ド首相へ直接電話 をか けて増派を要請 した とされる370。このように英 日

両首脳か らの要請 を受けていたハワー ド首相 は、2月22日 、1400人 のオ ランダ軍 に代わ って、国防軍

を派遣するという決断を下 したのであった。

 豪州が決断に至った背景には、米英両国からイラクへの軍事的コミット不足を指摘する声が高まっ

ていたことが考えられる3710豪州は、2005年3月 現在、イラクとその周辺国に920人 を派遣し、イラ

ク国内には約450人 を駐留させていた。しかし、イラク国内で復興支援関連に従事している豪州軍は、

開戦時に派遣した約2000人 の戦闘部隊に比べて5分 の1に 過ぎない。しかも、その任務には戦闘任務

は含まれておらず、専ら後方支援や医療活動に従事するものであり、米英両国からみると豪州軍の貢

献度は、多国籍軍のなかでも決して高いとは言えないだろう372。とは言え、ハワード首相は、国民の

大多数が反対した中で、その派遣に踏み切った最大の理由を日本との関係と捉えていた373。ある調査

によれば、71%も の国民が反対していたと伝えられている374。ハワー ド首相は、イラクにおける日本

の継続的なプレゼンスを 「実質的にも、象徴的にも重要」であると認めた上で375、「豪州から見れば、

67r日 本 経済新 聞 』2004年11月13日(夕 刊)
。

碍 『日本 経済新 聞 』2004年12月10日(夕 刊)
。

69Sydney Mのrning」日セ」Fロ颪4 February 24
,2005.

70r読 売新 聞 』2005年2月22日
。

71SydneyMorningHerald
, February 23,2005。

 軍 関係 者へ の筆者 イ ンタ ビュ-調 査(2008年2月13日)に よれ ば、同様 の見解 を得 る とと もに、政府 は 、

 自衛 隊 への 防護支 援 に よって 「三重 の 成果(派 遣 に異 を唱 え る国内世 論へ の説 明、豪英 、豪 米関係 の維 持 、

 対 日関係の 前進)を 収め た」 と述べ た。

 朝 日新 聞取 材班 『自衛 隊 知 られ ざ る変容 』226頁0日 豪 関 係 を強化 す る狙 いが あった と記述 。
372同 上

。豪州 はそれ まで、イ ラク周辺 に陸 海空で 約880人 を派遣 。この うち、540人 は海 上 や空か ら警 戒 し、

 危 険性 が高 いイ ラ ク本 土 の活 動 は 、バ グダ ッ ドの大 使館 警 護や イ ラク 警察 の訓陳 などに あた る340人 にす

 ぎな か った。2005年1月 末 に輸 送機 墜落 事故 に よ って一 人が 死亡す るまで死 者 はゼ ロ、戦 死者 は皆 無で

 あ った。
」737'he Australian

, March 21,2005.
374Sydney Morning Herald

, February 24,2005.

 朝 日新 聞取材 班r自 衛 隊 知 られ ざ る変 容J226頁 。2003年 のイ ラク派 兵をめ ぐ り、国 民の 間で は必要 性

 は認 め るもの の関 与 しす ぎ るべ きで はな く、派 遣部 隊 も小規 模 に とどめ るべ き との 意見 が多数 を 占 めた 。

 ベ トナム派 兵で 多 くの犠 牲 を出 したた め、不 成功 に終 わ りかね な い米 国の 軍事作 戦 に引 きず り込 まれ た く

 な い との心 理が あ った と記述 。
375The Australian

, March 21,2005.
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日本のよ うな地域の同盟国、パー トナー と、共 に活動することが最も重要」と、増派の理 由を語った376。

そ して、ハワー ド首相は2005年4月 、小泉首相と首脳会談 を行 った際、イラクに駐留する自衛隊を防

護するために撤退 した蘭軍の空白を埋めるべ く、450人 の豪州軍を増派することを小泉首相 に確約 し

た377。

このような判断の結果、イラク南部のサマワにおいて、復興作業に参加 した自衛隊を豪州国防軍が

護衛に回るという連携が実現した。連携は円滑であったと評価できる378。豪州では、2005年4月25

日のアンザック ・デー(ANZAC I)AY)に379、 サマワの豪州国防軍基地で行われた記念式典へ、同地

に駐留する自衛隊部隊を代表して隊長が参列する姿が豪州の全国にテレビで放映され、内外のメディ

アにアピールする結果となったという380。また、自衛隊の防護支援ために自国軍を増派することに関

しては、当初の選挙公約違反を理由に、政策決定について厳 しい批判が集中していたものの、協力活

動自体については異を唱える発言は少なかった。特に、世論の形成に影響力のある退役軍人協会は、

戦後60年 という時間が経過し、すでに日本とは両国な協力関係が構築されている、との考えを示して

いた381。ハワー ド首相は、「安保共同宣言合意への動きの一つは、イラクにおける日豪の親密な関係」

と高く評価したように、イラクでの連携は、日豪協力の象徴的事例となった382。

 小 結

 日豪の防衛協力が対話から実際的な協力へと拡大し始めていた頃、ハワード政権は初めてとなる国

防白書を公刊 した。歴史上、異例とも言える超党派の執筆チームによって描き出された同白書は、「豪

州の安全保障環境は地理的優位性の下、安全な国である」と総括されていた。

 しかし、9.11テロ以降に発生した-連 の国際テロは、「安全な国」との認識を根底から覆す結果とな

った。特に、10.12バリ島テロは、インドネシア史上最悪のテロと言われ、豪州国民を狙った事実が明

らかとなった。つまり、テロは豪州の遠方で起こるものではなく、「戸口」で発生しうる事実を見せつ

けられる結果となった。もはや、豪州の地理的優位性は、同国の安全を担保しうるものではなく、地

域におけるテロへの対処を喫緊に確立することが重要となったのである。そのためにも、地域諸国と

の連携が重要であり、日本やシンガポールといった有用性から見て価値のあるパー トナーとの協力が

376βン砿㎎y
、物 η耀〃謬g」Herald, February 23,2005.

37BBCNews
, February 22,2005.

378軍 関係者 へ のイ ンタ ビ ュー 調査(2008年2月12日)に よれ ば
、 「南太 平洋諸 国 にお いて火 器 を携 行 した

 警 護訓 練 は、人種 の観 点か ら現 地住 民 との難 しい問題 が生 ず る。イ ラ クの防 護任務 は、通常 の訓 練 では体

 験 で きな い もの で あ り、豪 州軍 に とって も貴 重な経 験 とな った」 と評 価 して いた。

 『読 売新 聞 』2007年6月15日 。陸 上 自衛 隊 第8次 イ ラ ク復興 支援支 援群 の指 揮官 は 「日豪 は、(米 英 の よ

 うな 軍事 大国 で はな いため)置 かれて い るメ ンタ リテ ィーが 似て いる 」 と述 懐378。
379第1次 世界 大戦 にお いて

、豪州軍 が トル コ ・ガ リポ リ半島 へ上陸 した 日を記念 して 制定 され た戦 争記 念 日。
380福 嶋 「南半 球か ら見た 日本」14頁

。
381 Cou

rier Mail, February 23,2005.
382The Australian

, March 12,2007.

71



重要との認識を示した。以後、2003年7月 にはテロ共同声明が謳われるなど、日豪政府間において協

力のための調整が積極的に推進されるとともに、実際的な協力が積み重ねられていった。相互に補完

し合う協力関係が定着していったのであった。

 その一方で、専ら、地域内で協力が積み重ねてきた日豪両国であるが、「テロとの戦い」を展開する

過程において両国は、地域外で連携をも経験する。イラクでの自衛隊と豪州国防軍の連携は、日豪連

携の象徴として印象付けることとなった。自衛隊の防護支援に当たっていたオランダ軍の空白を埋め

るべく、国民の大多数が派兵反対を唱える中で、ハワー ド首相は派兵を決断したのであった。決断の

理由には、イラクでの負担を求める英米との関係や国内世論への対応等の要因があったと言われてい

るが、日本との良好な関係構築も、大きな要因であった。この連携についてダウナー外相は、「日本が、

豪州を安全保障パー トナーとみるきっかけであった」と述べているように383、イラクでの連携を機に、

協力枠組みの策定へと動き始めるのであった。

383The Australia
, December 10,2005.
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第6章 安保共同宣言の採択 一防衛協力の 「堅持」

 戦後、防衛協力の推進にとって障壁であった、豪州国内の対 日認識や 日本の制約は、協力の範囲が

対話から実際的な協力へと拡大していく中で、徐々に改善されていった384。安全保障協力体制が構築

される条件は整いつつあったと言えよう。

 一方、東ティモールやイラクでの連携を通じて、日本との防衛協力が緊密となっていた頃、豪州は

経済的観点から、対中関係の重要性を一層強く認識 していた。このことは、中国との経済的紐帯が急

速に深化していく中で、日本との関係も中国との相対的視点から論じられるようになっていた事実か

らも明らかである。1980年 代末、豪州にとって、日本経済の重要性が一層高まる中で、防衛協力が萌

芽し、拡大していったことを想起すれば 中国経済の重要性がより鮮明となる中で、豪州が 日本をど

のように再認識し、安保共同宣言を採択するに至ったのかを考察することは、今後の行方に視座を与

える。

 本章では、中国経済の重要性が強く認識される中で、豪州が日本をどのように位置付けていたのか

を明らかにする。その後、安保共同宣言採択に向けた豪州の対応を考察 し、その目的を明らかにする

ととももに、野党、労働党の見解にも触れながら、今後の防衛協力の展望を示したい。

 第1節 豪 州 の対 中認 識 と日豪 関係

 中国経済の重要性が高まる中、豪州は、中日両国との関係をどのように位置付けるかを模索 して

いた。それは、二者択一ではなく、両国との 「均衡の保たれたパー トナーシップ」を構築するとの戦

略であった。つまり、対日関係は、引き続き重要であることが確認された。

 1-1中 国への傾斜

 中国経済について 「少なくとも、あと10年 、豪州の発展に、取って代われる国はアジアにおいて存

在 しない」との言葉に表れているように、豪州は、その重要性をますます強く認識し始めていた385。

2003年10月 のブッシュ米大統領の訪豪に続き実現した、胡錦涛中国国家主席による訪豪は、良好な

3sa Comm・ 皿w・舳 ・fAustralia
, Th・Departm・nt・fF醐 即A価 ㎞ ・nd丑 ・dら加 剛 泌 力 而 脚 漁 漉 四 吻

 white paper, Advancing the national interest(Canberra:Australia Government Publishing Servicing,2003),

 p.78.豪 州 の 日本 と の安 全 保 障 関 係 は 、 日本 の 安 全 保 障 に 関 す る憲 法 上 、 政 治 上 の 制 限 が 次 第 に 緩 め られ

 て い く に つ れ て 重 要 に な る と記 述 。
Sas The Department ofForeignAffairs and Z]rade

,Australia'sforeign andtradepolicy whitepaper, pp.22-23.

Commonwealth ofAustralia, DFAT, the Market Infor曲n and Analysis Section, Fact Sheet,2008 May and

 September.豪 州の 対 中貿易 は、03-04年 度 以 降、 輸入量 で 日本 を上 回 り、07ー08年 度 に は貿易 総額 にお い

 て 日本 を上回 った(中 国:57,922A$m、 日本:54,618A$m)。
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豪中関係を象徴する出来事であった386。

 また,2004年8月 のダウナー外貿相による訪中は、対中関係の重視を強く印象付けるものとなった。

ダウナー外貿相は、「豪州と中国は経済関係を強化し、アジア太平洋の問題、経済や安全保障といった

問題について密接に活動を行い、二国間の戦略的関係を構築したい」(傍点筆者)と 述べ、経済のみな

らず、安全保障分野を含んだ広範囲にわたる協力の可能性についても示唆した。そして、ANZUSと

台湾海峡に関して説明した以下の発言は、台湾海峡危機以来、米中軍事衝突への支援要請というシナ

リオを、いかにして回避するかについて、豪州の政府関係者たちはジレンマを抱えていたとの事実か

ら判断すれば、政権発足直後に勃発した同危機への対応とは一転 したものと理解できる387。

 ANZUSは 、豪米の二国間に適用され、どちらかに対して攻撃が行われた場合に発動される。その

他の軍事的活動に対して、自動的に適用されるものではありません。9.11テロにおいてANZUSを 発

動したのは、米国の国土が攻撃を受けたからです。

                                ダウ甥 耀 言より易好88

 この発言は、米国の政府関係者に対して 「豪州は、『中国フィーバー』に屈したとの懸念を抱かせた」

と伝えられており、外交ジャーナリス ト、シェリダンは、「豪州は、有志連合の先導者として重要な存

在であったが、中国政府によって買収された」との米国政府高官の発言を引用し、「ダウナーの発言は、

対中政策に関して豪米両国が協力できないとの失望感を米国へ与えた」と説明している389。この事実

について、ディブ元国防副次官は、ハワー ド政権内には中国との経済関係を重視するあまり、日米よ

りも中国との関係を重視しようとする向きが存在する、と指摘する。従来、豪州は、中国の不透明な

軍事費と装備の近代化に憂慮の念を示してきた390。ところが、2005年6月 、ヒル国防相が訪中した際

に述べた、中国の軍事力近代化を、あたかも肯定するかのような発言からは、政権内の認識の変化を

見て取れると述べている391。

386Radio 2LIE
, Transcrite ofThe PrimeMinister The Hon John HowiardMPInterview with John Law's, October 24,

 2003.ハ ワ-ド 首相 は 、米 国大 統領 と中国 国家 主席 が連 続 して豪州 を訪問 した ことは、豪 州 に とって意義

 深 か った と語 り、 米 国 との継 続 した 関係 と 中国 との実 際 的なパ ー トナー シップ発展 の重要性 を主張 。
387 1bid

りp.44.
388Alexander Downer

, Media Conference Transcript, Being, August 17,2004.

 AAP NEWSFEED, July 29,2001.2001年Aus㎜ 前 の記者 会見 にお いて も、ダ ウナー外 貿 相、国防 関係

 者 は同様 の見 解 を示 した。さ らにダ ウナ ー外 貿相 は 「わ れわ れ(豪 米)は 、必 ず し も同 じ考 えを持 ってい

 るの で はな い」 発言 。
389 The肋 召彪8π4

!蛋締 「吻 π, February 12,2005.
390Australian Government

, Depa血ent of I)efence, A Defence Update 2005(Canberra:Australia Government

 Printing Service,2005), p.6.「中 国の軍 事 力の近 代化 の規 模 とペ ース は、 誤解 を生 じさせ るか も しれな い。

 〈 中略〉 中国 の軍事 能 力の発 達 は透明性 が あ り、そ の能 力 は適 切 な安全 保 障上 の必 要性 と矛盾 しな い こと

 が 重要 」 と記述 。
391The Australian

, August 2,2005.
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 (中国の軍事費に関する質問に対して)中 国が軍事力を近代化することは、中国自身の問題として

受け止めている。経済が成長するにつれて、中国は、より前方での役割を果たす。軍事力を改善した

いと考えるのは、不思議なことではなく理解できる。

                                とノ届 防綴踏 会児より易ぽ92

 このように、広範な分野においても中国の位置付けが高まるにつれて、豪州は、対中関係の在 り方

を模索していた。つまり、過去50年 間、アジア最大の大国、日本は、米国の信頼に足る同盟国であり

続け、豪州は日本と米国を 「最も前途有望な市場」と 「同盟国」とで秤に掛ける必要はなかった。し

かし、現在では、豪州は、米中両国との建設的な関係維持を前提に、日豪関係をどのように構築する

かという困難に直面 していた393。

 1.2 中日関係の検討 -均衡維持

 豪州はr相 違を認めながらも、成長を続け、より影響力を増している中国とのパー トナーシップを

構築することが重要であり、多くの共有された利益を生み出す関係を、どのようにマネージメントし

ていくのかについて検討していだ94。

 2004年12月 には、以後の豪中関係の在り方を検討するため、上院外交防衛貿易調査委員会(以 下

「調査委員会」)が設立された。調査委員会の設立は、1984年 には貿易を、 111年 には貿易、投資、

社会や文化的な結びつきを中心に調査が行われて以来3度 目となった。本調査は、中国の急速な経済

的、政治的発展と地域的影響力の拡大にかんがみ、豪中関係を再検討すべき時期にあるとの判断の下、

政治的、戦略的観点から政策提言を行うものとなっている395。

 2005年11月 、調査委員会によって提出された報告書 『中国の台頭-豪 州への提言』では、中国が

継続した経済成長を確保することは、国内や地域の安定性にとって重要であり、急速な経済的、戦略

的影響力が近隣地域において特に高まっている状況から、豪州は東アジア諸国との関係をどのように

マネージメントしていくかについて、多くの困難に直面していると概観されている396。そして、豪州

にとっての関心事は、中国との良好な貿易関係を維持しつつ、他国との関係を損なうことのないよう

392剛 血 ・rf・rD・fence
, PressRelease, TranscriptofPress Conference oftheMinsterofDefence:New Ce・伽 η

 Hotel, Bejing, China, June 8,2005.

 The Adverlicer, June 8,20(15.ヒ ル 国 防 相 は 国 防 関 係 者 との 会 談 で 「中 国 が 選 択 した 発 展 へ の 道 を正 し く理

 解 して い な い」 と 発 言 。
393Alan Gyngell

,"Livingwith giants,"Timelnternatronal(SouthPacific), issuel6(April 200,p.27.

 ウ ィ リ ア ム ・ ト ゥ(William Tow)「 東 ア ジ ア 共 同体 と オ ー ス トラ リア 」 『国 際 問 題 』 春 名 展 生 訳 、 No.551

 (2006年5月)35頁 。豪 州 が 地 域的 な 安 全 保 障 上 の 利 益 と 同 盟 政 治 と の 間 で 均 衡 を 保 つ た め に は 、米 国 と

 い う 同 盟 国 と、 ま す ま す 重 要 性 を 増 して き た 中 国 と い う貿 易 相 手 と の 間 で 、公 平 な 政 策 方 針 を貫 く と い う

 た だ で さ え 困 難 な 要 求 が 、 ま す ま す 難 し く な る と 記 述0
394D・ 脚m・nt ofF・reignAf・irs and Trade

,Australia'sforeign andtradepolicy whitepaper, p.xvi.
395ForeignAffairs

, Defence and ZYade Committee, China's emergence, March 28,2006, Chapterl,p.1.396 1bid.,Chapterll, pp.1-2.
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に妥協点を見出すことと説明されている397。また、中国と主要なアクター(米 国、日本、ASEANな

ど)の 関係が、豪州にとっていかなる影響を及ぼすのかについて分析されており、「豪州国内には、r中

国の経済は、米国に追いつき、日本を追い越す。中国が最大の貿易パー トナーとなるのは時間の問題』

との声があるように、政府は現在、中国との戦略的経済関係に関する議論を行っている」と説明して

いる398。

 中国経済の重要性については、野党も同様の認識を示している。2005年5月 、ケビン・ラッド(Kevin

Rudd)労 働党党首(2007年12月 、首相就任)が 行った演説、『2025年の豪中関係-豪 州の国家戦略』

では、「台頭する中国は、今後50年 間の唯ー最 大で、地球規模の経済的変化をもたらすという事実を

認識している」と述べている399。そ して、中国の経済成長は、今後、日本を追い越し、米国をも捕え

る成長を見せるとの予測に立ち、「中国の外交は、経済的成功によって展開される」と断言している。

すなわち、対 日、対中関係について、「多くの点で日本ほど強力な国はないけれども、中国の成長し続

けている経済と政治、戦略的重要性は、地域における唯一、最も重要な傾向」と述べられているよう

に、比較の視点から対日関係が分析されている400。

 1980年 代末、北東アジア、とりわけ日本経済の重要性を強く認識したことが、日本との防衛分野で

の協力を推進する一要因であった。したがって、中国との相対的視点から、対 日関係が軽視される方

向へ向かうとの予測は、当を得たものと言える。しかし、報告書では、以下二つの理由から、対 日関

係は依然として重要であると述べられている。

 まず、豪州にとっての中日関係の重要性を述べつつ、中国か日本のいずれかを二者択一すべきでは

ないとしている。つまり、豪州は、米国や 日本、そして中国とも良好な関係を築いているとし、中日

両国の健全な関係から利益を得ることができるとしている401。

 次に、中国の経済的重要性の高まりに呼応して、日本との関係を軽視すべきではないとしている。

例えば 歴史的アイデンティティーと自由主義等といった価値の相違を考えれば 経済と安全保障、

防衛を同列に扱うべきではない、とする考え方がある40a。1980年代、対中関係を重視したホーク政権

で国防副次官を務めたディブでさえも、「すべての共産主義国に言えることであるが、軍事費の不透明

性という問題がある。経済的紐帯の重要性のみでもって関係重視へと傾斜するのは危険」と述べ、「経

済成長と軍事的影響力は、地域を不安定にするため、そのリスクに備えるべき」と主張している403。

3971bid
り

39a Ibid
.,

399Kevin Rud¢
!1副 勘-㎝ 吻2025-The伽e has comeノ� an integretedAustralian national.SYrategy on Chir昭

 Speech,!肋14ddress to Committeeeノ� Economic刀 四{胴 卿 ε吻 加.4ustralia(CEDAり, May 17,2005.

 <ht中:〃www.alp.o㎎.au小media/0505!spefal80.php?mod『Dr血 互t>accessed on October 4,200&400

Depar血1ent 0f Foreig皿A餓 血s and]Grade,14ustralia'sノ�eign and tradepolicy whitepaper～p22.
401Foreign A価 樋r馬Defbnce and Trade C0mmitteら α'π α奮 απ㎎ επc6

,Chapter8, p6.
aoz Bill Tow

, The Diploma, October 4,2004.<http://wwwthe-diplomat.com/article.aspx?aeid=3433>accessed on

 November 4,2008.
403Commonwe舳ofAustralia

, De脚ment of Defence, Australia's National Sec吻 ∠1)伽 ゆ 伽2007
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さらに、日本との関係を犠牲にしてまで中国を重視する考え方に警鐘を鳴らすとともに404、「豪中関係

が重要であるとともに、豪日関係もずっと重要。このことは、ハワー ド首相のrア ジアにおいて日本

ほど友好関係にある国はない』との発言が、端的に表わしている」と発言している405。つまり、中国

経済の重要性が高まることによって対 日関係は左右されるべきではなく、むしろ、このような情勢に

あるからこそ、関係の維持、とりわけ安全保障、防衛分野での関係を 「堅持」することが必要である

主張していると言えよう。

 これらの議論を反映して、調査委員会は 「協力的で平和な中日関係を築くことは地域の安定にとっ

て重要であり、豪州の地域における利益に直接的な影響を及ぼす」としている。そして、「中国は、豪

州にとって政治的にも文化的にも繋がりが強化されている主要な貿易国の一つであり、日本は、最も

緊密な経済的繋が りだけではなく、地域の戦略的利益を共有 した最も重要で、長い歴史を持つパー ト

ナー」と説明し、中日両国との友好関係を維持すべきとの提言を行っている406。そして、中国の軍事

力については、目的、能力、そして軍事費について 「公開され、透明性のあるものとするように導く

べき」と述べ、防衛分野での交流の必要性を訴えている407。

 豪中の防衛関係は、(中国の)軍 事力近代化に関して透明性を図るように導くため、安定した経路(a

suitable pathway)を 供給しうる。〈中略〉 最近、豪州との防衛関係において、戦略や防衛問題にお

ける対話パー トナーとして重要性が高まっている。中国の軍事演習、共同訓練への前向きな参加は、

中国に対 して、より透明性のある軍事力と国防予算 となるように導くための重要なスター ト地点を提

供する。

                             噛4)顔-酬 曜 言ンよりダ〃刃

 議論の内容は、「中国経済の重要性は十分認める。しかし、国家体制等の相違や軍事の不透明性を考

えれば、そのことのみによって日本を軽視するのは短絡的であり、関係は維持すべき。健全な中日関

係は国益に適うものであり、両国と均衡を保つことが重要」と総括できよう。このことは、2005年9

月に開かれた上院外交防衛貿易参考委員会(以 下 「参考委員会」)での議論からも見て取れる408。

 (Canberra=2007), PP.19-20.経 済 活 動 の 活 力 と 巨 大 市 場 と して の 中 国 の 台 頭 は 、 ア ジ ア 太 平 洋 地 域 に お け

 る経 済 成 長 の拡 大 に利 益 を も た らす と し な が ら も 、軍 事 力 の 近 代 化 の 規 模 とペ ー ス は 地 域 に 不 安 定 と誤 解

 を 生 み 出 す と 説 明 。
4041bid

.,
405例 え ばTranscript ofthe PrimeMinistertheHon励n HowardMPAdd

ress to theAsia Society Lunch, TheAsia

 Soc吻 ろハ'ew York City, September 12,2005.ハ ワ ー ド首 相 は 「日本 との 関 係 ほ ど重 要 な 本 質 的 関 係 は 、 ア ジ

 ア に お い て 存 在 しな い 」 と演 説 。
ao6 Defence andTrade Committee

, China'semergence, Chapter 8, p.8.407 1bid., Chapter 6, p.11-13.
408Commonwealth of Australia

, Official Committee Hansard Senate, Foreign Affairs and IYade References
 Committee, A ustralia's relationship with China, September 13,2005, pp.13-18.
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 『豪州と中国との関係』と題する公聴会が行われた参考委員会では、日本との安全保障協力を推進

することが、豪中関係の阻害要因となるのではないか、と問いかけている。それに対して、「日本に安

全保障上の責任を担うよう促すことが、豪中間の良好な関係維持に悪影響を及ぼすことはない」との

視点に立ち、「幸運なことに豪州は、米国、日本及び中国それぞれと良好な関係を築いてお り、特定の

関係を選択すべきではない」と述べ られている。しかし、その一方で、スチュアー ト・ハリス(Stuart

F.Harris)オ ーストラリア国立大学教授が 「国際システムの中では協力して連携できるが、防衛分野

では状況が異なる(adifferent ball game)」 と発言しているように、中国との関係は、同分野と他分野

とを区別 して考えるべきとの見解がある409。換言すれば、安全保障分野での協力について一致をみた

「橋本 ・ハワー ド会訓 での議論と同様に、日本との防衛協力推進には、対中関係への影響を危惧し、

慎重に推進すべきとの考え方と、積極的に推進すべきとの考え方があると言えよう。

 健全な中日関係と中日両国との友好関係の維持、そして軍事面への憂慮に基づいた調査委員会の提

言は、「日本との継続的なパー トナーシップ、中国との戦略的経済パー トナーシップ構築に、特に気を

配る」とし、そのためにも豪州は、「火種を調節できるように、一定の役割を果たす」との03年 外交

白書の記述と重なる410。つまり、関係維持を図るためには、両国との調整が必要であると説いている。

この方針の実践は、中国国内において対日感情の悪化が表面化していた2005年4月 に行った、ハワー

ド首相による訪中、訪日によっても説明できる。

 中国とはFTAの 交渉を、日本とは安全保障を目的とした訪問で、ハワード首相は出発前の記者会見

で、「中日、どちらの肩を持つべきではない」と語った。本訪問の意義に対し、ホワイ ト元国防副次官

は、「中国訪問では日本への懸念を、日本では中国への懸念を把握したことは、両国の健全な関係維持

をサポー トする点か ら有益であった」と評価している411。また、調査委員会のウィリアム・トゥ(㎜ ㎞

T.Tow)オ ース トラリア国立大学教授は、「中国に対する封じ込め戦略を支持しているとも、それに加

担していると見られてはな らない。そうしなければ、米国という同盟国と、重要性を増してきた中国

という貿易相手との間で、公平な政策方針を貫くという、ただでさえ困難な要求が、ますます難 しく

なる」と述べ、「そのためにも豪州は、フォーラムの中で、中国の軍事費の増大に対して真正面から批

判を受けずに済むように中国を助けるのも一つの例」と主張している412。豪州は仲介的役割を果たす

ためにも、両国とのチャンネル構築は必要不可欠と言えよう。

第2節 採 択

1990年 以降、対話や実務といった防衛協力を通じて築かれた信頼関係は、安保共同宣言によって結

4091bid
., pp.12-17.ス チ ュ アー ト・ハ リス(Stuart F. Harris)、 デ ィ ブ 、ブ レ ン ダ ン ・テ イ ラ ー(Brendan K. Taylor)、

 ピ ー ター ・ヴ ァ ン ネ ス(Peter Van Ness)ら の 発 言 を 参 考 と した 。
410Depa血ent ofForer a価is and'1%ade

, Aus[ralia'sノ�neign andtradepolicy wh施p嘱pθ ちp蝋
4-ABC

, Apri122,2005.
412b「 東 ア ジ ア 共 同 体 と オ-ス トラ リ ア」35 -36頁 。
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実する。協力推進が謳われ、協力範囲が明示されたことから考えれば、確かに日豪関係は 「強化」さ

れた、と判断できる。しかし、その具体的中身は、積み重ねてきた連携の範囲を越えるものではない。

っまり、防衛協力の 「堅持」に重点が置かれていると言えよう。このことは、豪州の日豪関係を維持

したいとする方向性と重なる。

 ハワー ド首相は、採択後の記者会見で、安保共同宣言の意義について語 り、「宣言が何をするかと言

えば、安全保障に対する焦点を、今までの社会的な、そして経済的な側面にさらに近づけることだと

思います。〈中略〉この関係について新たな側面が加わる」(傍点筆者)と 語った413。また、2007年6

月に開催された日豪2プ ラス2で は、安保共同宣言が採択されたことを歓迎し、「安全保障協力の強化

が、〈中略〉ダイナミックな経済関係とともに、両国の包括的な戦略的パー トナーシップを新たな段

階に押し上げた」(傍点筆者)と 謳われた414。すなわち、「日豪関係最後の協力分野」と言われる安全

保障を、社会や経済といった既存の関係へ加えることで、より強固な戦略的パー トナーシップを構築

し、対日関係の 「堅持」を図ることを視野に入れていたと考えることができる。日本との継続的なパ

ー トナーシップ、中国との戦略的経済パー トナーシップの構築を図るとし、対日関係の紐帯を維持し

たいとの方針が反映されていると言えよう。このことは、安保共同宣言採択の交渉過程において、豪

州が 「共同宣言」ではなく、より強い結びつきの 「協定」を要求する動きがあったことからも見て取

れる。2007年3月12日 付の豪紙 『オーストラリアン』は、「豪州の政府関係者たちは、公式の安全保

障 『協定』を採択しようと試みていたが、日本側が反対した。〈中略〉政策担当者たちは、『安保共同

宣言は、将来、公式に協定を採択するための足掛かり(stepping stone)』と評価した」と報じている415。

 2-1安 保共同宣言採択への胎動

 ダウナー外貿相が、「イラクでの活動は、日本が豪州を安全保障パー トナーとみるきっかけであった」

と述べているように、イラクでの自衛隊と豪国防軍の連携は、協力枠組み策定へ弾みをつけるもので

あった416。さらに、2004年12月 に発生したスマ トラ沖津波における緊急援助活動において行った円

滑な連携も、協力枠組み策定の後押しとなった。リチャー ド・アーミテージ(Richard L. Armitage)

元米国務副長官は、緊急事態における円滑な 日豪両国の活動を高く評価し、竹内行雄外務事務次官へ

413 「日 ・豪 共 同 記 者 会 見 」 外 務 省<http://www
.kantei.gojp伽!abespeech!2007/03小13kyoudou.html>2008年2

 月4日 ア ク セ ス 。
414 「日豪 外 務 ・防 衛 閣 僚 協 議 共 同 発 表2007(仮 訳)」 外 務 省

 <http:〃www.mofa.go.jp,!mofaj/australia!visidO706-kh.html>2007年9月1日 ア ク セ ス 。
ais The Auslralian

, March 12,2007.

 Malcom Cook,"Institutionalising Interests:Japan-Australia Relations in the 21st Century,"Perspectives

 (November 2007), p.5.安 保 共 同 宣 言 の 採 択 に お いて 、 政 策 担 当 レベ ル で の 交 渉 で は 将 来 、 宣 言 が 飛 躍 す る

 可 能 性 に つ い て 話 し合 わ れ た と記 述 。

 佐 島 は 「交 渉 で 豪 州 側 は 協 定(Pact)を 望 ん で い た 」 と発 言 。(2008年6月6日 、 日豪 交 流 基 金 会 合 で の

 発 言 。 な お 、 同 会 合 に は 前 述 の ク ッ ク も 同 席)。
ai67'he Auslralian

, March 12,2007.
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日豪二国間の安全保障協力の枠組みの策定を進言したという417。

 2006年8月1日 、日本を訪問したダウナー外貿相は、イラク南部サマワにおいて、豪州国防軍と陸

上自衛隊が共に活動したことをめぐり、「安全が保障されるような共同訓練、演習をしているか、われ

われは自問する必要がある」と指摘し、「今後の国際貢献に備えるためにも、日豪は防衛協力すべきで

あり、安全保障面での協力も強化すべきである」と語った418。そして、会談の席上、「安全保障協力に

関する声明のようなものを持ちたい」と述べ、協力枠組みの採択をもちかけたという419。帰国後、ダ

ウナー外貿相は、次のように語った。

 豪日関係は、現在ほど緊密な時期はない。とりわけ、安全保障分野では。最近、両国が、イラクに

おいて連携したことが、その証拠。〈中略〉両国が、将来、同じような状況になることに備えて、共

同軍事訓練を考える時期に来ているのかもしれない。われわれは、東ティモールで共に活動した、そ

してイラクでも。将来、どのような状況が起こりうるのか、誰が予想できよう。〈中略〉自衛隊と豪

州国防軍との間で、いくつかの接点を構築するのは、当り前の考え

                    温fラ ジオインタどユーでのダウナーr外醐 嚇 汝り易岬20

 訪日は、日本側の認識変化を印象付ける結果となった。ダウナー外貿相は、豪紙 『オース トラリア

ン』とのインタビューにおいて、「豪日は洗練された防衛力を保持 している。私は、地域において効果

的な役割を果たしうると信じている。その協力は、平和活動や災害救援といった協力になるのかもし

れない」 と協力の方向性について語ったのち、「(安倍首相との会談後)豪 日関係は、より快活な状況

となっていることに感銘を受けるとともに、日本政府の意向は、全体としては前向きな雰囲気であっ

た」と感想を述べている421。訪日の際、日本側の認識変化を感じ取ったのであろう、ダウナー外貿相

は、帰国後、連邦議会で次のように発言 し、日本との安全保障協力の枠組みの策定を提案した。

 イラクでの活動は、日豪の歴史の中で、たった一度きりの協力として過小評価すべきではなく、<

中略〉 日本との二国間関係の自浄作用の効果をもたらす。〈中略〉 日本は今、われわれを本当に

価値のあるパー トナーと捉えている。

7信 田智 人 『日米 同 盟 と い う リ ア リズ ム 』(千 倉 書 房
、2007年)234頁 。

8r日 本 経 済 新 聞 』2006年8月2日
。

9/Vetwnrk Nine
, February 5,20(17.°

AMRadio Progrmn, August 2,2006.
1 T'he WeekendAustralian

, August 12,2006.

Walton,"Japan and East Timor,"p.245.ウ ォル トンは 「豪 州が 、東 テ ィモ ール にお いて指 導 力 を発 揮 した

 こ とに加 えて 、ア フガニス タ ン、イ ラク に対 す る関与 と 『テ ロとの戦 争 』にお け る米 国政 府 との緊 密な 連

携 は、 日本 の安 全 保障 、外交 政策 担 当者が 豪 州 をカ ウ ンターパ-ト と して 捉え始 め るき っか けで あった 」

と主 張。
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磁 議会だおげるダウナー外費鴉購 より易媛22

 その後、内閣国家安全保障委員会は、ANZUSの ような条約ではなく、協定(agreement)の ような、

豪 日間の二国間の紐帯を進展させるための枠組みを求める提案を承認した423。提案は、豪米が実施す

る純軍事的な演習を規定するものではないとしながらも、豪州国防軍と日本の自衛隊との共同訓練を

想定外とするものではないという424。ラッド野党党首は、日本について 「より拡がった地域の中で、

日本は最も重要な隣人の一つであり、〈中略〉地域において多くの戦略的な問題や相互の目的を共有

している。イラクでの日本の役割は理解しているし、自衛隊が豪州国土において訓練することを支援

していきたい」と語っていた425。

 会議では、「日本が、戦後の法的制約に縛られているのではなく、経済大国として、国際的な責任を

果たす 『普通の国』になることを求める要請が高まっている」と述べた上で、「日本が安全保障上の役

割を果たすように認めることが重要であり、地域の同盟国とともに、役割を深めていくよう促すこと

が重要」との議論が交わされている426。このことについて、野党側は、相互義務を含んだ防衛協定に

ついて 「日本の歴史問題は未解決。議論する段階にはない」として留保する考えを明らかにした上で、

「労働党は、地域における海賊の取り締まりやテロ対策のような共通の問題に対して協力するため、

日本と豪州の安全保障関係を強化する」との見解を示している427(傍点筆者)。さらに、透明性を図る

ことの重要性について触れ、「中国側の見方からすれば、主要な問題点は、豪州が日本と行う協力内容」

と述べ、透明性を図ることで中国の懸念を払しょくすることができると語っている柵。中国経済の重

要性、対日関係の堅持、そして日本との防衛協力の在り方については、超党派による合意が形成され

ていたと言える429。

 一方、二次大戦の遺恨に起因した反日感情、特に、世論に影響力を持つ退役軍人協会の反応は、協

力を進めたいとする政府にとり、気がかりな要因であった430。そのことについて、ダウナー外貿相は

「二次大戦の遺恨から、日本との防衛協力について嫌悪感を募 らせる国民も一部にいる。しかし、そ

zz Pa
rliament ofAustralia, HouseHansard,Australia-Japan Foudalion Bill2006, September 8,2006.

23
 伽 晩 ε舵 η41∠断 泌血π,August 12,2006
za

 Ibid.,is

 Press Release, Rudd Kevin Speech to the Global Foundation, March 8,2007.
z6 Commonwealth ofAustralia

, Senate Official Hansard, August 17,2006.
27Kevin Ruda Door stop Interview

, February 5,2007.対 テ ロ 、 情 報 協 力 、 麻 薬 取 締 、 共 同 訓陳 と い っ た 分 野

 で の 支 持 を 明 らか に す る と と も に 、 「自衛 隊 の 豪 州 に お け る 訓 練 強 化 を 繰 り返 し評 価 す る 。 わ れ わ れ の 関

 係 強 化 の た め に は 不 可 欠 の ス テ ッ プ 」 と発 言0
428

 7'Vlnterview ABC, Mareh 15,2007.429

伽 ∬丑ε伽 ε5Lα吻 ψ 乃ε卿o磁o馬Marc凪20〔 凧

 Robert Ayson,"Bilaterals, Tilaaterals and Quardlaterals:Australia Security Cooperation and Asia's Future

 Order,"An Article Preparedfor Australian S tudies Association ofJapan(November 2007), p.4.430

日本 との防衛 協 力推進 にお いて 、退 役軍事 協会 に対 す る豪州 政府 の対 応 は既 に述べ て きた とお りで あ る。

 退 役軍 人協 会 は政府 に対 して 多大 な影 響力 を もって い ると言 えよ う。ラッ ド政権 は選挙 公約 にお いて 、同

 協 会 の意 向(1次 大 戦 の記 念 日は国 民の休 日に制定 され て いる との理 由か ら)を 踏 まえて 、二 次大 戦の対

 日戦勝 記念 日の 制定 を掲 げ、2008年9月 には公約 どお り記 念 日を制 定。r読 売新 聞 』2008年9月4日 。
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れは、ごく一部」と述べ、協力枠組みの制定について前向きな姿勢を示していた431。そして、退役軍

人協会は、防衛分野での協力枠組み策定を支持する旨の意見を表明している。同協会代表は、日本と

の協定を採択しようとする政府の動きに対して 「確かに、感情面から支持 しない退役軍人もいる。し

かし、防衛協力は、実質的に進展している。終戦から62年 という歳月が経過し、日本は大きく変わっ

た。世代も変わり、日本との関係は後ろを振り返るよりはむしろ、前を向く必要がある」と表明して

いる。日豪の戦争は、もはや豪州国民にとって決着のついたものとなっていたと言えよう432。日本の

対豪認識変容の兆し、豪州国内世論の変化等、協力枠組み採択のための条件は整えられていった。

 2-2紐 帯の 「堅持」

 豪州の政府関係者には、良好な対中関係の維持を理由に、日本との防衛協力推進は慎重であるべき

と論ずる向きと、調整を図ることで推進できると論ずる向きがあったことは、すでに述べた。安保共

同宣言の採択にあたっては、カンボジアや東ティモール、そ してイラク等、積み重ねてきた実務協力

を範囲とし、「強化」ではなく 「堅持」のための枠組みとして位置付けることは、調整を容易にするも

のであったと言えよう。宣言では、「地域的な世界的な安全保障上の課題に関し有益な協力を進めてい

ること、並びに地域の平和と安定に貢献していること」(傍 点筆者)を 想起し、平和活動やテロ対策、

人道支援活動等の実際的な協力と、定期的な戦略対話を創設することが謳われた433。安保共同宣言採

択について、日本側と交渉の段階にあった2007年2月 、ダウナー外貿相は、同宣言の採択に関する中

国との調整実施の有無について明言を避けたものの、次のように回答している。協力は、積み重ねて

きた既存の範囲にとどまることで、中国が抱く懸念を払しょくできることを示唆している。

 草案では、どのような協力を行うのか、まだ明らかになっていない。しかし、自衛隊とは、すでに

東ティモール、カンボジア、最近ではイラクにおいて活動を行っている。共同訓陳 は、米国と実施す

るような純軍事的な色彩のものではなく、災害支援のようなものになると考えている。〈中略〉中国

へ向けた声明ではない。事実、中国とは良好な関係を築いているし、安倍政権発足以来、日本も中国

との関係を改善しつつある。われわれは、中日両国と良好な関係を構築しており、中国が懸念を示す

はずがない。協力は、(軍事的な)有 事を想定としたものではなく、テロ対策や災害支援、平和維持と

いった協力に焦点が当てられる。(傍点筆者)

a3i 2GB
, March 13,2007.

432在豪日本大使館での筆者インタビュー調査(2㎜ 年2月12日)に よれば、「現在、勤務においてそのよ

 うな反日感情は感じられない。親日国との印象を持っている。」と語った。2007年6月15日 付の 『読売

 新聞』は日豪の防衛協力に関する記事を掲載。日本大使館幹部の感想を掲載し、豪州の対日認識の変化に

 ついて掲載。
433巻末(参 考-1)を 参照されたい。
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TVイ ンタどユー〆ごよるダウナー外勧 醗 試丈り朔34

 安保共同宣言採択にあたっては、内容の事前開示によって中国側と調整が図られた。2007年3月13

日付の豪紙 『キャンベラタイムス』は、「中国の懸念を払しょくするため、訪日の数週間前、政府は中

国大使館を通じて、日本との安全保障協力枠組みの内容を事前に説明し、理解を求めた」と報じてい

る435。宣言の具体的中身が、積み重ねてきた協力の範囲にとどまること、事前開示によって透明性が

図られたこと、そして共通する価値を繰り返し強調したことは、豪中間に波風を立てるものではなか

った。安保共同宣言の採択について中国は、前駐豪大使を通じてダウナー外貿相へ 「透明性の不足」

を非公式に伝えたと報じられているが36、採択に当たっては、電話にて説明を求めた程度であり、ダ

ウナー外貿相は 「(李肇星中国外相から)懸 念は伝えられなかった」と説明している437。

 採択への動きは、2007年3月 、安倍、ハワー ド両首脳によって結実する。3月13日 、安保共同宣言

の採択を目的として日本を訪れたハワー ド首相は、安倍首相との会談後、同宣言を採択した。会談後

の共同記者会見で、両首脳は、基本的価値と戦略的利益の共有を強調し、同宣言が特定の国を意識し

たものでないことを繰り返した。安倍首相は、「両国は、自由と民主主義、基本的な人権、法の支配と

いった基本的な価値を共有する」とし、ハワー ド首相は 「意思の疎通が しやすく、民主主義という価

値観に対するコミットが宣言に表れている」と述べた。そして、さらに 「(安保共同宣言は)ど の国を

想定とするのではなく、それぞれが持っている能力、そして関連性をもって何が利益になるかという

ことを検討した結果」と述べ、「決して中国との関係に影響を及ぼすものではなく、中国もそのように

思っていない」と付け加えた438。ここに、民主主義という価値や共通の安全保障上の利益を基盤とし、

防衛当局者間の実際的な相互協力を中心とする協力枠組みが採択されるに至った。

 小 結

 戦後、防衛協力の推進にとって障壁であった豪州国内の対日認識や日本側の制約は、協力範囲が対

話から実際的な協力へと拡大していく中で、徐々に改善されていった。日豪二国間の安全保障協力体

制が構築される上での条件は整い始めていた。

434/Natural/Vine Morningハ 傭
, February 5,2007.

435Canberra Tunes
, March 13,2007.

 The Ausiralian, March 12,2007.ダ ウナー 外 貿相 は安保 共 同宣 言採択 前 、中国大 使 とア レ ンジ メン トにつ い

 て 会談 を行 い、 内容説 明 を実施 した と伝 えて い る。

 TheAdvertiser, March 12,2007. AAPハ 聯 嘱Maroh 14,2007.

 事 前 開示の 内容 に対 して 中国 は、前 駐豪 大使 を通 じて ダウ ナー外 貿相 へ 「透 明性 の不 足」を非 公式 に伝 え

 た 。採 択 に当た って は、説 明を求 め た程度 で あ り、安保 共 同宣言 につ いて 、ダ ウナー外 貿相 は 「李 肇星外

 相 か ら懸 念 は伝 え られ なか った 」 と説明。
ash The Ad

vertiser, March 12,2007.
asp AAP NEWSFEED

, March 14,2007.
438「 日 ・豪 共 同記者会 見 」首 相官邸

、2007年3月13日

 <http:〃www.kantei.go.jp/jp/abespeecW2007/03/13kyoudou.html>2008年2月4日 アクセス 。
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 ちょうどその頃、中国経済の重要性が高まる中で、豪州は、今後の対中関係の在り方を検討してい

た。2004年12月 には調査委員会が設置され、翌年11月 には、報告書が調査結果に基づき提出された。

さらに、2005年9月 には、豪中関係の在り方に関する公聴会が、上院外交防衛貿易参考委員会で行わ

れた。これらの議論や報告書の中身は、いずれも中国の急速な経済的、政治的発展と地域的影響力の

拡大にかんがみ、政治的、戦略的観点から今後の豪中関係をどのようなものとすべきかについて方向

性を示すものであった。そして、対日関係は、中国との比較の視点から論じられ、日本を経済的な繋

がりだけではなく、「地域の戦略的利益を共有した最も重要で、長い歴史を持つパー トナーである」と

し、「中日両国との均衡の保たれた関係を維持する」というものであった。換言すれば、中国経済の重

要性が高まっている情勢においても、そのことのみによって対日関係の重要性が減じられるものでは

なかった。っまり、対日関係の維持が引き続き重要であることが確認された。

 対日関係の堅持、とりわけ安全保障分野での紐帯を構築したいとの豪州の認識と、1990年 以降、対

話や実務といった防衛協力を通じて築かれた信頼関係は、2007年3月 の安保共同宣言によって収敏し

た。安保共同宣言は、実際的な協力と定期的な戦略対話の創設が明示された点から見れば 確かに強

化されたと言える。しかし、協力の具体的中身は、両国が積み重ねてきた過去の協力を明示したもの

であった。っまり、安保共同宣言は、日本から安全保障上の役割を引き出すとともに、「日豪関係最後

の協力分野」と言われる安全保障を、社会や経済といった既存の関係へ加えることで、対日関係を、

「堅持」することも視野に入れていた。

 中国との経済・貿易関係は、重要な外交政策の一つとして認識されており、豪州の政府関係者には、

良好な対中関係維持を理由に、日本との防衛協力は調整を通じて推進すべきと論ずる向きがあった。

1990年 以降、積み重ねてきた実務協力を明示し、「強化」というよりはむしろ 「堅持」のための枠組

みとして位置付けることは、調整を可能とするものであった。2007年3月 には、っいに安保共同宣言

が採択されたのであった。

 安保共同宣言の採択には、豪州は、対中関係に配慮した慎重な対応を見せっっ、基本的価値と戦略

的利益の共有を謳い、実際的な協力を明らかにした。1990年 以降の協力、特に実務協力を通じて構築

された信頼関係は、ようやく結実したのであった。日本の安全保障上の役割を引き出そうとしてきた

豪州にとって、同宣言は日本との将来にわたって役割を明確にするのはもちろんのこと、中国との経

済関係を重視する傾向が強くなる状況にあっても、基本的な価値を基盤とする一貫した関係として位

置付けられたのであった。
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終 章

 本研究では、日豪安全保障協力体制が、どのように構築されたのかを、1983年 以降の防衛協力の変

遷から明らかにするとともに、構築の理由を、豪州の安全保障戦略の視点から考察 した。防衛協力の

変遷では、戦後の反日感情等、協力の推進にとって障壁であった豪州国内の対 日認識、対話や実務協

力等の防衛協力が両国の政策決定者に与えた影響に焦点を当てるとともに、中国経済の重要性が高ま

る中での日本の位置付けについて考察した。本考察によって、安全保障協力体制の構築には、地域安

全保障協力への期待と、対 日関係の 「堅持」を図りたいとする豪州の認識が反映されていた こと、構

築のための基盤は、積み重ねられた実務協力によって提供されたことが明らかとなった。

 本章では、防衛協力の変遷を、協力の萌芽期(1980年 代末-90年 代初期)と 、対話から実際的な協

力へ拡大 した時期(/11年 代末 一00年初期)と で区分し、協力体制が構築されていった過程と、実務

協力を通じて変容した政府関係者の認識について述べる。そ して、最後に、安保共同宣言が採択され

た理由と、以後の防衛協力の展望について述べたい。

 1990年 代、防衛協力が萌芽した理由は、豪州が、北東アジア(日 本、中国、韓国)の 経済成長、と

りわけ日本経済の重要性を強く認識し始めたことが一つの大きな要因であった。1980年 代後半、北東

アジア経済の重要性を強く認識していた頃、同地域の安定した戦略環境を構築するため、地域諸国と

の安全保障対話を推進し始めた。この方針は、戦後、専ら経済関係を基盤とし、進展 してきた日本も

例外とするものではなかった。しかし、当時の日本に対する軍事的脅威認識は、政府関係者の間にも

共有されており、/11年5月 以降に始まった防衛交流も、国内世論や周辺諸国への配慮か ら、政府は

協力の推進に慎重な姿勢を保たざるを得なかった。つまり、日豪関係は、依然として 「貿易パー トナ

ー」であり、防衛分野では、「米国の保証」に基づいた 「条約パー トナー」にとどまるものであった。

 そのような状況の中、実現 したカンボジアPK0で の連携は、協力推進の礎となった。エバンス外

相が提唱したアジアとの 「包括的かかわり合い」、つまり、従来の軍事力の概念とは異なった、平和活

動や開発援助等といった多元的な政策手段を通じて、安定した地域の戦略環境構築へ貢献したいとす

る考え方と、1991年 、ペルシャ湾派遣を経験し、今後の国際貢献の在り方を模索していた日本の方向

性が一致したのであった。これを機に、上院外交防衛貿易委員会によって、日本の防衛力に関する詳

細な調査 ・分析が行われ、『1/1年 代の日本の防衛と安全保障』と呼称される報告書が提出された。

そこでは軍事大国への回帰の可能性が強く否定されていた。換言すれば、日本の防衛力が、国土及び

同周辺地域にとどまったものであり、透明性が図られているとの事実は、防衛協力を推し進めるため

の判断基準の一つであったと言えよう。確かにカンボジアでの連携は、偶然であった。しかし、偶然
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とはいえ、「もはや日本の国際的な政治的影響力が、経済力や経済的利益に遅れをとる時代ではない」

とのホーク首相の言葉に表われていたように、対日認識の変容を促すとともに、94年 国防白書におい

て初めて実際的な行動を伴 う協力が示唆されたことからも、以後、防衛分野での協力が進展する大き

なきっかけであった。

 次に、対話から実際的な協力へと拡大した転機は、東ティモールにおける連携であった。 1/1年9

月に勃発 した東ティモールでの騒擾では、米軍の支援が極めて限定された状況の下で、日豪両国はカ

ンボジアPK0蛛 、二度目となる連携を0し た。特に、㎜ ㎜Tに おいて鋤 欄 を賊 し、

評価を得た豪州は、地域安全保障への自信を強める一方で、人員、国防予算等の観点から、自国の限

界を認識した。つまり、地域安全保障上の役割を果たすため、自国の能力を補完できるパー トナーと

して日本を認識したと言えよう。さらに、鍋1テ ロ以降、実務レベルでの連携が積み重ね られ、従来

の 「貿易パー トナー」に加えて、「安全保障パー トナー」としての認識が、一層深化していった。こと

に、イラクでの連携は、緊密な日豪関係を表象するものとなり、日本側政府関係者の対豪認識に影響

を与えた。

 これまでの研究は、安保共同宣言の起点として9.11テ ロ以降の実務協力を挙げている。しかし、東

ティモールでの連携によって、「地域安全保障上の役割を分担する」との認識が共有され始めたこと、

防衛分野での相互補完関係が築かれたこと、そして多角的視点から日豪協力が再検討され、安全保障

分野では、従来の 「平和維持活動」から 「危機対処」といった広範な協力が示されたこと等から判断

すれば、安保共同宣言採択の動きに繋がる起点と言えよう。先行研究では、日豪安保協力体制構築の

理由を、実務協力を通じた信頼関係の蓄積と捉え、その起源を9.11テ ロと捉えている。しかし、カン

ボジア、東ティモール、イラクそ してスマ トラ沖津波での災害支援等、積み重ねてきた実務協力の中

でも特に、東ティモールでの連携は、以後の関係強化へ繋がる起点として評価できるものであった。

 このように、対話から実際的な協力へと協力の範囲が拡大し、「豪 日関係は、現在ほど緊密な時期は

ない」と評価され始めていた頃、豪州は中国経済の重要性を一層強く認識していた。豪州は、今後、

どのように中日関係を位置付けるのか、との困難に直面していたのであった。以後の豪中関係の在り

方を検討するため、2005年11月 に設立された上院外交防衛貿易調査委員会では、中国との良好な貿

易関係を維持 しつつ、他国との関係を損なうことのないよう妥協点を見出すことが試みられていた。

 1980年 代末、北東アジア、とりわけ日本経済の重要性が高まる中で、防衛協力が推進されていった

歴史を想起すれば 中国経済の重要性が高まる時代、対日関係は軽視の方向へと向かう。実際、豪州

国内では、「中国の経済は、日本を追い越す。最大の貿易パー トナーとなるのは時間の問題」との声が

あったように、すでに対中関係との比較によって対日関係を捉える向きが存在 していた。これに対し

て豪州は、「中国との戦略的経済パートナーシップと日本との継続的パートナーシップ」を構築するこ

とが重要と結論付けた。つまり、このような情勢にあっても対日関係の重要性は減じられるものでは
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なく、以後も、引き続き、「維持」していくことが確認された。21世 紀会議において、ハワー ド首相

が、「従来の貿易を中心とした経済関係にとどまることなく、将来に向かって紐帯のあり方を検討する」

と述べたように、「日豪関係最後の協力分野」と言われる安全保障分野において、紐帯を明らかにする

ことは、対日関係を維持したいとする方向性と一致する。

 また、豪州国内には、日本との防衛協力推進を考える上で、対中関係への影響を危惧し、慎重であ

るべきと論ずる向きと、調整によって推進可能と捉える向きがあった。この考えは、安全保障分野で

の協力について一致をみた 「橋本 ・ハワード会談」での豪州政府関係者による認識と一致する。日中

両国とのパー トナーシップの両立を図りたい豪州にとって、日本との防衛協力を推進するには、中国

との調整を図る必要があった。確かに、安保共同宣言によって、協力を明らかにしたことから判断す

れば、強化されたものと言える。しかし、協力の具体的中身は、積み重ねてきた既存の協力を明示し

たに過ぎない。積み重ねてきた協力内容を明示し、「堅持」するとの方向性を保つことは、安保共同宣

言を採択する上で重要であった。

 以上のように、本研究では、防衛協力の変遷を豪州の視点から考察した。日豪交流の歴史には、「豪

州の主動と日本の受動がある」と論じられていたように、防衛交流においても、豪州が主動的役割を

果たしたことについて疑問の余地はない。二次大戦の遺恨に起因した反 日感情によって、政治的な協

力を望むすべのない状態からのスター トとなった日豪関係であったが、継続した対日関係 「堅持」の

必要性と日本との防衛協力の在 り方に関し、超党派の合意が形成されている事実と、実務協力によっ

て培われた信頼関係が構築されていることか ら判断すれば、今後も防衛協力は維持されていくであろ

う。新政権発足後、戦略関係資料は公刊されていないが、本研究で明らかになったことを踏まえ、明

確な防衛協力の展望については今後の課題としたい。
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